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午後１時１分開議

○佐藤禎洋委員長 これより本日の会議を開きます。

報告をさせます。

〔青柳主査朗読〕

１．議長及び予算特別委員長から、委員の異動について、中司哲雄議員の委員辞任を許可し、水

間健太議員を委員に補充選任し、第２分科委員に補充指名した旨、通知がありました。

１．予算特別委員長から、分科委員の異動について、滝口直人議員の第１分科会への所属変更を

許可し、藤沢澄雄議員を第２分科委員に変更指名した旨、通知がありました。

１．本日の会議録署名委員は、

黒 田 栄 継 委員

真 下 紀 子 委員

であります。

○佐藤禎洋委員長 それでは、議案第１号及び第３号ないし第６号を一括議題といたします。

１．経済部所管審査

○佐藤禎洋委員長 これより経済部所管部分について審査を行います。

質疑並びに質問の通告がありますので、順次、発言を許します。

水間健太君。

○水間健太委員 それでは、順次質問してまいります。

まず初めに、ゼロカーボン北海道について質問をいたします。

道は、ゼロカーボン北海道の実現を図るための事業に要する経費の財源に充てるために基金を

設けることとし、今定例会に新たに北海道地球温暖化防止対策基金条例を提案しています。
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そこで、以下、この基金に関して数点伺ってまいります。

まず、基金の目的についてであります。

道は、以前から、企業局の水力発電事業で生み出された固定価格買取り制度、いわゆるＦＩＴ

による収益金を活用した新エネルギー導入加速化基金を用いて再生可能エネルギーの導入を進め

てきたと承知しておりますが、従来の基金に替えて、新たに北海道地球温暖化防止対策基金を設

けることとした目的を伺うとともに、従来の基金とどのように異なるのか、この点について伺い

ます。

○佐藤禎洋委員長 ゼロカーボン推進局長髙山圭一君。

○髙山ゼロカーボン推進局長 基金の目的についてでありますが、これまで企業局からの繰出金

を財源として設置していた新エネ基金を、地域の新エネ設備導入支援など、再エネの利用を推進

する事業に充当していたところでございます。

ゼロカーボン北海道の実現に向けては、新エネ導入に加え、省エネ設備への改修、人材育成、

研究開発などの取組をより一層加速する必要があるとともに、これまでの新エネ基金から支援事

業を拡充し、ゼロカーボン北海道の実現を図るために必要な事業に中長期的な視点で継続的に施

策展開を図る観点から、このたび、民間企業からの寄附金等も積み立て、財源の多様化を図った

新たな基金を設置いたします。

○水間健太委員 それでは、次に、基金の規模についてであります。

基金規模は100億円とのことですけども、道は、なぜ基金規模を100億円としたのか、基金造成

の内訳も含めてお伺いいたします。

○佐藤禎洋委員長 ゼロカーボン戦略課長三ツ木寛史君。

○三ツ木ゼロカーボン戦略課長 基金の規模についてでありますが、道では、さきの定例会で改

正しました北海道地球温暖化防止対策条例、通称・ゼロカーボン北海道推進条例に基づき、2050

年のゼロカーボン北海道の実現に向けた取組を推進するために必要な一定規模の財源を確保する

ため、企業局の電気事業収益金からの繰出金70億円、民間企業からの寄附金５億円、一般財源か

ら25億円を積み立て、100億円規模の基金を設置することとしました。

○水間健太委員 それでは、次に、民間からの寄附の受入れについて数点お伺いいたします。

まず、このたびの基金造成に当たっては、民間の大手金融機関からの寄附金５億円が充てられ

るとのことですけれども、民間企業がこの基金の資金として道に寄附することのメリットを道は

どのように認識しているのか、お伺いいたします。

○三ツ木ゼロカーボン戦略課長 寄附者のメリットについてでありますが、企業版ふるさと納税

では、通常の寄附に比べ、税制上の優遇措置が受けられるほか、社会貢献を通じた企業イメージ

や社会的信用の向上、地域経済活性化の取組を応援することで自社の事業運営に寄与、新たなパ

ートナーシップの構築、顧客の共感や社員の充足感といった様々なメリットがあり、特に、脱炭

素に関し、積極的に取り組む企業のイメージ向上が見込まれます。

○水間健太委員 それでは、次に、この基金を持続可能なものにしていくためには、企業局から
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の収益金や道の一般会計からの繰入金に頼ることなく、民間企業等からの安定的な寄附金の受入

れが重要になってくると思います。

道は、民間からの寄附受入れのためにどのような取組を展開していく考えなのか、お伺いいた

します。

○三ツ木ゼロカーボン戦略課長 寄附の受入れについてでありますが、今定例会で議決をいただ

いた後、基金への寄附を呼びかけるパンフレットを作成し、ほっかいどう応援団会議の参画企業

のほか、本道の脱炭素化に関心のある道内外の企業や団体に足を運ぶとともに、ポータルサイト

やＳＮＳなどにより効果的に発信するなど、多くの方に働きかけてまいります。

○水間健太委員 それでは、次ですが、東京証券取引所などに株式を上場している事業会社や金

融機関などが、この基金への資金提供が脱炭素化にどのように活用されているのかを把握できれ

ば、投資先や取引先に脱炭素の取り組み姿勢を明確に示すことができて、道の基金に寄附するイ

ンセンティブが高まると思います。

御寄附いただいた資金が道によってどのように管理され、どのような事業に活用されているの

か、成果も含め、定期的に寄附者に報告する必要があると考えますが、どのように対応していく

のか、お伺いいたします。

○三ツ木ゼロカーボン戦略課長 寄附金についてでありますが、寄附金については、寄附者の意

向も踏まえ、脱炭素に資する事業に充当してまいる考えでありますが、事業の実施状況について

定期的に報告するとともに、企業の意向を踏まえながら、ホームページや寄附事業のチラシなど

に社名を掲載するほか、感謝状を贈呈するなどにより、企業の社会貢献実績について道としても

広くＰＲしてまいります。

○水間健太委員 それでは、次に、基金を活用した事業についてお伺いいたします。

この基金は取崩し型の基金と聞いておりますが、今年度はどの程度の規模で取崩しを行い、ど

のような規模にそれぞれ幾ら使うこととしているのか、基金事業の概要についてお伺いをいたし

ます。

○三ツ木ゼロカーボン戦略課長 今年度の事業についてでありますが、今年度は、洋上風力発電

関連事業のサプライチェーン構築、人材確保支援などに約3000万円、地域と連携した太陽光パネ

ルの導入、省エネ住宅の取得や改修等の支援に約１億4000万円、地域の脱炭素化を促進する新エ

ネ導入の計画策定や設備導入への支援に当初計上額と合わせると５億5000万円、自立・分散型エ

ネルギーシステムの導入支援などに５億8500万円、次世代半導体製造拠点整備への支援に約１億

円、道民の皆様への普及啓発及び市町村計画の策定支援のそれぞれに約3000万円、ＥＶバスの導

入試験に500万円、ブルーカーボンの実態調査などに約1000万円、道有施設のＬＥＤ化に約9000

万円、消防学校のＺＥＢ化に約1000万円などを行うこととしており、総額で約19億円となってお

ります。

○水間健太委員 それでは、続いて、基金事業の使途について数点お伺いさせていただきます。

まず、次世代半導体製造拠点整備に向けた取組も基金事業として実施すると聞いておりますけ
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れども、大量にエネルギーを消費する半導体工場の整備がゼロカーボンにどのように結びついて

いくのか、疑問に感じるところであります。

この次世代半導体産業集積促進事業の中で、具体的にどのような取組がゼロカーボン北海道の

実現に資する事業と言えるのか、この点についてお伺いをいたします。

○佐藤禎洋委員長 次世代半導体戦略室参事田村耕志君。

○田村次世代半導体戦略室参事 ゼロカーボン北海道への貢献についてでありますが、今後、デ

ジタル化の進展により、データ使用量や電力需要の増加が見込まれる中、２ナノメートルの次世

代半導体は、現在、先進的とされる７ナノメートルの半導体に比べまして、性能が同じ場合で

は、75％のエネルギー効率向上が達成されるとのデータがＩＢＭ社により示されております。

道といたしましては、本事業により、ラピダス社の拠点整備に向けた支援やビジョンの策定な

ど、関連産業の集積に向けた取組を通じまして、低消費電力の次世代半導体を北海道から世界に

届け、暮らしや経済の様々な場面において利用が拡大することにより、ゼロカーボン北海道にも

貢献するものと認識しております。

○水間健太委員 2050年までに道内の温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指すことがゼロカーボ

ン北海道の目指す姿というふうに理解をしていたところでありますが、ただいま、ゼロカーボン

北海道の推進に資する旨の答弁がありました。そうした点については、現在の北海道地球温暖化

対策推進計画の中でははっきりと読み取ることができません。

時代の大きな変化に合わせて推進計画を見直し、しっかりと位置づけていくことが必要と考え

ますが、見解をお伺いいたします。

○佐藤禎洋委員長 ゼロカーボン推進担当課長山内優一君。

○山内ゼロカーボン推進担当課長 次世代半導体産業集積促進事業についてでありますが、2022

年３月に改定した推進計画では、2050年までのゼロカーボン北海道の実現に向け、環境、経済、

社会の統合的向上や経済成長を図りながら温室効果ガスの削減を進め、環境と経済が好循環する

グリーン社会の構築を進めるとしているところです。

また、重点的な取組として、冷涼な気候や豊富な再生可能エネルギーといった本道の特性を生

かした取組の推進や、脱炭素ビジネスの創出などの革新的なイノベーションによる創造、グリー

ンとデジタルの一体的な推進を定めており、次世代半導体はこれらの取組に位置づけられるもの

と考えているところです。

○水間健太委員 ただいまるる説明いただいた中においては、次世代半導体が推進計画の中で位

置づけられている、そのようなお話でありましたが、この計画だけで読み取ることは一般の道民

にとってはなかなか難しいのではないかなというふうに考えているところであります。この点に

ついては、改めて知事のお考えをお伺いしたいと思います。

それでは、次の質問に参ります。

道では、事務事業の実施に際し、自ら排出する温室効果ガスを2030年度までに2013年度比で50

％削減することを目標としております。各種の取組を行っていると承知しておりますが、知事公
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約でも、庁舎の再エネ設備や次世代自動車の導入の推進などの取組を加速するというふうにして

おります。

今後、削減目標の達成に向け、具体的にどのように取り組んでいくのか、お伺いをいたしま

す。

○佐藤禎洋委員長 地球温暖化対策担当局長西清人君。

○西地球温暖化対策担当局長 削減目標の達成に向けた取組についてでございますが、2021年度

の道の事務事業に伴います温室効果ガスの排出量は、2013年度と比べて23％の減と、５年連続で

減少しているものの、2030年度の目標達成に向けましては、さらなる削減が必要であります。

このため、道有施設の脱炭素化に向けまして、今年度は、約３万1000台の照明ＬＥＤ化や省エ

ネに配慮した改修、新築、改築される庁舎のＺＥＢ化に加えまして、新たに、第三者所有者モデ

ル、いわゆるＰＰＡ方式による太陽光発電などの再エネ設備の導入拡大に取り組むこととしてお

ります。

また、道の公用車におきます電気自動車やハイブリッド自動車等の次世代自動車の割合は、令

和３年度末で約21％となっておりますことから、さらなる取組の推進が必要と認識をしておりま

す。

今年度におきましては、基金を活用いたしまして、四つの振興局に電気自動車と太陽光発電つ

きの充電設備を整備することとしているほか、電気自動車等の公用車への効果的な導入の在り方

を協議します検討会を庁内に設置したところでありまして、今後、調達や維持管理に係る基本的

な考え方を取りまとめてまいる考えであります。

道といたしましては、引き続き、こうした取組を着実に積み重ね、2030年度の削減目標の達成

を目指してまいります。

○水間健太委員 それでは、次に、今お話のありました電気自動車の普及促進について質問させ

ていただきますが、このたびの基金事業の中で、道は、公用車の次世代自動車化を進めるとして

おります。

本道では、電気自動車のシェアが0.1％程度にとどまり、全国の0.3％に比べ、普及が進んでい

ません。その要因の一つとして、充電器の設置が進んでいない現状があるのではないかというふ

うに考えております。道が公用車に電気自動車を導入し、機運醸成を図るだけでは、普及に弾み

がつくとは思いません。

電気自動車の充電器設置にこの基金を活用するなどして、電気自動車の普及につながる充電イ

ンフラの整備を進める必要があると考えます。

道は、電気自動車の充電器の普及状況については、どのような認識を持っており、今後どのよ

うに対応していくのか、この点についてお伺いをいたします。

○西地球温暖化対策担当局長 電気自動車の普及に向けた取組についてでございますが、道で

は、電気自動車に必要な充電設備の設置を促進するため、これまで、市町村や道の駅などの事業

者に対しまして国の支援制度の活用を働きかけますとともに、国に対しましては支援内容の強化
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を要請してきたところであります。

この結果、設置箇所数は、民間の調査によりますと、平成25年の252か所から令和５年までの

10年間で893か所となっておりますが、維持管理費用などの負担面から撤退した事例もあると報

道等で承知しているところであります。

また、出発地から目的地までの経路上の充電を担います道内の道の駅における急速充電器の設

置数は、127駅のうち54駅となっておりますことから、今後も拡大していくことが必要と考えて

います。

このため、道といたしましては、北海道開発局が設置いたしました、経済産業局、北海道地方

環境事務所などを構成員としますワーキングチームに参画し、国の支援メニューの情報提供や相

談を行っているところであり、引き続き、国や関係機関と連携しながら、充電設備設置の促進と

電気自動車の一層の普及に取り組んでまいります。

○水間健太委員 次の質問に行く前に、まず、この点について指摘をさせていただきます。

設置台数については、今、252か所から893か所に増えたというような説明がございましたが、

人口１万人当たりの充電器設置数を全国的に見て比較しますと、本道は全国35位というふうに聞

いております。面積当たりでは、恐らく 下位に近い位置になるとは思いますけれども、こうし

た状況では安心して電気自動車を走らすということができない、これが普及が進まない要因の一

つであるかなというふうにも考えているところです。

鶏と卵の関係になりますけれども、充電器の利用頻度も上がらず、設置経費も賄えず、撤去し

てしまうというような悪循環に陥っているのではないかというふうに考えております。

道は、国の支援メニューの紹介などにとどまらず、道独自の支援策を用意するなどして、充電

器の普及に積極的に取り組む必要があるのではないかというふうに考えております。この点につ

いて指摘をさせていただきます。

それでは、次の質問の来年度以降の対応等についてお伺いをいたします。

道外の自治体においては、電気自動車の充電器設置に対する支援制度を用意するなど、積極的

な取組をしています。電気自動車の充電施設以外にも、住宅の太陽光パネルの設置や蓄電施設の

整備など、支援する対象は多くあります。

今年度の事業は約19億円とのことですが、着手すべき事業はまだまだ多くあるのではないかと

いうふうに思います。基金事業にふさわしいのか、疑問のある事業が含まれているほか、なぜ今

年度は約19億円にとどまるのかについても疑問を感じるところであります。

道は、この基金をどのような目的の事業に活用するのか、また、何年で使い切るのか、使い切

った後はどのように対応していくのか、基金を用いたゼロカーボン北海道に向けた取組に関する

計画や見直しを具体的に明確に示す必要があるのではないかというふうに考えます。これについ

て見解をお伺いいたします。

○佐藤禎洋委員長 経済部ゼロカーボン推進監今井太志君。

○今井経済部ゼロカーボン推進監 基金についてでございますが、本基金は、ゼロカーボン北海
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道の実現を図るため、中長期的な視点で継続的に施策展開を図る観点から、一定規模の財源を確

保するため設置することとしたところでございます。

本年度につきましては、本道のポテンシャルを 大限に生かす洋上風力の取組の加速化や次世

代半導体の拠点整備などの産業の振興、地域及び交通、農業、水産など、各分野の脱炭素化、道

民、事業者への働きかけ、吸収源対策、道有施設の脱炭素化などに取り組むこととし、基金を充

当してまいりたいと考えております。

どのような事業に基金を充当していくかにつきましては、各年度の予算編成の中で検討してい

く考えではございますが、事業効果の検証を行いますとともに、基金の残高の状況などを踏まえ

ながら、設置後５年を目途に基金の在り方についても検討してまいります。

以上でございます。

○水間健太委員 ゼロカーボン北海道の推進に向けて新たな基金を設け、積極的な取組を展開し

ようとする意気込みは評価するところでありますが、基金の活用に関する考え方や将来の見通し

が明確ではない、恣意的な運用に流れてしまいかねないというふうな考えもあります。

また、半導体関連産業の立地決定といった新たな状況が、現行の地球温暖化対策推進計画を追

い越してしまっているような状況も明らかであります。

こうした点に関する対応について改めて知事の考えをお伺いしたいので、委員長、お取り計ら

いをよろしくお願いいたします。

それでは、続いて、半導体関連産業の振興についての質問に移ります。

ラピダス社による次世代半導体製造拠点の立地や、それをきっかけとして半導体関連産業の集

積が進むことによる本道への経済効果を期待するところでありますが、その実現のためには、我

が会派の代表質問でも指摘したとおり、人材確保が不可欠であり、今後、関連産業の誘致などを

進めるに当たって弱点ともなりかねません。また、工業用水の確保も課題となってきます。

そこで、以下、半導体関連産業の振興に関して数点お伺いをいたします。

初めに、半導体人材の確保についてでありますが、我が会派の代表質問に対する知事の答弁の

中で、道内の理系人材の多くが道外に流出しているというような認識が示されました。

初めに、道内の理系人材の現状について、どのようになっているのか、お伺いをいたします。

○田村次世代半導体戦略室参事 道内の理工系人材の現状についてでありますが、令和４年３月

に道内の大学等を卒業した学生約１万4600人の就職先は、道内が６割、道外が４割となっており

ます。

そのうち、理工系の学生につきましては約3300人となっており、道内が約1300人で約４割、道

外が約2000人で約６割となるなど、道外に就職する割合が高い傾向が続いているものと承知して

おります。

以上でございます。

○水間健太委員 理系人材の多くが道外へ流出してしまっているということですが、このたびの

ラピダス社の立地によって、こうした状況に歯止めをかけることが期待されるところでありま
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す。

そのためには、企業が求める人材を育成することが重要でありますが、今後、道としてどのよ

うに対応していくのか、考えをお伺いいたします。

○佐藤禎洋委員長 次世代半導体戦略室長青山大介君。

○青山次世代半導体戦略室長 半導体人材の育成についてでございますが、ラピダス社は、同社

で働く従業員数が将来的に1000人規模となり、地元の大学や高専の卒業生などを広く採用してい

きたいとの考えを示しており、今後、道内の大学などと連携しながら、必要とされる人材を育成

し、関連産業の集積につなげていくことが重要と考えております。

このため、道といたしましては、半導体人材の育成や確保などを目的として、６月２日に設立

された北海道半導体人材育成等推進協議会に参画し、今後の検討内容も踏まえ、企業が求める人

材ニーズ調査やモデルカリキュラムの作成、導入をはじめとする本協議会の取組に積極的に貢献

するとともに、道内の大学等と連携した学生向けのセミナーなどにより、半導体関連産業を持続

的に支える人材の育成に努めてまいります。

○水間健太委員 これまで、理系人材の道外への流出状況や半導体関連産業を支える人材の育成

に向けた道の考え方を伺ってまいりましたが、これからの北海道全体の経済発展を支えていくた

めには、半導体関連産業に限らず、広くものづくり産業を支える人材の育成を図っていくことが

重要であると考えます。

例えば、蓄電池関連産業をはじめ、ものづくり企業が集積している関西地域では、ものづくり

の人材育成等に向け、工場見学会などの取組が行われていると聞きます。こうした取組も参考と

しながら取組を進める必要があります。

本道のものづくり産業を支える人材の育成について、道はどのように取り組む考えなのか、お

伺いをいたします。

○佐藤禎洋委員長 産業振興局長兼スタートアップ推進室長伊藤雅実君。

○伊藤産業振興局長兼スタートアップ推進室長 ものづくり産業の人材育成についてであります

が、ものづくり産業の振興に向けては、それを支える人材の育成確保が重要であり、道では、こ

れまで、道内ものづくり人材の技術力向上やものづくりの魅力の発信等に取り組んできたところ

でございます。

道といたしましては、今後、他県の事例も参考に、市町村や産業支援機関、教育機関などとの

連携の下、ものづくり企業の現場技術者等を対象とした加工技術や生産管理等に関する技術講習

会、道立高等技術専門学院、いわゆるＭＯＮＯテクにおける職業訓練などの実施に加えまして、

高校生等を対象といたしましたものづくり企業の現場見学会や出前授業の開催、札幌モーターシ

ョーの場を活用したＰＲなどに取り組み、ものづくりへの理解や就業の促進、技術の高度化な

ど、担い手の育成確保を図ってまいります。

○水間健太委員 それでは、続いて、ラピダス社に係る工業用水の確保等についてお伺いをして

まいります。
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報道によれば、道は、ラピダス社が必要とする工業用水の確保に向け、具体的な可能性を調査

する事業に着手したということですが、どのような予算事業で、いつまでにどのような内容の調

査を実施しようとしているのか、なぜ道が調査を行うのか、地元・千歳市とどのように役割分担

をすることになっているのかも含め、調査の概要についてお伺いをいたします。

○佐藤禎洋委員長 次世代半導体戦略室参事米地篤君。

○米地次世代半導体戦略室参事 調査の概要についてでありますが、2025年からのパイロットラ

インの稼働に向けた水の供給につきましては、千歳市において事業に着手しており、道では、

2027年からの半導体製造の本格稼働や今後の関連産業の集積に向けた調査として、広域自治体の

立場で、千歳市以外も含め、幅広く取水可能性を検討し、水源候補地の把握を行うとともに、水

源から製造拠点までの用水の供給方法に関し、取水形式や送水ルートの概略検討、事業実施方針

の検討を行うほか、将来の工業用水需要を推計することとしたものです。

道としましては、供給方法によっては工期が長期化することなども懸念されるため、ラピダス

社が想定しているスケジュールの達成を 優先に、本調査の検討状況を踏まえつつ、立地自治体

の千歳市や国、ラピダス社と緊密に連携し、できるだけ早期に供給方法等を決められるよう、迅

速に検討を進めてまいります。

○水間健太委員 今定例会に提案している次世代半導体産業集積促進事業の中で実施するとのこ

とですが、道の予算説明資料の中では、この事業費の40％以上という大きな割合を占める次世代

半導体製造拠点取水可能性調査事業については全く触れられておりません。

半導体製造拠点の形成にとって大量の工業用水が必要であり、その確保が課題であるというこ

とは予算案発表以前から報じられており、道民負担も含め、道民の方々の関心が高いテーマであ

ると考えます。

道は、なぜ、この重要な予算について資料等を用いて道民に丁寧に説明しようとしてこなかっ

たのか、これについてお伺いをいたします。

○青山次世代半導体戦略室長 調査事業の情報発信についてでございますが、道では、2027年か

らの半導体の製造に必要な用水の確保に向けて、国、千歳市、ラピダス社と協議、調整を行って

いるところであり、そうした中で、ラピダス社への水の供給方法等については、道民の皆様の関

心が高いものと認識をしてございます。

このため、令和５年２定補正重点政策個別事業の事前記者レクにおいては、半導体製造の本格

稼働に向けた調査として、関連産業の集積に向けた用排水施設等のインフラ調査について口頭で

説明を行い、知事記者会見においても、記者からの質問に対し、同調査について言及をしたとこ

ろでございます。

道といたしましては、今後、地域の皆様はもとより、道民の皆様に理解や共感が得られるよ

う、一層丁寧な説明に努めてまいります。

○水間健太委員 知事は、ラピダス社のこのたびの計画や次世代半導体製造拠点の形成に向けた

考え方について、道民の理解を深める必要があるというような発言を繰り返しております。
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しかし、道民負担につながる可能性のある事業については、情報発信に消極的ということで

は、道民の方々に誤ったメッセージを発することになりかねません。

今後、道民の方々への理解促進に向けてどのように取り組んでいく考えなのか、お伺いをいた

します。

○佐藤禎洋委員長 経済部長中島俊明君。

○中島経済部長 道民理解の促進についてでありますが、このプロジェクトの成功に向けては、

より多くの道民の皆様に積極的な情報発信を行い、理解と共感を得ることが重要と認識しており

ます。

道といたしましては、これまでもセミナー等を２回開催しており、今後は、より多くの道民の

皆様の理解をいただくよう、事業の進捗に応じ、道民向けセミナーを開催し、ライブ配信やアー

カイブ配信を併用するなど、一層丁寧な情報発信を行いますとともに、年度内をめどに取りまと

めることとしております仮称・北海道半導体産業振興ビジョンの検討に当たりましては、幅広い

関係者の方々の御意見を伺い、パブリックコメントを実施するなど、必要なインフラも含め、道

民の皆様と目指すべき方向性を共有できるよう取り組んでまいります。

以上でございます。

○水間健太委員 それでは、次の質問に入る前に指摘をさせていただきますが、道民の方々の理

解を得るためには、道にとって不都合な内容でも率直に説明をしていく姿勢が欠かせません。こ

のほかにも、半導体産業拠点形成に関して様々な課題があると考えております。改めて知事に見

解を伺いたいというふうに考えますので、委員長、お取り計らいのほどをよろしくお願いいたし

ます。

それでは、続いて、地域脱炭素化促進区域についてお伺いをしてまいります。

令和３年の地球温暖化対策推進法の改正により、地域の脱炭素化を促進するため、地域脱炭素

化促進事業制度が新たに設けられ、令和４年４月から施行がされております。

この制度では、市町村が区域や事業を検討し、地域の脱炭素化を進めることができますが、そ

の区域の設定に当たっては、環境保全の観点から国や都道府県が定める基準に従うこととされ、

道ではこの基準の検討をしていると聞いております。

そこで、以下、この基準の策定について数点お伺いをいたします。

まず、制度の概要についてでありますが、地球温暖化対策推進法に基づくこの新たな制度は、

どのような目的で、どのような仕組みの制度となっているのか、制度の概要についてお伺いをい

たします。

○山内ゼロカーボン推進担当課長 地域脱炭素化促進区域の制度についてでありますが、地域の

脱炭素化を進めるためには、地域資源である再エネを活用するとともに、地域の理解を得て環境

に配慮しながら進めることが重要であります。

こうした考えの下で創設された地域脱炭素化促進事業制度は、市町村が自らの地球温暖化対策

の計画に、再エネ事業を積極的に導入する促進区域や、施設の種類、規模、また、事業に求める
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環境保全のための取組や地域の経済や社会の持続的発展に資する取組を位置づけ、適合する事業

計画を認定する仕組みとなっておりまして、地域との合意形成を図りつつ、環境に適正に配慮

し、地域に貢献する再エネ事業の導入を促進するものであります。

○水間健太委員 この制度では、環境保全の観点から、国や都道府県が定める基準に従い、市町

村が促進区域を設定します。

都道府県が定める基準とはどのような内容の基準とされているのか、この点についてお伺いい

たします。

○山内ゼロカーボン推進担当課長 促進区域の設定に関する基準についてでありますが、促進区

域については、環境保全上の支障の観点から国が定める全国一律の基準と、地域の実情に応じた

環境への適正な配慮を求める観点から都道府県が定めることができる基準に従い設定することが

法によって義務づけられております。

また、この都道府県基準では、環境保全の観点から、促進区域に含めることが適切ではない区

域や、騒音や生態系の保全など、環境に関する適切な配慮を確保するための考え方を示すことと

されております。

○水間健太委員 この促進区域の設定に関する道独自の基準の検討に当たり、現在、北海道環境

審議会において基準の在り方について審議が行われていると聞いております。

審議会における審議状況について伺うとともに、今後どのようなプロセスで、いつまでに基準

を策定する考えなのか、お伺いをいたします。

○髙山ゼロカーボン推進局長 都道府県基準の検討状況についてでありますが、道では、現在、

環境審議会において、基準の設定に当たっての基本的な考え方や促進区域から除くべき具体的な

区域、環境保全の観点で配慮すべき事項について御審議いただいているところでございます。

今後、環境審議会から基準の在り方について答申を受けた後、議会での御議論はもとより、こ

の制度を利用する市町村への意見照会やパブリックコメントを実施するなど、丁寧に御意見を伺

いながら、速やかに基準を策定してまいる考えであります。

○水間健太委員 促進区域の指定に関する道の独自基準検討については、既に１年以上、審議会

で議論がされているものの、いまだに結論が出ていないというふうに聞きます。道が基準を示さ

ないことが市町村の取組の阻害要因とならないよう、一日も早く基準策定を進めるべきと考えま

す。この点について指摘をしておきます。

次の質問ですが、ゼロカーボン北海道の実現に向けて、太陽光や風力など、再生可能エネルギ

ーを活用する発電事業等の道内での導入促進が期待される一方、市町村や地域が望まない形で事

業が検討され、地元の反対運動に発展する例もあります。このため、道内でも環境保全の観点か

ら、住民合意を求める条例やガイドライン等を設ける市町村も見られます。

このような状況を道はどのように認識しており、市町村が地域の脱炭素化の取組を進められる

よう、道は、今後どのように取り組む考えなのか、お伺いをいたします。

○髙山ゼロカーボン推進局長 今後の取組についてでありますが、ゼロカーボン北海道の実現に



【第２分科会 ７月10日 第３号】

向けては、本道の豊富な再生可能エネルギーを生かした地域の脱炭素化が重要でございます。

道としては、環境に配慮しながら地域の再エネポテンシャルを十分に生かす基準づくりを進め

るとともに、市町村職員向けの勉強会の開催や専門人材の派遣などを通じて、市町村がこの制度

を活用して、地域の円滑な合意形成と適正な環境配慮の下に地域の脱炭素化につながる再エネ事

業が進められるよう取り組んでまいります。

○水間健太委員 それでは、続いて、観光振興についてお伺いをしてまいります。

我が会派の代表質問では、ポストコロナを見据えた観光振興の取組に必要な新たな観光財源の

確保について伺い、知事からは、中断していた観光振興を目的とする税の検討を、本定例会終了

後、速やかに再開する考えが示されました。

そこで、以下、観光目的税に関する今後の検討の進め方についてお伺いをしてまいります。

我が会派の代表質問で、本定例会後に、有識者懇談会を設置し、税の議論を進めるとの答弁が

ありました。どのようなメンバーで構成し、どのように議論を進めていくのか、この点について

お伺いをいたします。

○佐藤禎洋委員長 観光事業担当課長渡部泰明君。

○渡部観光事業担当課長 懇談会についてでありますが、道では、今定例会での御議論を踏まえ

まして、今後の新税の検討に当たり、幅広い見地から御意見をいただくための懇談会の設置に向

け、現在、準備を進めているところでございます。

懇談会には、観光振興をはじめ、税制度や財務会計に精通する有識者の方々のほか、観光振興

機構や宿泊業、旅行業などの関係団体の方々に御参加をいただく予定であり、また、現在、宿泊

税の導入を検討している市町村や市長会、町村会にもオブザーバーとして参加いただくこととし

ております。

道としては、この懇談会の中で、中断前の検討状況やコロナ禍における社会情勢の変化なども

踏まえながら、今後の本道における観光施策の方向性やそのための税財源の内容等について幅広

い御意見を伺ってまいります。

○水間健太委員 前回の懇談会では、道が提示したたたき台を基に議論が行われ、宿泊税として

全道一律100円の定額制とすること、宿泊料金に応じた免税点は設けず、課税免除は教育旅行の

みとすること、市町村が宿泊税を導入する場合は、それぞれ独自に条例を制定し対応することな

どが、望ましい方向性として取りまとめられたと承知をしています。

今後の検討に当たっては、前回の取りまとめをどのように生かしていくのか、この点について

お伺いをいたします。

○渡部観光事業担当課長 前回の取りまとめの取扱いについてでありますが、前回の懇談会で

は、道より複数の税額案などをたたき台としてお示しした上で種々御議論をいただき、課税対象

につきましては、宿泊行為に対する税とし、全道一律100円の定額制とすること、課税免除につ

いては、宿泊料金による免税点は設けず、修学旅行等の学校行事のみを免税の対象とすること、

市町村が宿泊税を導入する場合は、個別に条例を制定の上、使途に見合った税額を設定していた
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だくことが望ましいとの御意見を取りまとめていただきました。

新たに設置する懇談会では、前回の懇談会でいただいた御意見をベースとしまして、コロナ禍

における社会経済情勢の変化に対応した税の使途なども含め、望ましい新税の在り方について改

めて御意見をいただく考えでございます。

○水間健太委員 それでは、続いて、市町村との調整についてであります。

新型コロナ感染症の５類移行を契機に、道内でも多くの市町村が宿泊税の検討を始めていま

す。納税者や税の徴収を担っていただく宿泊事業者の理解を得ていくためには、道税と市町村税

の調整は不可欠であり、スケジュールなども含めて歩調を合わせていくことが求められます。

私の一般質問に対しても、検討状況を関係市町村等に丁寧に説明していくこととしており、そ

のための場の設置などについては、それぞれの市町村の意向も伺いながら鋭意検討していく旨の

答弁がありましたが、現在の進展状況も含め、市町村とどのように調整を図っていくのか、お伺

いをいたします。

○渡部観光事業担当課長 市町村との調整についてでありますが、道では、今定例会での御議論

を踏まえまして、新税の検討を進めている市町村との情報共有や調整を効果的に行うため、現

在、これらの市町村に対し、懇談会のオブザーバーとして参加をいただくこと、また、懇談会と

並行し、道と市町村による意見交換や調整を行う機会を設けることなどを提案しまして、各市町

村からも、順次、御承諾をいただいているところでございます。

今後は、こうした枠組みを活用し、道と市町村において検討を進める新税が、納税者の皆様や

徴収などに御協力をいただく宿泊事業者の方々に十分御理解をいただけるよう、必要な調整を図

ってまいりたいと考えてございます。

○水間健太委員 続いて、事業者等との調整についてであります。

新たな税の導入に当たっては、徴収事務を担っていただくことになる宿泊事業者の方々の十分

な理解を得ていくことはもとより、税収効果が観光産業の振興に確実につながるよう、税の内容

や使途について幅広い観光関連事業者の方々に丁寧に説明していくことが重要であります。

道の考え方の取りまとめに当たり、これら関係する事業者の方々に対してどのように対応して

いくのか、お伺いをいたします。

○渡部観光事業担当課長 事業者の方々への対応についてでありますが、新税の導入に当たって

は、徴収業務を担っていただく宿泊事業者の皆様をはじめ、観光関連事業者の方々に、税の意義

はもとより、税の内容や使途について広く御理解を得ることが必要となります。

このため、懇談会の構成員には、宿泊業や旅行業の全道的団体の代表者に御参加いただき、そ

れぞれの立場からの御意見を伺うこととしているほか、各団体に所属する事業者の方々に対して

も、検討状況をできる限り丁寧に説明しながら、道の考え方を取りまとめてまいります。

○水間健太委員 税の具体的な使途については、今後、懇談会などで議論をしていくものと承知

しておりますが、いずれにしても、道税として徴収する以上、全道の観光振興につながるような

事業に充当することが求められます。
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また、使途の検討に当たっては、本道観光の司令塔としての機能を担う観光振興機構が実施す

る事業との関わりも整理をしていく必要があります。

道は、現時点で税の使途についてどのような考えを持っているのか、お伺いをいたします。

○佐藤禎洋委員長 観光局長兼誘客担当局長近藤広秋君。

○近藤観光局長兼誘客担当局長 新税の使途についてでありますが、使途の検討に当たっては、

今後、道として進めていくべき観光施策の方向性をしっかりとお示ししながら、全道的見地から

新税を活用して行う施策を構築していくことが大切と認識しております。

道では、観光振興機構と共に、観光の高付加価値化を重点テーマとして掲げ、マーケティング

に基づく戦略的プロモーションや観光地づくりを一体的に進め、納税者、事業者の双方の便益に

つながる本道のブランディングやサービスの質の向上を図っていくこととしております。

今後は、こうした取組のさらなる充実とともに、コロナ禍の経験を踏まえ、不測の事態に伴う

影響を 小限に抑えるために必要な施策なども考慮していくことが求められております。

道としては、こうした観点から、全道的な施策効果が見込まれる取組についてさらに検討を進

め、懇談会などの御意見を伺いながら、使途についての方向性を取りまとめてまいります。

以上でございます。

○水間健太委員 それでは、今後の検討の進め方についてお伺いをいたします。

今後の検討について伺ってきましたが、新たな税の導入に当たっては、多くの関係者の理解を

得ていくことが何より重要であり、その上で道の考え方を早急に取りまとめていくことが求めら

れます。

また、導入に際しては、当然のことながら、条例を道議会に提案し、議決を得る必要もありま

す。こうした一連の手続も見据え、今後、道においてどのように検討を進めていくのか、見解を

伺い、質問を終わります。

○佐藤禎洋委員長 経済部観光振興監槇信彦君。

○槇経済部観光振興監 今後の検討の進め方についてでありますが、観光立国・北海道の再構築

に向けた取組を今後一層加速し、計画的、継続的に進めていくためには、新税による安定的な財

源の確保が必要と考えております。

新税の導入に当たりましては、納税していただく皆様をはじめ、関係する事業者の方々の御理

解が必要であり、近く設置をいたします懇談会での御意見はもとより、幅広い関係者の皆様の御

意向などもお聞きしながら、また、関係する市町村とも十分な調整を図りながら、丁寧かつスピ

ード感を持って検討を進めますとともに、パブリックコメントなどを通じ、道民の皆様の御意見

もお聞きし、道の考え方を取りまとめてまいります。

また、新税の導入に向けましては、何より道民の皆様の代表であります道議会での御議論が重

要と考えており、今後も、検討状況を適時に御報告し、活発な御議論をいただきたいと考えてお

ります。

以上でございます。
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○佐藤禎洋委員長 水間委員の質疑並びに質問は、総括質疑に保留された事項を除き、終了いた

しました。

議事進行の都合により、このまま暫時休憩いたします。

午後１時54分休憩

午後１時56分開議

○佐藤禎洋委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。

経済部所管に関わる質疑並びに質問の続行であります。

鈴木一磨君。

○鈴木一磨委員 それでは、通告に従い、順次質問してまいります。

まず、ゼロカーボン北海道について、今年６月から環境生活部から経済部へ推進体制が移行

し、ゼロカーボン推進監の下、新たに地球温暖化対策担当局とゼロカーボン産業担当局が設置さ

れ、人員体制も以前より若干増えました。

一方で、ゼロカーボン北海道は、全庁横断的に取り組まなければならず、元来、温暖化対策

は、一部の再エネ・新エネ設備導入よりも、ごみ排出量削減や排ガス抑制、緑を守る活動など、

道民や事業者の意識高揚や生活スタイルの変革などにより、社会全体で脱炭素化へ向かうことが

重要であります。

国のカーボンニュートラルの取組も、内閣府を中心としつつ、環境省が事業を推進していま

す。なぜ北海道は経済部を中心に温暖化対策を進めるのか、まず、所見を伺います。

○佐藤禎洋委員長 ゼロカーボン推進局長髙山圭一君。

○髙山ゼロカーボン推進局長 ゼロカーボン北海道の推進体制についてでありますが、道として

は、環境と経済、道民生活の向上の統合的推進を目指して、ゼロカーボン北海道の取組を進めて

きている中、昨年来、海底直流送電ケーブルの整備や洋上風力発電の選定、次世代半導体の製造

拠点、データセンターなど、本道の再エネポテンシャルを利活用する案件が活発化しており、道

としても、脱炭素の取組を着実に本道経済の活性化につなげていくため、ゼロカーボン北海道推

進計画や、事務・事業に関する実行計画の温室効果ガス排出量の推計を含めた推進管理や、環境

審議会や議会への報告のほか、道民の皆様や事業者の方々への啓発などを含め、ゼロカーボンの

取組を総括する部局を経済部に移行したところでございます。

○鈴木一磨委員 ゼロカーボン政策は、住民や事業者の温暖化対策意識の高揚や機運醸成が も

重要であります。国民全体が地球の将来を守る脱炭素化の共通目標を持って、ライフスタイルや

企業活動などの変革を促す社会運動であり、効率・効果的に新エネ、省エネの導入を促進して、

単に、例えば、箱物や設備でＣＯ２ 削減効果を高めればよいとする政策ではありません。

内閣府が提唱する「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」と同様、環境省がこだわる視点も、ＳＤＧｓの

未来を考える国民運動であることが基調にあり、普及啓発を軸とした事業展開が第一義であるこ

とを強く指摘いたします。
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次に、コロナ禍においてもゼロカーボン北海道推進協議会は年２回開催しておりますが、取組

実績について伺うとともに、ほっかいどう応援団会議とはリンクしていないのか、伺います。

○佐藤禎洋委員長 ゼロカーボン戦略課長三ツ木寛史君。

○三ツ木ゼロカーボン戦略課長 ゼロカーボン北海道推進協議会についてでありますが、本協議

会は、道内の経済、産業、金融、エネルギーなど、36の団体、企業のほか、オブザーバーとして

国の機関も参加するオール北海道の組織として設置しており、これまで、本道の脱炭素に関する

現状と課題のほか、各団体や企業の取組、国や道の施策について情報共有や意見交換を行うな

ど、環境と経済の好循環を目指し、官民が一体となって脱炭素の取組を推進してきたところであ

ります。

なお、本協議会に参加いただいている団体、企業の中には、北海道を応援したいという企業や

個人のネットワークであるほっかいどう応援団会議に参加いただいている企業などが20者あると

ころです。

以上でございます。

○鈴木一磨委員 道では、事務事業の実施に際し、自ら排出する温室効果ガスの抑制を図るとと

もに、道民、事業者の取組を促すことを目的に、道の事務・事業に関する実行計画を策定し、取

組を推進してきたと承知しております。

道有施設の脱炭素化に向けて、今後どのように取り組んでいくのか、お伺いします。

○佐藤禎洋委員長 地球温暖化対策課長鏡法裕君。

○鏡地球温暖化対策課長 道有施設の脱炭素化に向けた取組についてでございますが、道では、

道の事務・事業に関する実行計画に基づき、自ら排出する温室効果ガスの排出量を2030年度まで

に2013年度比で50％削減することを目標といたして取り組んでいるところでございます。

道有施設からの排出量の半分以上を占める電気の使用量の削減に向けて、施設の照明器具のＬ

ＥＤ化を順次進めてきておりまして、今年度は、交換対象となります約32万台のうち、約３万

1000台の照明器具のＬＥＤ化を施設の修繕や改修に併せて行うこととし、必要な予算を計上して

おります。

また、道では、初めて、ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング、いわゆるＺＥＢとして改

築工事を行っております北海道消防学校校舎に続きまして、室蘭建設管理部苫小牧出張所につい

て、ＺＥＢ化に向けた整備に着手するとともに、今後のＺＥＢ化や空調設備の高効率化などを一

層推進するため、道有建築物の脱炭素化指針の案を取りまとめたところでございます。

以上でございます。

○鈴木一磨委員 道は、これまで、省エネ・新エネ促進行動計画に基づき、新エネルギー導入加

速化基金を活用して、分散型エネルギーリソースを組み合わせた地産地消の取組などを進めて、

今次定例会では、その基金を廃止し、北海道地球温暖化防止対策基金という新たな100億円規模

の基金を創設して、さらに、産業振興や技術開発促進、普及啓発、人材育成など、対象事業を拡

大することとしたところであります。
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この北海道地球温暖化防止対策基金の目的と使途について、まずお伺いします。また、この基

金の対象とする事業が幅広であるため、基金を充当する事業について基準を設けて選定すること

により、効果的に事業を進めていくことが必要と考えますが、併せてお伺いします。

○佐藤禎洋委員長 経済部ゼロカーボン推進監今井太志君。

○今井経済部ゼロカーボン推進監 基金事業についてでございますが、道では、これまでの新エ

ネ基金から支援事業を拡充し、2050年のゼロカーボン北海道を目指し、中長期的な視点で継続的

に施策を展開していく観点から、一定規模の財源を確保するため、今般、100億円規模の基金を

設置することとしたところでございます。

この基金は、先駆性やモデル性、地域への波及性を考慮し、再エネ等の導入の地域支援、産業

振興、人材育成など、脱炭素に資する事業の財源に充当してまいる考えでございます。

具体の事業につきましては、将来的な脱炭素効果や費用対効果のほか、より多くの道民の皆様

や事業者の方々、市町村など、地域の取組につながる波及効果も考慮し、各年度の予算編成の中

で毎年度検討してまいります。

○鈴木一磨委員 北海道地球温暖化防止対策基金100億円の財源を捻出するために、財政調整基

金を約25億円取り崩して創設基金に繰り入れると聞きますが、元来、財政調整基金は、財源に余

裕がある年に、年度間の財源調整や大規模災害など不測の事態が発生した際の活用を見込んで積

み立てる性質のものであり、政策財源として考えるべきものではないと思います。

今後も財政調整基金を政策予備費的に用いる考えがあるのであれば、財政規律の逸脱と疑われ

ても仕方がなく、財政調整基金自体の信頼性や必要性が揺らぐ懸念をまず指摘いたします。

また、あわせて、創設基金100億円の具体的使途が不明確であります。ニーズが増えている医

療や福祉、物価高騰などで疲弊する暮らしや産業を支援することよりも優先するのであれば、今

後の積立てや拠出の予定など、短期及び中長期の基金運営計画がなければ、本当に100億円が必

要なのか、妥当性の説明すらつきません。このことについて知事に直接お伺いしたく、委員長の

お取り計らいをお願いいたします。

次に、エネルギー政策について伺います。

省エネ・新エネ促進行動計画に基づき、事業者と市町村が連携する地域分散型エネルギーシス

テムの導入やマイクログリッド化などの取組を進めてきたと言いますが、この数年、国費補助で

はなく、道の加速化基金等を活用した事業の計画目標と導入の実績はどのような状況なのか、お

伺いします。また、バイオマスや太陽光、風力、水力など、発電設備の内訳についても併せてお

伺いします。

○佐藤禎洋委員長 新エネルギー担当課長岩崎法彦君。

○岩崎新エネルギー担当課長 基金事業についてでありますが、道では、新エネルギーの導入加

速化を図るため、基金により平成29年度から令和３年度までの５年間で53億円の事業を行い、延

べ128市町村に対して、アドバイザー派遣や調査設計、設備導入等の支援を行いました。

このうち、道の補助事業のみで導入されました設備の内訳といたしましては、発電に関して、
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太陽光が11件、畜産バイオマスと木質バイオマスが各１件、小水力が５件で、合計約2300キロワ

ット、熱利用に関して、木質バイオマスなど、新エネを活用したボイラーが12台、温泉熱回収シ

ステムが２か所、地熱水多段階利用システムが３か所、地中熱ヒートポンプが３か所の整備など

となってございます。

○鈴木一磨委員 ただいま答弁いただきましたが、道の加速化基金を活用した新エネ導入が計画

どおり普及促進しているのかが分からないため、具体的目標と現在の達成状況について再度お伺

いします。

○佐藤禎洋委員長 経済部次長兼ゼロカーボン産業担当局長甲元信宏君。

○甲元経済部次長兼ゼロカーボン産業担当局長 お答え申し上げます。

新エネ導入の目標についてでございますが、省エネ・新エネ促進行動計画では、2030年度の新

エネ導入量の目標値を発電電力量で204億5500万キロワットアワーとしておりまして、直近の

2020年度の実績では約100億6500万キロワットアワーとなっております。

これまでの新エネルギー導入加速化基金におきましては、こうした行動計画に掲げた目標の実

現に向け取り組んでいるところでございまして、地域が主体となった新エネの導入や地域で地産

地消できる分散型エネルギーシステムの構築支援などにより、道民の皆様や事業者の方々と一体

となって取組を進めてきたところでございます。

以上です。

○鈴木一磨委員 今、また答弁いただいたのですが、やはり、脱炭素化の目標と実績を都度明確

に把握して、ＰＤＣＡに基づいて適正管理を図りながら、関連事業を力強く進めていくという強

い姿勢でもって取り組んでいただくことを指摘いたします。

次に、電力エネルギーの地産地消化の技術的課題についてお伺いします。

分散型エネルギーやマイクログリッド化などの 大のメリットは、発電所不能による大規模停

電などの災害時に、小規模電力網を生かして地域ごとに発電、通電して、被害をできるだけ回避

するところにあります。

しかし、地域に風力発電施設があっても、ＦＩＴで売電されていて、発電した電気を地域で有

効に活用することができないのが実態であります。

電気は、需要量と供給量が常に一致していないと、周波数が変動して安全装置が発動し、発電

所が停止する仕組みとなっており、北電の電送網システムで急激な電力調整等がかなわないこと

から、マイクログリッドなどを構築した地域と北電との緊急電力融通契約も困難と聞きます。

エネルギーの地産地消を進めるに当たり、こうした電力供給上の課題にどのように対応してい

くのか、お伺いします。

○岩崎新エネルギー担当課長 エネルギーの地産地消についてでありますが、電力インフラの強

靱化の方策として、地域の再エネを一定規模のエリアで面的に活用し、地域で地産地消できる分

散型エネルギーシステムを構築することが重要と考えております。

このため、道としては、平時は、地域の再エネを有効活用しつつ、系統からも電力供給を受
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け、災害など非常時には、独立して電力を供給できる地域マイクログリッドの構築支援を行いま

すとともに、その運用のノウハウにつきまして、セミナー等を通じまして、民間事業者による情

報提供や専門家による助言を行うなど、地域におけるエネルギー地産地消の取組の拡大を図って

まいります。

○鈴木一磨委員 また一方で、水素は、水、石油、天然ガス、メタノール、下水汚泥、廃プラス

チックなど、様々な資源からつくることが可能で、発電や燃焼でＣＯ２ が発生しない特徴があ

り、究極のエネルギー源として期待されますが、燃料電池などの普及が伸び悩んでいる実態がご

ざいます。

研究開発を推進し、社会実装を支援すべきと思いますが、現状や課題、目標に対する進捗状況

などについてお伺いします。

○佐藤禎洋委員長 ゼロカーボン産業課長安彦秀徳君。

○安彦ゼロカーボン産業課長 水素エネルギーの振興についてでありますが、道では、令和２年

に北海道水素社会実現戦略ビジョン及び水素サプライチェーン構築ロードマップを定め、水素エ

ネルギーの利活用を推進しております。

こうした中、道内では、国の支援を得ながら、家畜ふん尿由来の水素ステーションや再エネを

利用した水素製造装置の運用が開始されるほか、再エネ電力を活用した大規模な水素サプライチ

ェーンのＦＳ調査や、家庭用・事業所向け燃料電池の導入など、様々な動きが生まれてきている

ものの、水素は、現時点で、技術面、インフラ面、価格面などの課題があるため、引き続き、国

や関係機関、市町村と連携しながら、その課題解決に向けた技術開発や水素サプライチェーンの

構築支援に鋭意取り組んでまいります。

○鈴木一磨委員 一方、原則40年とされていた泊原発の耐用年数について、稼働停止中の期間が

運転期間から除外されることになりましたが、停止中も、経年とともに設備や機器などの劣化が

進んでいるのが実態でございます。

福島第一原発事故の教訓を忘れることなく、安全性に問題がある原発への依存度を減らし、道

民の安心、安全が 優先されるエネルギー政策を進めるべきと考えますが、道の所見をお伺いし

ます。

○佐藤禎洋委員長 経済部長中島俊明君。

○中島経済部長 エネルギー政策についてでありますが、国は、原子力の利用に当たっては、福

島第一原発事故への反省と教訓をいっときも忘れず、安全神話に陥ることなく、安全性を 優先

とすることを大前提としております。

道といたしましては、原発は何よりも安全性の確保が大前提と考えており、原発の安全性や必

要性につきましては、運転期間の取扱いも含め、国が責任を持って丁寧な説明を行い、国民の皆

様の理解と信頼を得ていくことが重要と考えております。

暮らしと経済の基盤である電力は、安全性の確保を前提に、安定供給、経済効率性、環境への

適合を基本的視点として、社会経済の変化にも柔軟に対応できるよう、様々な電源の特性が生か
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された多様な構成とすることが重要であり、道といたしましては、洋上風力をはじめとする再生

可能エネルギーの 大限の導入を進めるなど、再エネが主要なエネルギー源の一つとなるよう取

り組んでまいります。

以上でございます。

○鈴木一磨委員 北海道の安心、安全な未来を考えたときに、やはり、事故危険度が大きい原子

力エネルギーは使わないにこしたことはなく、安心、安全でクリーンなエネルギー政策の確立に

努めるよう強く指摘いたします。

次に、物価高騰対策についてお伺いします。

近年、電気や灯油などのエネルギー料金をはじめ、レトルト製品、卵、菓子類などの食料品価

格など、日常生活や企業活動に欠かせないものが全般的に価格高騰し、本道経済や道民生活に深

刻な影響を及ぼしています。一方で、賃金上昇率が物価高騰に追いついていないのが現実であり

ます。

道では、現在、お米・牛乳子育て応援事業を実施していますが、物価高騰で家計に打撃を受け

ているのは子育て世帯だけではないとの声も聞きます。これまでも道が物価高騰対策を実施して

きたことは承知しますが、融資利子補給など事業者向けの経営支援が多く、消費生活者に向けた

家計支援対策は不十分の感じを受けます。

トリクルダウン方式の支援では、末端の労働者まで恩恵が行き渡りづらく、令和５年度予算を

見ても、消費者向けの生活支援対策がほとんどありません。なぜなのか、所見をお伺いします。

○佐藤禎洋委員長 経済企画課長佐藤正人君。

○佐藤経済企画課長 経済対策についてでございますが、道では、事業者の方々や低所得者の皆

様などへの支援を速やかに行うため、５月の臨時会で、物価高騰等の影響が大きい低所得者世帯

や子育て世帯への特別給付金をはじめ、保護者の負担軽減を図るための学校、保育所等の給食原

材料費の経費の支援や、ＬＰガス利用者の料金負担の軽減など、生活者支援の事業を議決いただ

いたところであり、支援を必要とする皆様に一日も早くお届けできるよう、現在、早期の申請受

付や給付に向けて努めているところでございます。

以上でございます。

○鈴木一磨委員 ただいまの答弁で、給食原材料費やＬＰガス料金軽減など、生活者支援も行っ

ているという発言がありましたが、お米・牛乳子育て応援事業も含めて、実は、限られた一部の

世帯、住民だけが支援を受けたのみであります。

繰り返しになりますが、これまでも、道の物価高騰対策は事業者向けの経営支援メニューが多

く、消費生活者への家計支援対策がほとんどありません。年金生活者など、物価高騰で疲弊する

地域の暮らしを、知事はどのように支援して守る考えなのか、直接伺うべく、委員長のお取り計

らいをお願いいたします。

続いて、次世代半導体産業集積促進事業についてお伺いします。

今次定例会では、半導体関連産業の振興や未来に挑戦する産業づくりなど、成長を牽引する産
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業づくりに108億6000万円が政策予算として組まれました。

知事は、経済政策に重点を置き、ラピダス支援など半導体産業集積に１億2000万円、ゼロカー

ボン推進のため100億円規模の基金創設などが計上されております。

しかし、大都市を中心とする本州との役割分担の中で、本道にとって雇用や移住などの恩恵は

あるものの、例えば、次世代半導体産業集積促進事業を進めるに当たり、本州の大都市圏や大企

業に資源や資金等が吸収される懸念もあります。

そればかりか、道内各地で働く技術系の働き手が千歳市一極に集まり、各地で技術職の担い手

不足や技術者の取り合いにつながっていくことも懸念されます。

例えば、企業誘致の恩恵が道内各地で受けられるよう、企業立地を分散化し、技術者の点在化

につなげるなど、各地の産業振興にも配慮した政策展開を図るべきと考えますが、道の所見をお

伺いします。

○佐藤禎洋委員長 次世代半導体戦略室長青山大介君。

○青山次世代半導体戦略室長 経済効果等についてでございますが、このたびのラピダス社の立

地を契機として、半導体の製造、研究、人材育成等が一体となった複合拠点を実現するために

は、オール北海道で目指すべき方向性を共有し、一体となって取り組むことが重要と認識してお

ります。

このため、道といたしましては、今後の取組の指針となる仮称・北海道半導体産業振興ビジョ

ンを年度内をめどに取りまとめ、このビジョンの下、地域の皆さんの声も踏まえながら、産学官

が緊密に連携し、企業誘致や人材の育成確保など、各般の施策を戦略的に推進することにより、

道央圏のみならず、本道全体の経済活性化と持続的発展につなげてまいります。

○鈴木一磨委員 千歳市に進出予定のラピダスが目指す 先端半導体の量産製造や技術開発は、

量子やＡＩなどを含む様々な分野で大きなイノベーションを提供し、半導体産業の再興やデジタ

ル化、脱炭素化、人材育成、そして、経済安全保障にもつながる重要な中核技術とされていま

す。

しかし、投資規模などに鑑みると、国際企業競争においては、例えば、中国の外資系企業数は

2021年の実績で６万1000社にも上り、スマホやタブレット普及技術も前走し、技術革新も国際間

でスケール感が違います。

また、道が一事業者に税財政を投入して本腰で乗り出すからには、仮に、将来、民間企業ラピ

ダスが業績悪化に陥った場合でも、道内の関連企業や労働者への影響を多角的に検証し、安易な

撤退をさせないように、支援事業に財政投資した国や道の継続的監視の責任等があると思います

が、その辺りについて所見をお伺いいたします。

○佐藤禎洋委員長 次世代半導体戦略室参事田村耕志君。

○田村次世代半導体戦略室参事 ラピダス社への支援についてでございますが、道では、庁内の

推進体制に加えまして、国や千歳市、関係機関、さらには経済団体などとの連携体制を構築し、

次世代半導体の製造拠点整備事業に係る様々な課題に対応してきているところでございます。
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今後とも、こうした枠組みのほか、ラピダス社や国、千歳市との定期的な協議など、様々な機

会を通じ、同社の事業計画をはじめ、継続的に情報共有を図りながら、プロジェクトの成功に向

けて、必要な支援に迅速に取り組んでまいります。

○鈴木一磨委員 私はオホーツク出身なのですが、地方では、地元中小企業を守ることがまちの

存続につながっております。

近の道の経済政策は、大企業や道央圏域に恩恵が偏重する傾向にあり、地方産業を地道に育

む意思や姿勢があまり見られません。もっと北海道全体の未来を標榜した政策を進めなければ、

過疎地の自治体は衰退し、消滅してしまいます。

道民の多くは、 先端の華々しいトップセールス政策ではなくて、物価高騰で苦しい家計や事

業を支え、福祉や医療を守る堅実で温かい道政政策を望んでいます。

経済分野においても、道内各地の地場産業を重点的に支援する政策に道の事業予算を多く配分

すべきと考えますが、部長の所見をお伺いします。

○中島経済部長 経済政策についてでありますが、エネルギーや食料品等の価格高騰の長期化に

より、本道経済の先行きが見通せない中、道では、厳しい経営環境にある中小・小規模事業者の

方々の事業継続に向けた支援に加え、生産性の向上、販路拡大、さらには、地域資源を活用した

製品開発への支援や観光振興などが重要であると認識しております。

このため、道といたしましては、中小・小規模事業者に対する金融支援や経営相談などの足元

対策はもとより、地域経済を支える人材の育成確保や、新たなサービス・製品開発への支援、さ

らには、道内各地の産業支援機関を通じたものづくり企業の技術力向上に取り組みますととも

に、食や観光の分野において、どさんこプラザを活用した地場産品のテスト販売や商品の磨き上

げ、地域の魅力を生かした観光地づくりへの支援など、幅広く取組を進めているところでござい

ます。

今後とも、地域の中小・小規模事業者の方々の声を丁寧に把握しながら、各般の施策を推進

し、道央圏のみならず、本道全体の経済活性化と持続的発展につなげてまいります。

以上でございます。

○鈴木一磨委員 ラピダスの進出を否定するものではないのですが、ただ、道央圏はともかく、

過疎・遠隔地にどのような恩恵があるのかが分からないという声もたくさん寄せられておりま

す。

そして、ラピダスを支えるために多額の国税や道税が投入されたからといって、経済圏が遠

い、例えば、オホーツク地方にも大きな経済効果が期待できるとは思えません。

次世代半導体産業集積促進事業に係る道内各地への波及効果について、本道全体の経済活性化

と持続的発展につなげると今御答弁されましたが、経済効果や持続的発展にどのようにつなげる

のかが全く分かりませんので、このことについても知事に直接お伺いしたく、委員長のお取り計

らいをお願いいたします。

以上で私からの質問を終わります。
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○佐藤禎洋委員長 鈴木(一)委員の質疑並びに質問は、総括質疑に保留された事項を除き、終了

いたしました。

藤井辰吉君。

○藤井辰吉委員 それでは、チーム札幌・北海道について、主に国際金融センターのところに着

目しながら質疑をさせていただきたいと存じます。

道は、本道の再生可能エネルギーのポテンシャルを 大限に活用し、世界からＧＸ、いわゆる

グリーントランスフォーメーションに関する情報、人材、資金が北海道や札幌に集積し、アジア

や世界の金融センターとして発展することを目指し、産学官金の事業体―チーム札幌・北海

道を、札幌市をはじめ、国や民間金融機関、大学、経済団体等の参加を得て、先月23日に発足さ

せました。

この事業体に関し、以下、数点伺ってまいります。

金融センター機能について、事業体設立時の会見では、2025年までにＧＸ分野で国際金融セン

ターにふさわしい機能を備えた金融センターの実現を目指すとのことですが、そのセンターは、

具体的にどのような機能を備えたものとなるのか、伺います。

○佐藤禎洋委員長 ゼロカーボン産業課長安彦秀徳君。

○安彦ゼロカーボン産業課長 チーム札幌・北海道が実現を目指す金融センター機能についてで

ありますが、６月23日のチーム札幌・北海道の設立記者会見で、札幌市長は、世界中からＧＸに

関する情報、人材、資金が集積する、アジア、世界の金融センターの実現に取り組む考えを打ち

出しており、道といたしましても、札幌市をはじめとしたチーム構成機関と共に、そうした国際

金融センターとしての機能が実現するよう取り組んでまいります。

○藤井辰吉委員 ブレンデッド・ファイナンスについて伺います。

会見では、公的資金と民間投資を組み合わせたブレンデッド・ファイナンスを活用し、30兆円

の大きな資金を呼び込むとしていますが、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画

2023改訂版」では、カーボンプライシングの実施等を担うＧＸ推進機構を創設するとともに、公

的資金と民間資金を組み合わせた金融手法、いわゆるブレンデッド・ファイナンスを確立すべ

く、ＧＸ推進機構が、民間金融機関等が取り切れないリスクの補完策、具体的には債務保証等を

実施していくとしています。

ブレンデッド・ファイナンスとは具体的にどのようなスキームの金融手法なのか、このたび設

立した事業体とＧＸ推進機構とはどのような関係になるのか、伺います。

○安彦ゼロカーボン産業課長 ブレンデッド・ファイナンスについてでありますが、ブレンデッ

ド・ファイナンスは、公的資金と民間資金を組み合わせたファイナンス手法であり、国の「ＧＸ

実現に向けた基本方針」では、ＧＸ分野の中には、大規模かつ長期的な資金供給が必要である一

方、技術や需要の不透明性が高く、民間金融だけではリスクを取り切れないケースも存在するた

め、ブレンデッド・ファイナンスの確立が重要とされております。

公的資金の担い手としては、ＧＸ推進機構や脱炭素化支援機構、日本政策投資銀行などが考え
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られ、チーム札幌・北海道においても、道内におけるＧＸ投資へのブレンデッド・ファイナンス

の活用可能性やその手法等について意見交換をしてまいります。

以上でございます。

○藤井辰吉委員 その中における道の役割について伺いたいと思います。

ブレンデッド・ファイナンスを活用して、国内外から民間資金を呼び込む際、道はどのような

役割を果たすのか、道の資金負担の可能性も含めて具体的に伺います。

○安彦ゼロカーボン産業課長 道の役割についてですが、現時点で、道が何らかのＧＸ投資に対

し投融資を行うことを検討しているわけではありませんが、チーム札幌・北海道の中で、参画し

ている金融機関などと一緒に、道内におけるＧＸ投資へのブレンデッド・ファイナンスの活用可

能性やその手法などについても意見交換を行い、道内におけるＧＸ投資が促進されるよう努めて

まいります。

○藤井辰吉委員 投融資を行うことを検討しているわけではないということだったのですけれど

も、道の資金負担の可能性については明確な御答弁がありませんでしたので、この点に関して

は、改めて知事に考えを伺いたいと思います。

それでは、国際金融センターに求められる機能について伺いたいと思います。

今後、道内でＧＸ分野での国際金融センターにふさわしい機能を備えた金融センターの実現を

目指すとのことですが、我が国でも、東京都が、数年前から世界をリードする国際金融都市を目

指して取組を進めていると承知しています。

しかし、今年３月に発表されましたグローバル金融センターインデックスの 新ランキングに

よりますと、東京は21位にとどまっています。ニューヨークやロンドンはもとより、上海、香

港、シンガポールといったアジアの諸都市よりも、このランキングでは低いランキングとなって

おります。

国際的な金融センターとして求められる機能や条件を道はどのように認識しており、本道はそ

うした機能等を備えていると考えているのか、伺うとともに、今後どのようにして求められる機

能を充実させていく考えなのか、併せて伺いたいと思います。

○安彦ゼロカーボン産業課長 金融センターとして求められる機能についてでありますが、例え

ば、東京都では、国内外の投資家から潤沢な資金が供給されている、世界中から金融系企業・人

材、情報が集積している、国際的な金融取引が活発に行われているといった要素を備える都市を

国際金融都市として定義しておりまして、そうした観点からは、本道の状況はいまだ不十分と考

えられますが、道といたしましては、国内随一の再エネポテンシャルを 大限生かすことによ

り、ＧＸ関連投資を充実させる中で、チーム札幌・北海道での産学官金の連携した取組により、

他地域との差別化を図り、本道への情報、人材、資金の集積を目指してまいります。

○藤井辰吉委員 東京都でもなかなか難しいことを北海道が実現していくという、なかなか難易

度の高いことですけれども、共に頑張っていきたいと思います。

それでは、次の質疑ですが、会見の説明や資料などでは、北海道が再生可能エネルギーのポテ
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ンシャルが高いことを事業体設立の背景として位置づけていますが、再生可能エネルギーのポテ

ンシャルが高い地域であることが、ＧＸの分野での国際的な金融センターを目指す上で具体的に

どのような優位性を発揮することとなるのか、この関連性について伺いたいと思います。よろし

くお願いします。

○佐藤禎洋委員長 経済部次長兼ゼロカーボン産業担当局長甲元信宏君。

○甲元経済部次長兼ゼロカーボン産業担当局長 お答えいたします。

北海道の優位性についてでございますが、我が国の再生可能エネルギーの賦存量のうち、約３

割から４割が北海道にあると言われておりまして、道といたしましても、この国内随一の再エネ

ポテンシャルを 大限に生かしながら、国内外からの環境投資を本道に呼び込むことが必要と考

えております。

現在、本道におきましては、データセンターや次世代半導体産業といったＧＸに関する投資が

活発化する中で、洋上風力発電の有望区域に道内５区域が選定されるとともに、東京圏や大阪圏

との同時被災リスクの低さや再エネポテンシャルなどが評価されまして、本道がデータセンター

といったデジタルインフラの中核拠点として優先的に整備される地域に位置づけられるなど、今

後の投資に一層の弾みとなることが期待されているところでございます。

道といたしましても、できる限り多くの投資を呼び込みまして、本道経済の発展につなげてい

けるよう、チーム札幌・北海道と一丸となって様々な取組を進めてまいりたいと考えておりま

す。

○藤井辰吉委員 今後、本道で再生可能エネルギーの開発が進む可能性があることは否定しませ

んが、そのことが必ずしも国際的な金融センターの成長につながるわけではないということは、

世界の再生可能エネルギー利用の先進地などが 先端の金融センターとなり得ていないところを

見ても明らかでございます。

相対的に遅れを取っている本道に国際金融センターを実現していくために、国による過去に例

のない強力な金融規制緩和や税制優遇などが不可欠であると考えます。この点を強く国に求める

ように指摘させていただきます。

それでは、次の質疑です。

設立時の会見では、2025年までに国際的な金融センターを目指すとのことですが、このたびの

事業体の共同代表には副知事も札幌市の副市長とともに就任しており、この事業体の取組に主体

的な役割を果たすことが求められています。

道は、年度内に、国の呼びかけに応じ、共同発行市場公募地方債、いわゆるグリーンボンドの

発行を予定していると聞いています。こうした方法によって、発行手数料の低廉化が可能となる

など、メリットも少なくありませんが、発行ノウハウは中央にとどまり、道内における環境債発

行に関連する人材の育成やノウハウの蓄積にはつながらないと考えます。

道は、単独で、あるいは、札幌市など道内自治体と共同で北海道初の環境債を発行し、ＧＸに

係る金融センター機能の向上に役立てるといった方策も検討するべきと考えます。
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道は、今後、このたびの事業体が目指す国際的な金融センターの実現に向けて、どのように主

体的な役割を果たしていく考えなのか、伺います。

○佐藤禎洋委員長 経済部ゼロカーボン推進監今井太志君。

○今井経済部ゼロカーボン推進監 今後の対応についてでございますが、国内外で脱炭素社会へ

の動きが加速しております中、道といたしましては、北海道全体でＧＸに関する投融資の機運を

高めるべく、チーム札幌・北海道に副知事が札幌市の副市長とともに共同代表として参画してお

ります。

また、チーム札幌・北海道では、六つのワーキンググループを設置して今後の取組に関する具

体的な議論を進めていくこととしており、道といたしましては、全てのワーキンググループに職

員が参画して、札幌・北海道を、ＧＸ投資に関する情報、人材、資金が集積する、アジア、世界

の金融センターとすべく、貢献してまいる考えでございます。

○佐藤禎洋委員長 もう時間が過ぎておりますので、特別に発言を許しますけれども、手短にお

願いいたします。

○藤井辰吉委員 かしこまりました。

共同発行とはいえ、道がグリーンボンドの発行を計画しているということは、道自体が資金の

買手となる環境目的の投資機会が具体的に存在することを示しているわけであり、こうした資金

需要を有効活用して、道内に環境金融に関するセンター機能を育てていく一助にすべきと考えま

すが、具体的な答弁はありませんでした。

こうした点や先ほど指摘したブレンデッド・ファイナンスに関する道の資金負担などについて

は、改めて知事に伺いたいので、委員長、お取り計らいをよろしくお願い申し上げます。

以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○佐藤禎洋委員長 藤井委員の質疑並びに質問は、総括質疑に保留された事項を除き、終了いた

しました。

渕上綾子君。

○渕上綾子委員 初めに、物流・交通事業者について伺います。

先月18日、八雲町でトラックとバスが衝突する交通事故が発生しました。トラックの運転手の

方は、勤務先の関係者に体調不良を訴えていたとも報じられています。一たびこのような交通事

故が起これば、事業所にとって致命的にもなりかねません。

経済部の立場として健康起因事故防止にどのように取り組むのか、伺います。

○佐藤禎洋委員長 雇用労政課長兼働き方改革推進室長佐川泰隆君。

○佐川雇用労政課長兼働き方改革推進室長 健康に起因する労働災害の防止についてであります

が、このたび八雲町で発生した交通事故の原因等について、一部報道では、体調不良を訴えてい

たと報じられているものの、現在、警察で詳細を調査中であると承知してございます。

道では、労働災害の防止に向けて、これまで、労災防止会議の開催や道のホームページでの周

知をはじめ、労災ガイドブックの作成、配布、事業者への専門家の派遣のほか、各振興局におい
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て労働問題セミナーの開催、労働災害の防止や職場の健康管理を促進するため、産業医の育成を

支援してきたところでございまして、今後とも、これらの取組を継続するとともに、国や関係団

体と連携し、周知啓発に努めてまいります。

○渕上綾子委員 次に、2024年問題について伺います。

2024年問題で、労働時間の上限により給料が下がるという声も上がっております。

仕事時間が減った分、賃金のアップが必要と考えますが、経済部としてどのように取り組むの

か、伺います。

○佐藤禎洋委員長 中小企業課長菅野則彦君。

○菅野中小企業課長 賃上げに向けた支援についてでありますが、長時間労働の是正は喫緊の課

題であることから、2024年からは、自動車運転の業務などに対し、時間外労働の上限規制が適用

されるところでございます。

その一方で、中小・小規模事業者の賃上げを着実に促進していくためには、経営の安定を図る

ことはもとより、経営基盤の強化を支援していくことが重要であります。

このため、道では、北海道経済産業局と連携し、道内経済団体等により構成される会議体を設

置の上、適正な価格転嫁の推進を促すパートナーシップ構築宣言の普及を推進し、宣言を行った

事業者に対し、低利な融資メニューを用意するほか、補助金等の審査時における加点措置を講じ

ているところでございます。

また、新事業展開や販路拡大への支援において、厳しい経営環境にありながら賃上げに取り組

む事業所を優遇しているほか、伴走型の経営相談や専門家派遣により、生産性と収益性の向上に

向けた支援を行っており、道としては、引き続き、事業者の皆様の声を聞きながら、経営者らの

賃上げに向けた意欲向上や賃上げをしやすい環境の整備に取り組んでまいります。

○渕上綾子委員 2024年問題は、人材確保にも関わる問題で、各部にまたがる課題でもあります

ので、改めて知事に伺いたいと思います。委員長におかれましては、お取り計らいのほどをよろ

しくお願いいたします。

次に、2024年問題は、消費者側も考えていくべきです。例えば、通販の送料無料の裏には物流

事業者の負担があり、消費者に誤解を与えることから、送料は当社負担などの表記にすべきと考

えます。

また、送料無料の背景には、運送事業者側が廉価で荷物を引き受けざるを得ないなど、通販事

業者と運送事業者の間のパワーバランスも影響していると考えますが、適切な元請・下請関係、

労使関係の構築の観点から、経済部として送料無料問題にどう対応するのか、伺います。

○菅野中小企業課長 通信販売などにおける送料についてでありますが、運送事業者の多くは、

荷主企業に対する交渉力が弱く、配送コストに見合った適正な運賃が収受できていないことか

ら、取引環境の適正化が重要であり、このため、道では、適正な価格転嫁の推進に取り組んでい

るところでございます。

こうした中、先頃、政府が取りまとめた「物流革新に向けた政策パッケージ」では、運賃、料
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金が消費者向けの送料に適正に転嫁、反映されるべきという観点から、今後、送料無料の表示の

見直しに取り組むとされており、道としても国の動きを注視しながら適切に対応してまいりま

す。

○渕上綾子委員 次に、性的マイノリティーに関する諸課題について伺います。

初めに、ピンクマネーについて、ピンクマネーとは、ＬＧＢＴＱなど性的マイノリティーの人

たちの旺盛な購買力や消費意欲を指す言葉ですが、まず、道としてどのように認識しているの

か、伺います。

○佐藤禎洋委員長 経済企画課長佐藤正人君。

○佐藤経済企画課長 ピンクマネーについてでございますが、ＮＨＫの報道によりますと、欧米

諸国において、ピンクマネーとは、ＬＧＢＴＱなど性的マイノリティーの方々のコミュニティー

の旺盛な購買力や消費意欲として使われており、ＬＧＢＴＱの方々に特化した商品やサービスを

提供する企業が現れてきているものと承知しております。

以上でございます。

○渕上綾子委員 ピンクマネーによる道内での消費を喚起、拡大するためには、個々の企業にお

ける取組が不可欠です。

道として、ピンクマネーについての理解促進や積極的な情報提供、情報発信をすべきと考えま

すが、所見を伺います。

○佐藤経済企画課長 ピンクマネーへの対応についてでございますが、道内では、例えば、金融

機関による住宅ローンの保証人契約の対象者に同性パートナーを含める取扱いや、ＬＧＢＴＱの

方々を対象とした結婚式などのサービスを提供する企業が現れ始めているところであり、道とい

たしましては、こうした企業の取組、さらに、海外や他の自治体の動きなど、新たな経済の動き

に関し情報把握を行ってまいります。

以上でございます。

○渕上綾子委員 次に、ＬＧＢＴＱツーリズムについて伺います。

ＬＧＢＴＱツーリズムについて、令和３年第２回定例会で情報収集を求めましたが、道の認識

を伺います。

○佐藤禎洋委員長 観光地づくり担当課長新田清文君。

○新田観光地づくり担当課長 ＬＧＢＴＱツーリズムについてでありますが、民間の調査等によ

りますと、現在のＬＧＢＴＱツーリズムの市場規模は、2180億ドル、約28兆円との試算があるほ

か、世界の旅行者のうち、ＬＧＢＴＱの方々が占める割合は、人数で10％以上、総旅行支出が約

16％と、ＬＧＢＴＱの方々の１人当たりの消費額は平均を上回り、経済効果も大きいとされてお

ります。

また、ＬＧＢＴＱツーリズムに関する研究論文等によりますと、ＬＧＢＴＱの旅行者は、ＳＮ

Ｓでの発信力にたけ、気に入った観光地に何度も通われるという特徴があるほか、観光商品やサ

ービスを選択する際に、快適さ、おいしい料理、休息やリラクゼーションの機会、天候のよさ、
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美しい風景等を重視する傾向があるとされておりまして、こうした情報は今後のマーケティング

の参考になるというふうに考えております。

以上でございます。

○渕上綾子委員 ＬＧＢＴＱ層が観光先として北海道を避けることがないよう、むしろ選ばれる

ようにすべきと考えます。どのように取り組むのか、伺います。

○佐藤禎洋委員長 観光局長兼誘客担当局長近藤広秋君。

○近藤観光局長兼誘客担当局長 ＬＧＢＴＱの方々の誘客についてでございますが、道では、今

後の観光施策の展開に当たり、高付加価値化を重点テーマとして掲げ、マーケティングに基づく

戦略的なプロモーションや魅力ある観光地づくりを一体的に進めることとしておりまして、消費

活動が活発なＬＧＢＴＱの方々をはじめ、多くの皆様が来道され、滞在されることは、本道経済

にとって大変有益なものと考えております。

こうした中、ＬＧＢＴＱツーリズムの普及を目的とした世界規模の団体―ＩＧＬＴＡの年

次総会が、来年、大阪で開催されることになり、昨年12月に行われた準備会議には北海道観光振

興機構も参加し、招致を行う大阪観光局に応援メッセージを送っております。

道としては、こうした機会なども活用しながら、ＬＧＢＴＱの方々をはじめ、国内外の幅広い

方々に本道への旅行に一層関心を持っていただけるよう、雄大な自然や食、多様なアクティビテ

ィーなど、本道の魅力を効果的に発信してまいります。

以上でございます。

○渕上綾子委員 これについては、差別の解消や地方創生などといった点からも多角的に考えて

いく必要があると思います。改めて知事に伺いたいと思いますので、委員長におかれましてはお

取り計らいのほどをよろしくお願いいたします。

次に、こども未来戦略方針への対応について伺います。

こども未来戦略方針の中で、若年層の所得向上が掲げられていますが、経済部としてどのよう

に取り組むのか、伺います。

○佐川雇用労政課長兼働き方改革推進室長 こども未来戦略方針への対応についてであります

が、国では、若い世代が希望どおり結婚し、希望する誰もが子どもを持ち、安心して子育てがで

きる社会とするには、若い世代の所得を増やすことが必要としてございます。

このため、道としては、ジョブカフェによる求職者一人一人の環境やニーズを踏まえたカウン

セリングなどによる職業選択の促進や、企業に専門家を派遣し、非正規雇用労働者の正社員化に

係る処遇改善を実施するほか、様々なスキルアップを図るため、働く方々のニーズに応じた職業

訓練を実施するとともに、中小・小規模事業者の生産性や収益性の向上により、賃上げをしやす

い環境の整備につなげ、若年層の所得向上に向け取り組んでまいります。

○渕上綾子委員 少子化対策は、知事をトップとする北海道こども政策推進本部の案件でもあり

ますので、改めて知事に伺いたいと思います。委員長におかれましては、お取り計らいをよろし

くお願いいたします。
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次に、ＡＬＰＳ処理水について、初めに、海洋放出について伺います。

国際原子力機関は、７月４日、福島第一原発のトリチウムを含む処理水の海洋放出計画につい

て、国際的な安全基準に整合的との包括報告書を公表しました。

岸田首相は、今後、夏頃としてきた放出開始時期を 終判断すると見られますが、依然、地元

漁業者や中国が反発しているほか、韓国からも懸念の声が出ています。

今回の報告を踏まえ、改めて、道として海洋放出についてどう考えているのか、認識を伺いま

す。

○佐藤禎洋委員長 エネルギー政策担当課長篠原裕史君。

○篠原エネルギー政策担当課長 海洋放出についてでございますが、ＩＡＥＡは、７月４日、今

般の海洋放出につきまして、国際的な安全基準に整合的であり、人や環境への放射線の影響は無

視できるものとする報告書を公表したところでございます。

道といたしましては、海洋放出に当たっては、安全性の確保を大前提に、風評を生じさせない

取組の徹底が重要であり、そうした取組を講じてもなお風評被害が発生した場合には、国の責任

において、被害の実態に応じた機動的な対策が講じられることが必要と認識しております。

○渕上綾子委員 既に現段階で風評被害が生じ始めているという事業者もあるやに聞いておりま

す。

単に金銭で損害を補償すれば済むという話ではなく、北海道の食、水産業、水産加工業を守る

という観点から、道が率先して、まさに粘り強く、海洋放出自体について再検討するよう国に求

めるべきと考えますが、所見を伺います。

○佐藤禎洋委員長 経済部長中島俊明君。

○中島経済部長 風評被害対策についてでありますが、道では、海洋放出に当たり、これまで、

道内の漁業団体の方々からの要請も踏まえ、国に対し、国民や諸外国への説明と理解促進、安全

性の確保、風評被害の防止などについて、度重なる要望を行ってきたところでございます。

今後、国において風評を生じさせない取組の徹底が重要であり、引き続き、粘り強く国に対応

を求めてまいります。

以上でございます。

○渕上綾子委員 北海道の水産業を守る強い決意が必要な局面だと思います。知事本人に改めて

伺いたいと思いますので、委員長におかれましてはお取り計らいをよろしくお願いいたします。

次に、観光振興税について伺います。

初めに、現在の検討状況について、代表質問では、道における観光振興税の導入について、コ

ロナ禍で中断していた議論の再開時期について伺ったところ、本定例会後に有識者等による懇談

会を設置して議論を再開するとのことでした。

そこでまず、懇談会は、どのようなメンバー構成で実施し、どのように進めていくのか、さら

には、いつまでに結論を出す予定なのか、伺います。

○佐藤禎洋委員長 観光事業担当課長渡部泰明君。
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○渡部観光事業担当課長 懇談会についてでありますが、懇談会には、観光振興をはじめ、税制

度や財務会計に精通する有識者の方々のほか、観光振興機構や、宿泊業、旅行業などの関係団体

の方々に御参加いただく予定であり、また、現在、宿泊税の導入を検討している市町村や市長

会、町村会にもオブザーバーとして参加いただくこととしております。

道としては、この懇談会の中で、中断前の検討状況やコロナ禍における社会情勢の変化なども

踏まえながら、今後の本道における観光施策の方向性やそのための税財源の内容等について幅広

い御意見をいただき、道の考え方をできるだけ早期に取りまとめてまいります。

○渕上綾子委員 先般、札幌市が導入に向けた議論を再開する方針を市議会で表明しましたが、

導入済みの自治体や今後導入を検討している自治体を含め、道内市町村との丁寧な調整が不可欠

です。

そこで、道内の市町村における独自課税導入済みの自治体数、現在導入を検討している自治体

数について、それぞれ具体的な市町村名を含め、伺います。

○渡部観光事業担当課長 市町村の動向についてでありますが、倶知安町が令和元年11月から宿

泊税を導入しているほか、現時点で、札幌市、函館市、富良野市、斜里町など、14団体が観光振

興を目的とする新税の検討を表明していると承知しております。

○渕上綾子委員 では、それらの市町村の課税客体、納税義務者、税率、徴収方法、さらには、

税収の使途についてどうなっているのか、それぞれ主なものについて伺います。

○渡部観光事業担当課長 市町村の状況などについてでありますが、既に税を導入している倶知

安町におきましては、課税客体を旅館、ホテル等における宿泊行為とし、納税義務者は宿泊者、

税率は宿泊料金の２％、徴収方法は、宿泊事業者が宿泊者から税を徴収し、町に納める特別徴収

制としており、その使途につきましては、観光客の満足度の底上げや観光客の増加に伴う課題解

決のための施策に充当されていると承知しております。

また、検討中の市町村につきましては、具体的な税の内容は現時点では示されておりません。

○渕上綾子委員 今回お伺いした限り、税率一つを取っても、定額制と定率制があるなど、市町

村ごとに様々な差異があることから、道が観光振興税を導入することとした場合、その調整は容

易でないものと思われます。

知事の１期目の執行方針では、観光人材の育成確保や観光情報の発信の充実など、観光振興に

関する財源の確保については、宿泊者の負担などの課題を踏まえながら、対応を整理し、質の高

い観光づくりを目指すと表明されていましたが、本定例会冒頭で示された執行方針には、観光振

興税に関する記載は特段見られません。

２期目を迎えた知事の観光振興税に対する方針が曖昧になってしまった中、道として、改め

て、観光振興税の必要性はもとより、デメリットも含め、道民や観光事業者等の関係者の皆様な

どに丁寧に説明し、議論を進めていく必要があると考えますが、今後の進め方について所見を伺

います。

○佐藤禎洋委員長 経済部観光振興監槇信彦君。
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○槇経済部観光振興監 今後の対応についてでありますが、道としましては、今後新たに設置を

いたします懇談会において、前回の懇談会で取りまとめていただいた御意見をベースとして、コ

ロナ禍を通じた社会情勢の変化なども踏まえ、新税の在り方や手法について改めて御議論をいた

だくこととしております。

新税の導入に当たりましては、納税していただく皆様をはじめ、関係する事業者の方々の御理

解が必要であり、懇談会での御意見をはじめ、幅広い関係者の皆様の御意向などもお聞きしなが

ら、また、関係する市町村とも十分な調整を図りながら、丁寧かつスピード感を持って検討を進

めるとともに、道議会での御議論はもとより、パブリックコメントを通じ、道民の皆様の御意見

をお聞きし、道の考え方を取りまとめてまいります。

以上です。

○渕上綾子委員 観光振興税については、執行方針でも明確になっておらず、知事はどのように

お考えか、改めて伺いたいと思いますので、委員長におかれましてはお取り計らいのほどをよろ

しくお願いいたします。

以上で質問を終わります。

○佐藤禎洋委員長 渕上委員の質疑並びに質問は、総括質疑に保留された事項を除き、終了いた

しました。

黒田栄継君。

○黒田栄継委員 宇宙産業についてお伺いいたします。

我が会派の同僚議員が一般質問でもお伺いしましたが、大樹町では、ロケットの発射基地であ

るスペースポート、いわゆる宇宙港の整備が進んでおり、同施設の利用が見込まれるインタース

テラテクノロジズも、新型ロケットを来年度にも打ち上げることを目指し、機体の開発に取り組

んでおります。

また、道内では、ロケットエンジンや衛星部品の開発や、衛星データを活用したサービスの提

供など、様々なスタートアップも生まれているようです。

今後、こうした動きを拡大させ、道民の皆様が、宇宙を利用した取組が地域課題の解決に貢献

しているのだということを実感できることが重要だと考えております。

そこで、数点、お伺いしたいと思います。

まず、現在の道内宇宙産業が置かれている現状や課題について、道ではどのように認識してい

るのか、伺います。

○佐藤禎洋委員長 スタートアップ推進室参事松浦隆彰君。

○松浦スタートアップ推進室参事 道内宇宙産業の現状と課題についてでございますが、道内で

は、大樹町で北海道スペースポートの整備が進む中、宇宙機器の開発、製造や衛星データの利活

用など、ハード、ソフトの両面で宇宙スタートアップの事業が展開され、こうしたスタートアッ

プの中には、従業員数が100名程度まで成長した企業がありますほか、十勝地域はもとより、空

知や渡島地域などでも宇宙ビジネスに挑戦する企業が創出されるなど、本道の宇宙関連産業は着
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実に進展しているところでございます。

道内における宇宙関連産業の集積に向けましては、こうした動きをさらに加速させることが重

要であり、そのためには、新たな需要を獲得するビジネス機会の創出やサービスの開発、提供を

支える人材の確保といった課題があるものと認識しております。

○黒田栄継委員 課題も認識されている中で、次に、宇宙産業の振興に向けて、道は、これまで

どのような取組を行ってきたのか、お伺いいたします。

○松浦スタートアップ推進室参事 宇宙産業振興の取組についてでございますが、道では、宇宙

関連産業は本道における新たな成長産業として発展が期待できる分野でありますことから、これ

まで、民間ロケットの打ち上げに関する安全確保に向けた連絡調整や情報提供を行ってきました

ほか、宇宙スタートアップの取組を紹介するセミナーや、衛星データを使った分析などの技術研

修会を開催してきたところでございます。

また、産学官の連携によります北海道宇宙関連ビジネス創出連携会議を通じた衛星データの利

用に関する 新事例の紹介や道内のビジネス環境の情報発信に加え、展示会への出展や企業間の

マッチング、アドバイザーの助言によります事業化支援などに取り組んできたところでございま

す。

○黒田栄継委員 全国を見ますと、北海道だけではなく、様々な県で宇宙産業に取り組んでおり

ます。鹿児島県では約2000万円、大分県では約6400万円、和歌山県では約4200万円と大きな予算

事業を編成し、宇宙関連の取組を積極的に進めている状況ですが、具体的な取組内容についてお

伺いいたします。

○松浦スタートアップ推進室参事 他県の取組についてでございますが、道と同様にロケットの

発射場を有する県やスペースポートの整備を計画している県の今年度実施する宇宙関連の事業と

しまして、まず、鹿児島県では、青少年を対象にした宇宙に関するイベントの開催や、関係機関

で組織を立ち上げ、ビジネス創出に向けた情報交換などを行う予定となっております。

また、大分県では、海外の法令・技術関係の調査や宇宙をテーマにしたワークショップを開催

することとしておりますほか、和歌山県では、打ち上げに合わせた集客イベントの開催を予定し

ており、各県の状況に応じて、ソフト面を中心とした事業に取り組むこととしております。

○黒田栄継委員 各県ではソフト事業を中心に様々な取組をしているということでありました

が、そのような中、道としては、今後どのように効果的に取組を進めていく考えなのか、お伺い

いたします。

○佐藤禎洋委員長 経済部長中島俊明君。

○中島経済部長 今後の取組についてでありますが、道では、宇宙関連産業の集積に向け、宇宙

スタートアップの課題となっている今後の宇宙産業を担う人材の確保やビジネス機会の拡大を支

援するため、今年度、新たに理工系学生などを対象とした宇宙関連企業の説明会や就業体験会を

開催するほか、スタートアップに対し、事業アイデアの構築から投資家とのマッチングといった

資金調達までの一連の取組を支援することとしております。
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また、こうした取組に加えまして、宇宙関連製造業を重点支援するよう改正した企業立地補助

金や研究開発等に対する補助金といった既存の施策の積極的な活用を促すなど、宇宙関連産業の

成長産業化を図り、本道経済の活性化に向け取り組んでまいります。

以上でございます。

○黒田栄継委員 既に発射実績もありまして、他都府県に対して優位性を持っている本道の宇宙

産業は、かなり有力な成長産業というふうに見られておりますので、今後も、ぜひ、これを成長

産業化していくためにしっかりと取り組んでいっていただくことを御指摘申し上げ、次の質問に

移りたいと思います。

価格転嫁の促進についてお伺いいたします。

物価の上昇や人手不足などを背景に賃上げ機運が高まっておりますが、長引く物価高騰等によ

って企業収益の悪化が懸念されており、さらなる賃上げを実現するためには、エネルギーや原材

料価格の上昇分や人件費などを製品やサービスの価格に反映する、いわゆる価格転嫁が不可欠と

考えます。

しかし、報道等では、顧客離れが心配で値上げできないなどといった声もあるほか、大企業の

ようには容易に価格転嫁を行えない道内中小企業も多いと思われます。

道内企業における価格転嫁の状況について、まず、お伺いいたします。

○佐藤禎洋委員長 経済調査担当課長吉田光幸君。

○吉田経済調査担当課長 価格転嫁の状況についてでありますが、道の企業経営者意識調査の直

近の結果では、「５割未満しか価格転嫁できていない」と回答した企業が32.3％、必要だが全く

できていない企業が32.6％と、価格転嫁が進んでいない企業は64.9％となっております。

昨年秋の調査以降、こうした企業の割合は６割を超える水準で推移しており、原材料価格等の

高止まりが続く中で、価格転嫁が進まない状況が長引いていることがうかがえます。

以上でございます。

○黒田栄継委員 エネルギーや原材料価格をはじめとした物価高騰が続く中、価格転嫁がなかな

か進んでいない企業が多いという調査結果でした。

コロナが終息し、事業量が回復しても、この価格転嫁がしっかりと進まなければ、経営の改善

にはつながりませんし、経営の存続そのものが厳しいまま、この状況が続いてしまいます。

こういった中、道として、適切な価格転嫁促進に向けてどのように取り組んでいるのか、お伺

いいたします。

○佐藤禎洋委員長 中小企業課長菅野則彦君。

○菅野中小企業課長 価格転嫁推進に向けた取組についてでありますが、道では、北海道経済産

業局と連携し、道内の経済団体等により構成されるパートナーシップ構築宣言普及促進会議を本

年２月に設置し、適正な価格転嫁の推進に取り組むとともに、宣言を行った事業者に対し、低利

な融資メニューを用意するほか、補助金やプロポーザル審査時の加点措置など、優遇措置を講じ

ております。
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こうした取組の結果、道内における宣言事業者数は、会議設置前の本年１月末現在においては

約580社でありましたが、現在は約840社まで増加しているところでございます。

あわせて、企業間取引に関するトラブルに対応する「下請かけこみ寺」等の国の施策の活用促

進を図るほか、原材料コストの抑制につながる取組に対する補助や伴走型の経営相談、専門家派

遣等により、生産性や収益性の向上に向けた支援を行っているところであり、引き続き、適正な

価格転嫁の促進に努めてまいります。

○黒田栄継委員 道としても様々な取組をされているという中で、やはり、それでも進んでいな

いという現状の中、今本当に厳しい状況にある中小企業はたくさんあると思います。こういった

取組を一つ一つ着実に前進させて、さらなる価格転嫁の促進、そして、安定した中小企業の経営

に結びつくような取組を着実に進めていただきますことを御指摘申し上げまして、質問を終わり

ます。

○佐藤禎洋委員長 黒田委員の質疑並びに質問は終了いたしました。

議事進行の都合により、暫時休憩いたします。

午後３時13分休憩

午後３時32分開議

○鈴木一磨副委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。

経済部所管に関わる質疑並びに質問の続行であります。

白川祥二君。

○白川祥二委員 通告に従い、順次質問いたします。

初めに、ラピダス社の次世代半導体製造拠点整備について伺います。

５月に、千歳市で次世代半導体の初の量産化を目指すラピダスが事業概要を公表しています。

工場は、従来にない自然共生型を打ち出し、建設工事も省エネや脱炭素化を優先、さらには、

千歳と苫小牧、札幌、石狩を結ぶ地域にＩＴ産業が集積するアメリカシリコンバレーのような北

海道バレーをつくる構想で、壮大な計画ですが、小池淳義社長は、夢ではないと言います。

そこで、以下、何点か伺います。

初めに、水の供給体制の整備についてであります。

次世代半導体の製造には、大量の工業用水が不可欠とのことですが、どれほどの量が必要とさ

れているのか、分かりやすい例を交えて説明いただきたいと思います。

○鈴木一磨副委員長 次世代半導体戦略室参事米地篤君。

○米地次世代半導体戦略室参事 半導体製造に必要な水量についてでありますが、熊本県におい

て整備中の半導体製造拠点では、１日当たり１万2000立方メートルの水の使用が見込まれてお

り、この量は、道内における生活用水の１人当たりの１日平均使用量の約４万5000人分に相当す

るものであり、半導体の製造には大量の水が必要であるものと認識しております。

○白川祥二委員 工業用水の供給については、道企業局の苫小牧地区工業用水道を使用する案と
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千歳川からの供給案があり、現在、関係機関で協議中とのことですが、それぞれのメリット、デ

メリットについて伺います。

○米地次世代半導体戦略室参事 ラピダス社への水の供給についてでありますが、道では、2027

年からの半導体製造の本格稼働に必要な用水を確保するため、国、千歳市、ラピダス社と協議、

調整しながら、広域自治体の立場で、幅広く取水可能性について、メリット、デメリットも含

め、検討しているところです。

仮に苫小牧地区工業用水道を活用する場合は、新たな水源の確保が不要となる一方、半導体製

造拠点までの距離が遠く、工期が比較的長期化する懸念があります。また、千歳川から取水する

場合は、製造拠点までの距離が近く、工期の短縮が期待される一方、水利権の調整などに時間を

要することが懸念されるところでございます。

○白川祥二委員 道として、この２案についてどちらが現実的とお考えなのか、伺います。

○米地次世代半導体戦略室参事 水の供給の考え方についてでありますが、道では、水源や取水

方法、事業形態など、道の工業用水道の活用も含め、国、千歳市、ラピダス社と協議、調整を行

っているところです。

用水の確保に向けては、今後、取水可能性等について必要な調査を行うこととし、水源候補地

の比較検討はもとより、取水形式や送水ルート、事業実施方針等の検討を行うこととしておりま

す。

○白川祥二委員 これはいつまでに決定することとしているのか、伺います。

○鈴木一磨副委員長 次世代半導体戦略室長青山大介君。

○青山次世代半導体戦略室長 検討スケジュールについてでございますが、半導体の製造に必要

な水の供給につきましては、インフラ整備の検討はもとより、水利権の調整など、多くの関係者

の理解を得ることが不可欠であるものと認識してございます。

道といたしましては、プロジェクトの成功に向けて、ラピダス社が想定しているスケジュール

の達成を 優先に、できるだけ早期に供給方法等を決められるよう、関係機関と緊密に連携し、

迅速に検討を進めてまいります。

○白川祥二委員 ただいま答弁いただきましたけれども、苫東案は工期が長いこと、千歳川案に

ついては水利権の調整に時間がかかるとのことでした。両案ともに時間を要するとのことです

が、どちらにしても、ラピダス社の開業までに間に合うのか、不安が残ります。再度見解を伺い

ます。

○青山次世代半導体戦略室長 水の供給についてでありますが、供給方法については、工期が長

期化するなども懸念されるため、道といたしましては、用水の確保に向けた調査の検討状況を踏

まえつつ、ラピダス社が想定しているスケジュールの達成を 優先としながら、立地自治体の千

歳市や国、ラピダス社と緊密に連携し、できるだけ早期に供給方法等を決められるよう迅速に検

討を進めてまいります。

○白川祥二委員 今答弁いただきましたけれども、なかなか安心できる答弁ではありませんでし
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たので、開業準備については知事に直接伺いたいと思いますので、委員長の取り計らいをお願い

いたします。

次に、次世代半導体の製造には大量の電力が必要であります。

ラピダス社のＰＲでは、風力発電をはじめとする再生可能エネルギーが豊富にあることを強調

されていますが、道内における再生可能エネルギーの発電電力量はどのくらいあるのか、また、

拡大に向けて、道としてどのように取り組んでいくのか、伺います。

○鈴木一磨副委員長 新エネルギー担当課長岩崎法彦君。

○岩崎新エネルギー担当課長 再生可能エネルギーの発電電力量などについてでありますが、道

内の再生可能エネルギーによる発電は、固定価格買取り制度の開始後、急増しており、国の電力

調査統計によりますと、風力や太陽光といった新エネルギーによる電力量は、2021年度の発電実

績で約45億8540万キロワットアワーと、全体の14％を占めております。

道としては、エネルギーの地産地消の展開や、大規模でコスト低減が見込まれます洋上風力を

はじめ、太陽光、バイオマスなど、多様な再エネの導入を促進するとともに、再エネを大量に活

用するデータセンターや次世代半導体産業などの道内への集積を目指して取り組んでまいりま

す。

○白川祥二委員 電力供給に当たっては、泊原発の再稼働を念頭に考えているのか、見解を伺い

ます。

○鈴木一磨副委員長 資源エネルギー局長兼風力担当局長西岡孝一郎君。

○西岡資源エネルギー局長兼風力担当局長 電力の供給についてでございますが、このたびのラ

ピダス立地に伴い、電力需要の増加が見込まれるとともに、今後、エネルギー供給事業者による

需要獲得の動きが想定されるところでございます。

なお、泊発電所につきましては、現在、規制委員会による審査が継続中でありまして、予断を

持って申し上げる状況にはございません。

以上でございます。

○白川祥二委員 次に、地域間格差の是正についてでありますけれども、５月に千歳市であった

説明会と同じ頃、約200キロメートル離れた名寄市の中心部付近では、王子マテリア名寄工場の

跡地で解体工事が進んでいました。

報道によりますと、名寄商工会議所の藤田会頭は、ラピダスも大事だが、道北にどんな波及効

果があるのか、札幌圏への一極集中が加速しないかと漏らされたそうです。

企業進出の実績にもその偏在ぶりが顕著に現れています。道などが公表する2021年度の道外企

業24社の進出先は、札幌だけで５割です。知事が全国１位と誇る2021年度末のサテライトオフィ

スの開設数も、110件のうち、札幌が56件と集中しています。

ラピダス進出で、人、物、金の流れが一層集中する可能性がある道内です。知事は、６月２日

の記者会見で、様々な期待と不安は素直にあると思うと述べつつ、全道への波及効果が何を目指

すかは、具体的には語りませんでした。
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今後、地域間格差をどう是正していくのか、部長の所見を求めます。

○鈴木一磨副委員長 経済部長中島俊明君。

○中島経済部長 経済政策についてでありますが、人口減少や高齢化の進展などにより、地域経

済の厳しさが続く中、道では、中小・小規模事業者の方々の事業継続に加え、生産性の向上や販

路拡大、さらには、道内各地の地域資源を活用した製品の開発や観光振興を着実に進めることが

重要と認識しております。

このため、道といたしましては、地域経済を支える人材の育成確保や新たなサービス・製品開

発への支援、さらには、道内各地の産業支援機関を通じたものづくり企業の技術力向上に取り組

みますとともに、食や観光の分野におきまして、どさんこプラザを活用した地場産品のテストマ

ーケティングや、地域の魅力を生かした観光地づくりへの支援などに取り組んでいるところでご

ざいます。

今後とも、振興局などを通じ、地域の事業者の方々の声を丁寧に把握しながら、各般の施策を

推進し、本道全体の経済活性化と持続的発展につなげてまいります。

以上でございます。

○白川祥二委員 報道によれば、５月の千歳市での説明会には、住民らから自然環境への影響な

どの質問が2000件超寄せられています。こうした住民の声に真摯に耳を傾け、環境に影響がない

か、継続的に検証し、情報公開する仕組みが求められます。

今後、工場の拡張など、一層の産業集積が期待されますが、環境に負荷を与えぬよう、国や道

などは計画的な立地を探る必要があるということを申し上げておきたいと思います。

次に、ゼロカーボン北海道推進基金については、さきの代表質問において各会派から質問があ

りましたが、皆さんの理解が得られない点は、中長期の財源確保のために積み立てた割には、ど

の事業に充当するのかは毎年度の予算編成に委ねられており、言い換えると、場当たり的な対応

なのではないかという感想を持ちます。

そこでまず、基金積立額を100億円とした考え方について伺います。

○鈴木一磨副委員長 ゼロカーボン推進局長髙山圭一君。

○髙山ゼロカーボン推進局長 基金についてでありますが、道では、さきの定例会で改正したゼ

ロカーボン北海道推進条例に基づき、2050年のゼロカーボン北海道の実現に向けた取組を推進す

るために必要な一定規模の財源を確保するため、企業局の電気事業収益からの繰出金70億円、民

間企業からの寄附金５億円、一般財源から25億円を積み立て、100億円規模の基金を設置するこ

とといたしました。

○白川祥二委員 さきの代表質問で、基金事業については、各年度の予算編成の中で毎年度検討

すると答弁されましたが、事業計画は立てていないのか、また、今後、立てるつもりはないの

か、伺います。

○鈴木一磨副委員長 ゼロカーボン戦略課長三ツ木寛史君。

○三ツ木ゼロカーボン戦略課長 基金事業についてでありますが、この基金を活用し、再エネ等
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の導入の地域支援や産業振興、人材育成など、道民の皆様や事業者の方々が脱炭素に資する事業

の財源として本基金を効果的に活用し、2030年度までに48％削減、その先のゼロカーボン達成に

向けた取組を進めてまいります。

○白川祥二委員 それであれば、基金を積み立てる必要性はなかったのではないかと思います

が、見解を伺います。

○髙山ゼロカーボン推進局長 基金についてでありますが、道では、さきの定例会で改正いたし

ましたゼロカーボン北海道推進条例に基づきまして、2050年のゼロカーボン北海道の実現に向け

た取組を中長期的な視点で推進するために必要な財源措置といたしまして、再エネ導入の加速化

や省エネ推進に資する事業に要する経費の財源に活用するための基金を設置することとしたもの

であり、また、民間企業からの寄附金を呼び込んでいく契機になることも期待しているところで

ございます。

○白川祥二委員 いずれにしても、毎年度の予算議論で決定するとなると、透明性、公平性に欠

くことになるのではないかと考えますが、見解を伺います。

○三ツ木ゼロカーボン戦略課長 基金事業についてでありますが、基金は、脱炭素を進めるため

に必要な事業の財源に充当していく考えであり、具体の事業については、将来的な脱炭素効果や

費用対効果のほか、より多くの道民の皆様や事業者の方々、市町村など、地域の取組につながる

波及効果も考慮し、各年度の予算編成の中で毎年度検討し、議会にお諮りしてまいります。

○白川祥二委員 次に、事業選定委員会的なものを活用する考えはないのか、伺います。

○三ツ木ゼロカーボン戦略課長 基金事業についてでありますが、基金は、脱炭素を進めるため

に必要な事業の財源に充当していく考えであり、具体の事業については、将来的な脱炭素効果や

費用対効果のほか、より多くの道民の皆様や事業者の方々、市町村など、地域の取組につながる

波及効果も考慮し、各年度の予算編成の中で毎年度検討し、議会にお諮りしてまいります。

○白川祥二委員 将来的な脱炭素効果や費用対効果のほか、より多くの道民や事業者、市町村な

ど、地域への波及効果も考慮するという答弁でしたが、こうしたプロセスについては、オープン

にされないまま、予算編成の中で検討されるということなのか、伺います。

○三ツ木ゼロカーボン戦略課長 基金事業についてでありますが、具体の事業については、将来

的な脱炭素効果や費用対効果のほか、より多くの道民の皆様や事業者の方々、市町村など、地域

の取組につながる波及効果も考慮し、各年度の予算編成の中で毎年度検討し、議会にお諮りして

まいります。

○白川祥二委員 毎年度の予算編成で検討するという答弁の繰り返しでありますが、それなら

ば、基金である必要性があるのか、疑問が残ります。再度、知事に伺いたいので、委員長のお取

り計らいをお願いいたします。

次に、中長期的な視点で財源を確保するとのことでありますが、今後の積み増しについてはど

のように考えているのか、伺います。

○髙山ゼロカーボン推進局長 基金についてでありますが、道では、ゼロカーボン北海道の実現
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に向けた必要な事業に中長期的に取り組むため、100億円規模の基金を設置することとしてお

り、本定例会で議決をいただいた後、基金への寄附を呼びかけるパンフレットを作成し、ほっか

いどう応援団会議の参画企業のほか、本道の脱炭素化に関心のある道内外の企業や団体に足を運

ぶとともに、ポータルサイトやＳＮＳなどにより効果的に発信するなど、多くの方に働きかけを

行い、基金への寄附金を積み増ししてまいります。

○白川祥二委員 次に、観光対策について伺います。

政府は、６月、2023年度版の観光白書を閣議決定し、その中で、新型コロナウイルス禍から観

光需要が回復する一方で、他国と比べて日本は観光産業の付加価値が低いとして、稼げる産業へ

の転換などについて指摘しています。

そこで、以下、その課題について伺います。

まず、2022年の訪日外国人旅行者数、日本人の国内宿泊旅行者数について、コロナ前の2019年

と比較してお示し願います。

○鈴木一磨副委員長 観光振興課長藤田栄一郎君。

○藤田観光振興課長 訪日外国人旅行者数などについてでございますが、日本政府観光局の発表

によりますと、2022年の訪日外国人旅行者数は383万人でありまして、2019年の3188万人と比較

いたしますと、約88％の減少となっております。

また、観光庁の旅行・観光消費動向調査によりますと、2022年の国内宿泊旅行延べ人数は２億

3247万人でございまして、2019年の３億1162万人と比較いたしますと、約25％の減少となってお

ります。

以上でございます。

○白川祥二委員 次に、2023年１月－３月期における訪日外国人旅行消費額について、2019年と

比較してお示し願います。

○藤田観光振興課長 訪日外国人消費額についてでございますが、観光庁の訪日外国人消費動向

調査によりますと、2023年１月－３月期の外国人旅行消費額は１兆103億円でございまして、

2019年１月－３月期の１兆1517億円と比較いたしますと、約12％の減少となっております。

以上でございます。

○白川祥二委員 次に、観光産業の本格回復について伺います。

訪日外国人旅行消費額は、2019年同期比で９割まで戻っているということですが、白書では、

経済全体に占める観光産業の付加価値額―観光国内総生産の比率は、2019年時点で日本を除

く先進７か国平均の４％を大きく下回る２％と低く、売上高を増やす必要があると指摘し、その

上で、賃金増や企業の再投資につなげる好循環を目指すとしていますが、中国本土客の復活等、

宿泊施設の働き手不足の解消の見通しが立たない中、観光支援の長期化による競争力低下を懸念

する声も上がっています。

そこで伺います。

まず、中国本土客の復活についてでありますが、道ではどのような対策を行ってきているの
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か、伺います。

○鈴木一磨副委員長 誘客推進担当課長大須賀康高君。

○大須賀誘客推進担当課長 中国本土からの誘客についてでございますが、新型コロナウイルス

感染症の５類移行による水際対策の終了に伴いまして、インバウンドの本格的な回復が見えてき

たところでございますが、中国本土におきましては、現在も日本への団体旅行が規制されてお

り、本年５月の訪日外客数は、2019年同月の２割弱程度にとどまっていると承知しております。

道では、これまでも、ポストコロナを見据えて、ウェブやＳＮＳなどを活用して、中国本土に

向けた情報発信を続けているところでございまして、今月８日から新千歳－上海便が再開され、

明日11日からは新千歳－北京間の運航が再開されます。

こうした直行便再開の動きを確実に捉え、中国本土からの需要回復につなげていけるよう、観

光振興機構などと連携しながら、中国の旅行博出展による現地旅行会社へのプロモーションや商

談会の開催など、各般の取組を進めてまいります。

○白川祥二委員 次に、宿泊施設の働き手不足の解消についてでありますが、道ではどのような

取組を進めているのか、伺います。

○鈴木一磨副委員長 観光地づくり担当課長新田清文君。

○新田観光地づくり担当課長 宿泊施設の人手不足への対応についてでありますが、道では、宿

泊や交通などの業界で深刻な問題となっている人手不足に対応するため、従業者向けのセミナー

や個別相談会など、新規雇用や就業者の職場定着に向けた取組のほか、経営の省力化などに資す

る設備投資に対する緊急支援などに取り組んでおります。

道といたしましては、今後も、宿泊事業者の皆様から人手不足の実態やニーズをお聞きしなが

ら、需要回復の受皿として不可欠な人材確保につながるより効果的な取組を進めてまいります。

以上でございます。

○白川祥二委員 次に、観光支援事業の長期化による競争力低下についてありますが、心配の声

が上がっていますけれども、道としての認識とその対応について伺います。

○鈴木一磨副委員長 経済部観光振興監槇信彦君。

○槇経済部観光振興監 観光産業の活力向上についてでありますが、長期にわたるコロナ禍にお

いて大変厳しい経営を強いられてきた宿泊業をはじめ、観光関連事業者の皆様の企業競争力を維

持していくため、道では、国や観光振興機構と連携し、数次にわたる旅行割引事業や「ＨＯＫＫ

ＡＩＤＯ ＬＯＶＥ！」キャンペーンなどによる需要喚起策のほか、事業継続に向けた資金面で

の支援など、緊急対策を行ってまいりました。

道としましては、この厳しい時期を乗り越えてきた事業者の皆様が本道のリーディング産業で

ある観光の担い手として、今後も大きな役割を果たしていただけるよう、人手不足への対応をは

じめ、経営体質の強化に必要な支援を行っていくほか、観光産業全体の活力向上に向けて、国内

外の旅行者のニーズに対応した商品開発や受入れ環境の整備など、事業者の皆様と一体となって

取組を進めてまいります。
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以上です。

○白川祥二委員 種々御答弁をいただきましたけれども、宿泊業界は、もともと、低賃金、長時

間労働のイメージがあり、新型コロナ禍で休職や失職をするリスクが露呈されたところであり、

大変厳しい環境にあるというふうに思います。

人手不足の解消に向けては、もちろん、デジタル化の推進による労働の効率化など、行政が観

光産業全体を積極的に支援していく必要があるということは申し上げておきますけれども、問題

は、やはり、単純労働のところの人材不足だというふうに思いますので、よくお考え願いたいと

思います。

次に、宿泊税について伺います。

道や札幌市など道内各自治体で、法定外目的税である宿泊税の導入検討を再開する動きが出て

います。

新型コロナウイルスの感染拡大で、2020年以降、議論は休止されていましたが、観光需要が回

復しつつある中、財源確保を急ぐ狙いがあると思いますが、税額などをめぐり、道に対して一部

自治体が反発を強めているほか、料金値上げに直結するため、宿泊業者に慎重論も根強いものが

あります。

こうした中、知事は、５月の記者会見で、観光需要の回復状況を見極めた上で、検討を再開し

ていきたいと、約３年ぶりに宿泊税の議論を再開する考えを改めて示されましたが、宿泊税導入

に対する一部自治体からの反発や宿泊業者からの慎重論について、どのように受け止め、どのよ

うに対応していくおつもりなのか、伺います。

○鈴木一磨副委員長 観光局長兼誘客担当局長近藤広秋君。

○近藤観光局長兼誘客担当局長 観光振興を目的とした税の検討についてでありますが、新税の

検討に当たっては、納税していただく皆様の御理解をいただくためにも、道と同様に新税の検討

を進めている市町村との情報共有や調整を効果的に行うことが重要であり、道といたしまして

は、近く設置する懇談会のオブザーバーとして関係市町村に参加をいただくほか、道と市町村に

よる意見交換を行う機会を設けるなどし、必要な調整を行ってまいります。

また、懇談会には、宿泊業をはじめ、関係団体の代表者にも御参加をいただき、それぞれの立

場から御意見をいただくほか、各団体の関係者の方々に対しましても、道の検討状況を丁寧に説

明していきたいと考えており、こうした取組を通じ、事業者の皆様の御理解と御協力をいただけ

るよう努めてまいります。

以上でございます。

○白川祥二委員 道が宿泊税のような独自の課税を検討する際には、まずは、関係自治体との丁

寧な調整と事業者になぜ必要なのかという説明責任をしっかり果たすことが重要である、この点

を強く申し上げておきたいと思います。

次に、いわゆる2024年問題について伺います。

働き方改革の一環で、来年４月から運転手の残業時間に年960時間の上限規制が適用され、こ
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れに伴い、輸送能力の低下が見込まれ、2024年度に14％、2030年度には34％不足するとの試算も

あり、物流業界では、残業規制が強化される2024年問題への対応が急務となっています。

人手不足の深刻化が懸念される中、トラック運転手の労働環境の改善に 優先に取り組んでい

く必要があります。

そこで伺います。

まず、2024年問題について、労働政策の視点から、道としてどのように認識しているのか、伺

います。

○鈴木一磨副委員長 雇用労政課長兼働き方改革推進室長佐川泰隆君。

○佐川雇用労政課長兼働き方改革推進室長 いわゆる2024年問題についてでありますが、長時間

労働は、健康の確保を困難にするとともに、仕事と家庭の両立を困難にし、少子化の原因、女性

のキャリア形成を阻む原因にもなることから、是正していくことが必要なものであります。

2018年に公布された働き方改革関連法が段階的に施行され、トラック・バス・タクシー運転手

といった自動車運転の業務などは、来年４月から時間外労働の上限規制が適用されると承知して

ございます。

道といたしましては、時間外の上限が遵守されることが重要と考えておりますが、一方で、時

間外上限の遵守により、人手不足が一層深刻化することも懸念されるものと認識してございま

す。

○白川祥二委員 次に、運転手の労働時間と所得について伺います。

運転手の労働時間は、全産業の平均と比べて約２割長く、年間賃金は約１割から２割低い傾向

と言われています。

賃金は業種や各企業によるものでありますが、とりわけ気がかりなのは、脳や心臓疾患に関わ

る労災補償の件数が突出して多いことです。このことに対する道の所見や取組について伺いま

す。

○鈴木一磨副委員長 労働政策局長鶴蒔徹君。

○鶴蒔労働政策局長 運転手の長時間労働などについてでありますが、厚生労働省によります

と、長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす も重要な要因と考えられ、さらに

は、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られており、長時間労働の是正

は重要なものと考えております。

このため、道では、これまで、各振興局において労使を対象とした過重労働問題や労災防止な

どをテーマとした労働問題セミナーを開催するほか、労働災害の防止や職場の健康管理の促進を

図るため、産業医の育成を支援してきたところであり、今後とも、これらの取組を継続するとと

もに、国や関係団体と連携し、労働関係法令の遵守について周知、啓発に努めてまいります。

以上です。

○白川祥二委員 次に、商慣行の是正についてでありますけれども、運送会社は中小企業がほと

んどで、大企業などの荷主より立場が弱いと指摘されています。
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受注した仕事を安い運賃で、さらに別の零細事業者に回す事例も少なくありません。

まずは、非効率で不公正な商慣行を是正しなければならないと思いますが、所見を伺います。

○鈴木一磨副委員長 中小企業課長菅野則彦君。

○菅野中小企業課長 下請取引の適正化などについてでありますが、道が実施している企業経営

者意識調査の直近の結果では、価格高騰の影響を価格転嫁できている割合が５割未満とする企業

の割合が、運輸業においては81％と大変厳しい経営環境にあり、健全な事業運営を行うために

は、元請・下請事業者が燃料価格を含めたコスト増に対し適切な理解を行い、公正な分担を図っ

ていくことが必要であります。

このため、道では、北海道経済産業局と連携の下、道内経済団体等により構成される会議体を

設置の上、元請事業者の自主的な取引慣行の是正を促すパートナーシップ構築宣言の普及を促進

し、宣言を行った事業者に対し、低利な融資メニューを用意するほか、補助金等の審査時におけ

る加点措置を講じているところでございます。

道としては、こうした取組に加え、下請事業者の経営体質強化に資する伴走型経営相談や専門

家派遣などを通じ、運送業をはじめとした中小・小規模事業者の下請取引の適正化に取り組んで

まいります。

○白川祥二委員 本当にここはしっかりと適正化に取り組んでほしいと思います。

それぞれ種々答弁をいただきましたけれども、物流の効率化や再配達率の抑制、共同配送、業

界監視の強化といった点などについては、総合政策部の所管になると思いますので、ここでは質

問をいたしませんが、2024年問題については、関係部との連携を密にしながら、ドライバーさん

の労働環境の改善、向上に向け、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。

次に、外国人労働について伺います。

今、外国人労働の受入れが大きな変革期を迎えようとしています。

政府は、技能実習制度を廃止し、人材確保を明確にした新制度創設の方針を決めています。特

定技能２号の対象に、農業や漁業、食品製造などを加え、現在の２分野から11分野に拡大、技能

実習に代わる新制度を入り口にして特定技能へとつなげる方向で、実質的に無期限の外国人労働

に道を開くとも言えます。

そこで、以下、伺います。

まずは、新制度創設の方針についてでありますが、政府が技能実習制度を廃止し、新制度創設

の方針を決めたことについて、道の所見を伺います。

○鈴木一磨副委員長 産業人材課長堀内一宏君。

○堀内産業人材課長 技能実習制度の見直しについてでありますが、国においては、有識者会議

を設置し、技能実習制度の改正に向けて議論が進められており、先般示された、経済財政運営と

改革の基本方針2023において、現行の技能実習制度を実態に即し、人材確保と人材育成を目的と

した新たな制度の創設などについて、今後の有識者会議の議論等も踏まえて、その具体化に向け

て取り組むこととされたところでございます。
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道としては、新たな制度が企業と実習生の双方にとって、よりよい就労環境の整備につながる

制度となるよう期待をしているところでございます。

以上でございます。

○白川祥二委員 次に、地方から都市部への流出についてでありますが、本来、転籍や転職は、

労働者の権利であり、制限は問題であり、米国などからも改めるよう勧告を受けてきた経緯があ

ります。

ただ、道内では、地方の職場から都市部に流出することも予想され、一部制限案も浮上してい

ます。こうしたことに対する道の認識と、今後どのように対応していくお考えなのか、伺いま

す。

○堀内産業人材課長 外国人労働者の道外への転出についてでありますが、技能実習生の方々を

はじめ外国人労働者は、全道各地の様々な産業で活躍され、地域経済の維持発展に向け、重要な

存在となっておりますが、道が昨年度行った調査では、技能実習修了後、道外へ就労する実習生

が全体の２割を占める実態にあるところでございます。

道としては、外国人労働者の方々の人権が尊重され、よりよい就労環境となるよう、外国人材

定着の好事例等を紹介する企業向けセミナーを開催するなど、今後とも、外国人労働者に選ば

れ、働き暮らしやすい環境づくりに取り組んでまいります。

以上でございます。

○白川祥二委員 次に外国人労働の長期ビジョンについて伺います。

国の有識者会議は、共生社会の実現、外国人の人権に配慮を柱に、労働力と位置づけるよう求

めております。まずは、国において、外国人労働の長期ビジョンを明らかにするべきだと考えま

すが、道の所見を伺います。

○鈴木一磨副委員長 産業人材担当局長岡本拓司君。

○岡本産業人材担当局長 外国人労働の長期ビジョンについてでございますが、国の有識者会議

では、技能実習制度について、その制度目的と実態を踏まえた制度の在り方や、外国人の方々が

中長期的に活躍できる制度の構築などについて、 終報告書の取りまとめに向けた議論が進めら

れており、当該会議には、知事が構成員として参画をし、企業と実習生の双方にとって、よりよ

い就労環境の整備につながる制度となるよう、地域の実情を踏まえた提案を行ってきているとこ

ろでございます。

○白川祥二委員 御答弁いただきましたけども、円安や産業衰退で日本で働く魅力が弱まってお

り、今や、かつてのような黙っていても日本に来てくれる外国人は多くありません。

露骨な囲い込みではなく、選ばれる努力が必要になってきているということをしっかりと念頭

に置いて、この外国人労働の問題に向き合っていく必要があるということを強く申し上げておき

たいと思います。

次に、電気料金などの高騰対策について伺います。

報道によりますと、６月１日から家庭向け電気料金を値上げした北海道電力は、燃料価格の高
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騰分を利用者に事実上全て転嫁できるようになり、規制料金の値上げ分で年304億円の増収を見

込み、自由料金の値上げ分も加え、財務の立て直しを図るとしていますが、その一方で、国の激

変緩和対策による値引きがあるとはいえ、物価高にあえぐ道民や事業者などは非常に大きな負担

増を強いられています。

激変緩和対策により、今年の２月から10月までの検針分は値引きがありますが、11月検針分以

降は実質的な再値上げとなる可能性が拭えません。

そこで、以下、具体的に伺います。

初めに、北電独自の負担軽減策についてでありますが、北電の電気料金は、沖縄電力に次いで

高い水準となっています。

報道によりますと、現時点で北電は独自の負担軽減策を講じない考えであり、2026年12月に想

定している泊原発３号機の再稼働後に値下げする方針を示しつつ、具体的な下げ幅は明らかにし

ていません。

こうした状況に道民の不安や不満は募るばかりですが、こうした北電の動向について、道はど

のように受け止めているのか、伺います。

○鈴木一磨副委員長 エネルギー政策担当課長篠原裕史君。

○篠原エネルギー政策担当課長 電気料金についてでございますが、北電は、今年１月に、国に

対し、燃料価格の高騰などを理由に、電気料金を34.87％値上げすることを申請し、審査の結

果、23.22％まで圧縮したものの、値上げにより、道民の皆様の生活と道内経済に大きな影響を

及ぼしているものと認識しております。

このため、道では、北電に対しまして、値上げに対する道民の皆様の厳しい声を真摯に受け止

め、経営の合理化、効率化について、あらゆる分野で 大限の努力を行っていただくとともに、

道民の皆様に対しまして、丁寧で分かりやすい説明を行うよう、様々な機会を通じて申し入れて

いるところでございます。

○白川祥二委員 次に、北電の電源構成について伺います。

ウクライナ侵攻に伴う世界的な燃料価格の高騰を受け、北電が値上げするのは仕方がないとし

ても、燃料価格の値上がりリスクをそのまま消費者に転嫁する経営は見直すべきだと考えます。

そもそも、北電の電源構成は、化石燃料の使用割合が高く、全体の７割ほどを占めており、石

炭などの高騰が経営を直撃しています。

地球温暖化防止の観点からも、化石燃料の使用比率を減らす必要があると考えますが、道の所

見を伺います。

○篠原エネルギー政策担当課長 電源構成についてでございますが、暮らしと経済の基盤である

電力は、安全性の確保を前提に、安定供給、経済効率性、環境への適合を基本的視点として、社

会経済の変化にも柔軟に対応できるよう、様々な電源の特性が生かされた多様な構成とすること

が重要でございます。

北電によれば、2021年度における送電電力量などに基づく電源構成実績は、水力が５％、再生
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可能エネルギーが16％、石炭が42％、石油が12％、液化天然ガスが10％、その他が15％となって

おります。

また、北電の「経営ビジョン2030」によりますと、カーボンニュートラルの実現に向け、2030

年度までに発電電力量に占める非化石電源比率60％以上を目指していると承知しております。

○白川祥二委員 次に、原発の経済性について伺います。

北電は、再エネ中心ではなく、泊原発を中心とする経営計画を描いていますが、原発は、運転

期間が長くなるほど点検期間も長くなり、そうなると、稼働率は下がり、収益も落ちると言われ

ています。再稼働に必要な安全対策費も2000億円台まで増え、その経済性が問われています。

原発の経済性に対する道の所見を伺います。

○西岡資源エネルギー局長兼風力担当局長 原発の経済性についてでございますが、国のエネル

ギー基本計画では、原子力は、燃料投入量に対するエネルギー出力が圧倒的に大きく、優れた安

定供給性と効率性を有しており、運転コストが低廉なことなどから、安全性の確保を大前提に、

長期的なエネルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード電源としているところでご

ざいます。

北電では、泊発電所の再稼働後は、火力発電所の燃料費削減につながるため、適正な料金水準

で値下げをするとしているところでございます。

道としては、原発は何よりも安全性の確保が大前提であり、安全性や必要性につきましては、

国が責任を持って丁寧な説明を行い、国民の皆様の理解と信頼を得ていくことが重要と考えてい

るところでございます。

以上でございます。

○白川祥二委員 次に、送電網の整備について伺いますけれども、原発は、過渡期の電源で、未

来の電源とまでは言い切れません。一方、再エネの発電コストは、技術革新が進み、下がってき

ています。

ただ、その拡大には送電網などの整備が必要になりますが、将来の経営基盤を安定させる投資

になるものと考えます。送電網の整備に対する道の所見を伺います。

○岩崎新エネルギー担当課長 送電網の整備についてでありますが、本道は、電力系統の規模が

小さく、系統制約が課題となっておりますことから、本道が有する再エネのポテンシャルを発揮

する上でも、送電網の整備は不可欠であると考えております。

こうした観点から、道では、これまで、国に対し働きかけを行い、ノンファーム型接続が2021

年１月から順次適用されておりますほか、電力広域的運営推進機関が将来の広域連携系統の長期

展望をまとめたマスタープランでは、道内地内系統の増強方策が示されたところでございます。

また、本道と本州を結ぶ2027年度末に完成予定の新々北本連系線に加えまして、日本海側の

200万キロワットの海底直流ケーブルの整備も進められております。

道といたしましては、こうした動きを踏まえまして、引き続き、送電網の整備に向けまして、

国や電力事業者に働きかけてまいります。
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○白川祥二委員 初の質問でラピダスについて取り上げましたけれども、次世代半導体の開

発、製造のラピダス社の千歳進出は、将来的に再エネを使ってエネルギー源を脱炭素化できると

判断したことが背景にあると言われています。

企業が使う電力が再エネ由来かどうかは、今後、進出の基準の一つになるだろうという点につ

いて、改めて申し上げておきたいと思います。

後に、ＬＰガス料金について伺います。

地方を中心に約４割の世帯が使うＬＰガスをめぐり、料金や商慣行の不透明さが問題視されて

おります。

経済産業省の有識者会議が、ＬＰガス業界の料金の仕組みについて、規制の強化を検討し、今

年の夏にも報告書をまとめる予定だと言われております。

報道によりますと、ＬＰガスを使うアパートなどの賃貸住宅では、商慣行として、給湯器やコ

ンロなどをガス会社が無償で設置し、その費用をガス料金に上乗せして入居者から徴収する例が

多く、設置費の転嫁分を明示しているケースは少ないといいます。

入居者にとっては、請求されたガス料金が適正かどうかが分からず、不当に高額なガス料金を

支払わされているといった苦情も出ています。

そこで、具体的に伺います。

これまでの慣行を改め、料金体系を透明化することが不可欠だと考えますが、道の所見を伺い

ます。

○鈴木一磨副委員長 産炭地・保安担当課長三宅亮君。

○三宅産炭地・保安担当課長 ＬＰガスの料金体系についてでございますが、賃貸集合住宅で

は、ＬＰガス販売事業者が家主にガス消費機器などを無償貸与し、本来、家賃に含まれるべきそ

の費用をガス料金と共に回収するといった商慣行があり、消費者の中には、こうした状況を知ら

されないまま入居しているケースもありますことから、取引の適正化や消費者保護の観点から課

題になっているものと承知しております。

道といたしましては、一般消費者等が安心してＬＰガスの供給を受けられますよう、取引の適

正化と料金の透明化を進めていく必要があるものと考えております。

○白川祥二委員 経済産業省の調査では、オーナー側の要求で無償設置を行ったＬＰガス会社は

全体の約６割に上っており、要求を断ると取引を打ち切られる事例もあるといいます。

このため、経産省は、2017年、ガス料金の標準的な料金メニュー等の公表などを求める取引適

正化指針を策定しましたが、強制力や罰則はなく、実効性が担保されないことから、設備費の明

細を示すよう法制化すべきといった声が上がっていますが、道の所見を伺います。

○西岡資源エネルギー局長兼風力担当局長 設備費の明示についてでございますが、国では、Ｌ

Ｐガスの取引の適正化と料金の透明化に向け、平成29年に、ＬＰガス料金の請求に際し、算定根

拠を明示するよう関係省令を改正したほか、「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指

針」を策定したところでございます。
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また、賃貸集合住宅におけるＬＰガス料金の透明化を図るため、令和３年６月に、不動産業界

等に対し、入居前の消費者にＬＰガス料金の情報を提示する取組の協力依頼を行ってきたところ

でございます。

さらに、今般、商慣行の是正に向けたさらなる措置につきまして、液化石油ガス流通ワーキン

ググループにおいて検討を行っているものと承知しているところであり、道としては、賃貸集合

住宅における取引の適正化を図るには、より実効性のある制度の下で取り組んでいくことが必要

と考えておりまして、国の検討状況を注視してまいります。

以上でございます。

○白川祥二委員 不動産業界を所管している国土交通省の責任も大きいものがあります。

不動産業者が賃貸物件を紹介する際には、ＬＰガス料金の仕組みや水準をあらかじめ説明する

よう義務づけることも重要な検討課題になると思います。

利用者保護に向け、建設部とも連携を密にしながら、国に対し働きかけを行うなど、積極的な

取組をお願いし、私の質問を終わります。

ありがとうございました。

○鈴木一磨副委員長 白川委員の質疑並びに質問は、総括質疑に保留された事項を除き、終了い

たしました。

荒当聖吾君。

○荒当聖吾委員 通告に従いまして、以下、経済部所管事項について伺ってまいります。よろし

くお願いいたします。

半導体関連産業の集積促進についてであります。

先端半導体の国産化を目指し、ラピダス社が本道において製造拠点を整備することを決定し

たことを受けまして、道においては、北海道次世代半導体産業立地推進本部を立ち上げ、全庁的

な支援体制を構築するとともに、４月から新たな組織として次世代半導体戦略室を設置し、ラピ

ダス社の立地が円滑に進むよう速やかに体制を整え、様々な支援に取り組んでいるものと認識を

しております。

一方で、ラピダス社の事業計画の詳細が明らかとなっておらず、また、半導体の量産化に向け

た水や電力の供給や人材育成の必要性などが指摘をされており、このような状況の中、次世代半

導体製造拠点の早期整備や、さらには、その先の半導体関連産業の集積を促進していくため、道

としてどのように取り組んでいかれるのか、以下、伺ってまいります。

まず、これまでの取組についてであります。

ラピダス社が示す整備スケジュールでのプロジェクトの実現について、これまで道としてどの

ような課題にどのように取組をされてきたのか、伺います。

○鈴木一磨副委員長 次世代半導体戦略室参事田村耕志君。

○田村次世代半導体戦略室参事 製造拠点の整備についてでありますが、ラピダス社が千歳市に

おいて進める次世代半導体の製造拠点整備事業については、2025年のパイロットラインの稼働、
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2027年の量産開始というスケジュールが示され、プロジェクトの成功に向けまして、様々な取組

がハイスピードで進められているところと承知しております。

こうした中、道では、国や千歳市等と連携しながら、インフラの整備や人材の育成確保など、

様々な課題の対応についてスピード感を持って取り組んでいるところでございます。

○荒当聖吾委員 人材育成等について伺います。

ただいまの答弁で、半導体人材の育成や確保への対応に取り組んできたとのことであります

が、このたびのラピダス社の立地を契機として、本道の半導体関連産業の振興を図っていく上

で、重要な視点と考えます。

今後、道としてどのように取り組む考えなのか、改めて伺います。

○田村次世代半導体戦略室参事 半導体人材の育成等についてでありますが、国では、道や道内

大学、高専をはじめ、関係機関で構成する北海道半導体人材育成等推進協議会を設立し、モデル

カリキュラムの作成、導入など、半導体人材の育成などに取り組むこととしております。

道といたしましては、こうした取組に積極的に貢献するとともに、道立高校やＭＯＮＯテクで

の出前講座や、道内の大学と連携した学生向けのセミナーなどにより、半導体関連産業を持続的

に支える人材の育成に取り組むほか、道内の大学や高専の卒業生の就職動向などを丁寧に把握し

ながら、必要に応じ、マッチングや誘致といった取組により、人材の確保の支援に努めるなど、

適切に対応してまいります。

○荒当聖吾委員 次に、道の役割と支援について伺います。

このプロジェクトは、単に民間企業の半導体製造拠点整備といったものにとどまらず、 先端

半導体の開発、量産化において、我が国が遅れを挽回する契機となり得るものでありまして、国

においても、 先端半導体の国産化を国家プロジェクトと位置づけております。

また、本道から見ても今までにない規模のプロジェクトであり、その経済効果も大変大きなも

のと見込まれることから、今答弁がありましたような様々な課題に対し、関係機関が連携しつつ

も、役割をしっかり果たしながら、課題解決を着実に進めていくことが重要であると考えます

が、道の所見を伺います。

○鈴木一磨副委員長 次世代半導体戦略室長青山大介君。

○青山次世代半導体戦略室長 道の役割などについてでございますが、道では、庁内の推進体制

に加え、国や千歳市、関係機関、さらには経済団体などとの連携体制を構築し、こうした枠組み

を活用しながら、当社と事業計画を共有し、必要な支援に迅速に取り組んでいるところでござい

ます。

今後も、製造拠点の整備に向けた取組の段階に応じ、事業主体であるラピダス社はもとより、

国、立地自治体である千歳市、さらには、広域自治体である道がそれぞれの立場で役割を果たし

ながら取り組むことが重要であると考えております。

○荒当聖吾委員 次に、本道経済の活性化についてであります。

次世代半導体の製造拠点の整備に向けた、道のこれまでの取組の役割について答弁をいただき
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ました。

ラピダス社のプロジェクトを成功させることは重要なことではありますが、このたびの立地を

一過性のものにとどめず、道内全体の経済発展につなげていくことが重要であると考えます。

個人的にはいろいろ考えもあるのですが、ここでは、道としてそのために今後どのようにお取

り組みになるのか、伺います。

○鈴木一磨副委員長 経済部長中島俊明君。

○中島経済部長 経済の活性化についてでありますが、道といたしましては、ラピダス社の立地

をチャンスと捉え、半導体の製造、研究、人材育成等が一体となった複合拠点の実現を目指し、

同社の支援に努めるとともに、道内企業の参入促進や関連産業の集積などに着実に取り組んでい

くことが重要と認識しております。

このため、今後の取組の指針となる仮称・北海道半導体産業振興ビジョンを年度内に取りまと

め、このビジョンの下、産学官が緊密に連携し、本道の強みを生かした各般の施策を戦略的に推

進することにより、本道全体の経済活性化と持続的発展につなげてまいります。

以上でございます。

○荒当聖吾委員 ４点伺いました。

極めて個人的な話になって恐縮なのですが、私は、道内工業高校の電子機械科の教員を務めて

まいりました。率直に申し上げて、ラピダス社が道内進出をされることは、歓迎していることは

当然なのですが、懸念もございます。

ラピダス社の目指す回路幅２ナノメートルの次世代半導体は本当に完成させることができるの

か、インフラの整備はどのように描かれて、どのように実現しようとされているのか、また、何

よりも人材の育成や確保は大丈夫なのか。さっきは言いませんでしたが、私の地元の空知から労

働人口がたくさん流出して、空知の市町が大きな社会減となるのではないだろうか。

10年間で５兆円の投資は失敗することの許されない大事業でありますが、大丈夫なのでしょう

か。アメリカや中国なども半導体製造に本気で動いております。韓国や台湾も現時点で世界的な

シェアを持っているこの今、半導体大国がひしめき合う中で、ラピダス社製造の半導体が本当に

シェアを広げていくことができるのかどうか。

例えば、今し方、約４年ぶりに韓国をホワイト国に復帰させる政令改正を決定したようです

が、いわゆる、フッ化ポリイミド、フッ化水素、フォトレジストという化学品がありまして、こ

れら３品目は、我が国の製造力が世界 高水準でありまして、とりわけ、フォトレジストは、日

本のお家芸で、世界的シェアをほぼ独占しておりますが、これらの工場も北海道に誘致すること

はできないかなと。もっと申し上げますと、そもそも、この半導体製造のライフラインである大

事な３品目の増産、供給も大丈夫なのかなというふうに懸念をしております。

また、大学や高専ばかりが人材なのではなく、先ほどは道立学校というお話もございました

が、工業高校でも豊富な人材を育成しております。札幌や苫小牧の工業高校をはじめ、全道の工

業高校で、半導体製造の成功を勝ち取るために、道教委とも連携をされて、工業高校の振興も併
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せてお願いをするところであります。

この問題につきましては、ただいまの懸念も含めまして、知事にお考えをお伺いしたいと思っ

ておりますので、委員長におかれましてはお取り計らいをいただきますようよろしくお願いいた

します。

次に、地球温暖化防止対策基金についてであります。

令和５年度において、ゼロカーボンに関連のある事業として整理をした事業の総額はどのよう

になっているのか、伺います。

また、そのうち、基金を活用した事業の総額は19億円ということでありますが、基金を活用す

る事業について、どのような基準により事業を選定しているのか、併せて伺います。

○鈴木一磨副委員長 ゼロカーボン戦略課長三ツ木寛史君。

○三ツ木ゼロカーボン戦略課長 基金事業についてでありますが、本年度のゼロカーボン関連事

業の総額は、基金を活用した事業を含め、約170億円となっております。

この基金は、先駆性やモデル性、地域への波及性を考慮し、再エネなどの導入の地域支援、産

業振興、人材育成など、脱炭素に資する事業の財源に充当していく考えであり、具体の事業につ

いては、将来的な脱炭素効果や費用対効果のほか、より多くの道民の皆様や事業者の方々、市町

村など、地域の取組につながる波及効果も考慮し、各年度の予算編成の中で毎年度検討してまい

ります。

○荒当聖吾委員 次に、基金を充当していない事業にはどのような事業があり、それらの事業に

はなぜ基金が充当されていないのか、伺います。

○三ツ木ゼロカーボン戦略課長 ゼロカーボン関連の事業についてでありますが、基金を充当し

ていない事業としては、森林整備などの吸収源対策やリサイクル設備機器の整備のほか、空港の

航空灯火のＬＥＤ化などであり、それら事業については、森林環境譲与税や循環利用促進税、国

の補助金など、基金以外の財源を活用することとしております。

○荒当聖吾委員 次に、基金事業の効果についてであります。

本年度の基金事業を実施することによる二酸化炭素排出量の削減効果について、どの程度を見

込んでいるのか、伺います。また、事業実施後、どのように効果を検証していかれるのか、併せ

て伺います。

○三ツ木ゼロカーボン戦略課長 ゼロカーボン関連の事業についてでありますが、本年度につい

ては、本道のポテンシャルを 大限に生かす洋上風力発電の加速化や、次世代半導体の拠点整備

などの産業振興、地域及び交通、農業、水産など、各分野の脱炭素化、道民の皆様や事業者の方

々への働きかけのほか、吸収源対策や道有施設の脱炭素化などの取組に基金を充当しており、必

ずしも個別の削減効果が算出できる事業とは限りませんが、2030年度までの48％削減、その先の

ゼロカーボン達成に向け、しっかり取り組むとともに、算出可能なものについては、温室効果ガ

ス排出量の削減状況なども把握しながら、事業効果について検証してまいります。

○荒当聖吾委員 次に、基金の充当額についてであります。
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本年度は、基金から19億円を取り崩して事業を実施するものと承知しております。

今後、毎年度19億円を取り崩し、事業を実施していくのか、毎年度における基金充当額のお考

えについて伺います。

○鈴木一磨副委員長 ゼロカーボン推進局長髙山圭一君。

○髙山ゼロカーボン推進局長 基金事業についてでありますが、道では、中長期的な視点で継続

的に施策展開を図る観点から、このたび100億円規模の新たな基金を設け、再エネ等の導入の地

域支援や産業振興、人材育成など、道民の皆様や事業者の方々が脱炭素に資するモデル的、先駆

的な取組に挑戦できる事業の財源として本基金を効果的に活用し、2030年度までに48％削減、そ

の先のゼロカーボン達成に向けた取組を進めてまいる考えであります。

なお、具体の事業については、各年度の予算編成の中で毎年度検討し、議会にお諮りしてまい

ります。

○荒当聖吾委員 次に、今後の基金の積立てについてであります。

今回、基金に100億円を積み立てたとのことでありますが、本年度のように毎年度19億円程度

を充当していくと、５年後には基金は枯渇することになってしまいます。

今後、19億円を超える年度があれば、さらに早い段階で基金が枯渇するものと考えます。ゼロ

カーボンを達成するため、寄附金により基金を積み増していくとのことでありますが、今後、ど

の程度寄附金が集まるのかも不透明である一方で、削減目標年は切迫していると考えます。

初の目標であります2030年度の48％削減の達成に向けて、中長期的に施策を展開していくた

め、今後の基金の積立てについてどのように取り組まれるのか、伺います。

○鈴木一磨副委員長 経済部ゼロカーボン推進監今井太志君。

○今井経済部ゼロカーボン推進監 ゼロカーボン関連の事業についてでございますが、本基金

は、ゼロカーボン北海道の実現に向け、中長期的な視点で継続的に施策展開を図る観点から、

100億円規模の基金を設置することとしておりまして、本定例会で議決をいただいた後、基金へ

の寄附を呼びかけるパンフレットを作成し、それを活用して、ほっかいどう応援団会議の参画企

業のほか、本道の脱炭素化に関心のある道内外の企業や団体に足を運びますとともに、ポータル

サイトやＳＮＳなどにより効果的に発信するなどの取組をいたしまして、多くの方に働きかけを

行い、基金への寄附金を積み増していくことができるよう取り組んでまいります。

○荒当聖吾委員 今回は、ゼロカーボン北海道の推進につきまして、特に基金について伺いまし

たが、ただいまのゼロカーボン推進監の御答弁で、基金への寄附を呼びかけていくほか、多くの

方に働きかけを行い、寄附金を積み増していくなどとお答えをいただいております。

しかしながらといいますか、私もインターネットで調べたのですが、地球温暖化防止対策基金

を調べてみますと、もはや、今、様々な市町、県が寄附金のお願いをしているところが確認でき

まして、今おっしゃった寄附金を積み増していくためには、一層の御尽力をいただくことになる

と思われます。

ゼロカーボン北海道の実現については、何としても成し遂げたい気持ちもございますので、御
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苦労をおかけいたしますが、どうか御尽力いただきますようによろしくお願いを申し上げる次第

であります。

また、この問題につきましても、知事のお考えを直接聞きたいと思っておりますので、お取り

計らいをいただきますようよろしくお願いいたします。

後に、温泉を活用した観光戦略についてであります。

全国に2900か所ある温泉地のうち、北海道には228か所が所在をしており、他県と比較して

も、数、泉質ともにバラエティーに富んでおります。

温泉は観光資源として活用できるものと考えますが、道では、これまで、温泉を活用した観光

地づくりにどのように取り組んでこられたのか、伺います。

○鈴木一磨副委員長 観光地づくり担当課長新田清文君。

○新田観光地づくり担当課長 温泉を生かしました観光地づくりについてでありますが、本道に

は数多くの魅力ある温泉があり、道内各地域では温泉を生かした個性豊かな取組が行われており

ます。

例えば、豊富町では、湯治とワーケーションを組み合わせた旅行商品を造成し、積極的なＰＲ

が行われておりますし、それから、弟子屈町では、温泉浴と森林浴を組み合わせた観光コンテン

ツの開発などが進められておりまして、道では、こうした取組に対しまして、北海道観光振興機

構と連携し、支援を行ってきたほか、昨年度は、道内の温泉地を巡るスタンプラリーを実施し、

温泉を核とした周遊観光の促進を図ってきたところでございます。

以上でございます。

○荒当聖吾委員 次に、インバウンドの状況についてであります。

コロナ禍前には、多くの外国人が本道を訪れ、温泉も利用されていたものと考えますが、新型

コロナウイルス感染症の影響により、外国人観光客は激減をいたしました。

近では、海外への直行便も復活するなど、インバウンドも徐々に回復しているところと伺っ

ておりますが、本道への外国人観光客の入国の状況について伺います。

○鈴木一磨副委員長 誘客推進担当課長大須賀康高君。

○大須賀誘客推進担当課長 外国人の本道への入国状況についてでございますが、新型コロナウ

イルス感染症に関する水際対策の段階的な緩和に伴いまして、国際線が順次再開され、本道にお

いても、現在までに、韓国や台湾など７か国から、新千歳、旭川、函館空港へ直行便が運航され

ており、本道空港への入国外国人数は、直近の４月で約６万人、2019年同月と比較し、約５割ま

で回復してきたところでございます。

2019年に年間で約２割を占めていた中国本土からの観光客につきましては、日本への団体旅行

が現在も制限されており、回復は遅れているところでございますが、今月８日から新千歳－上海

間の直行便が再開され、明日11日からは新千歳－北京間の直行便も再開されるなど、今後、さら

にインバウンドの増加が期待されるところでございます。

以上です。
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○荒当聖吾委員 次に、自然や温泉を活用した観光の推進についてであります。

道内に豊富に存在する温泉などの地域資源を海外にも幅広くＰＲすることなどにより、一層の

インバウンドの回復に結びつけていくべきと考えますが、道の見解を伺います。

○鈴木一磨副委員長 経済部観光振興監槇信彦君。

○槇経済部観光振興監 温泉などを活用したインバウンドの推進についてでありますが、近年、

世界的に健康志向が高まっており、温泉や運動、食などを組み合わせて、心身の健康の回復、増

進を図る旅行が注目を集めております。

道では、こうした動きを踏まえ、温泉や森林、食などの地域資源に加え、アクティビティーや

医療などを組み合わせ、旅行者の心と体を元気にする新しい旅―ケア・ツーリズムを重点的

に推進することとしており、観光振興機構をはじめ、関係する市町村や事業者の方々と連携し、

健康増進に適した観光地づくりを進めていきますとともに、海外旅行博における現地旅行会社へ

のプロモーションや、モデルツアーの実施による観光商品の開発などを通じ、ケア・ツーリズム

の普及拡大を進め、インバウンドのさらなる回復にもつなげてまいります。

以上です。

○荒当聖吾委員 今回は、温泉を活用した観光戦略について伺いました。特にインバウンドの回

復についてに絞ってお話を進めましたが、外国の文化が温泉などに持ち込まれることにより、例

えば、タトューの課題や日本式の入浴方法を学んでいただくことの課題も表面化しているようで

す。

今回は取り上げませんでしたが、ジェンダーアイデンティティーに少数側の自覚がある方、例

えば、乳がん治療痕など、身体の表面的な部分に大きな手術の痕があり、これを見られるのが嫌

だなと感じていらっしゃる方、それから、先ほども触れましたが、その国の文化としてのタトュ

ーの扱いや考え方など、全ての方が気持ちよく入浴できる環境をつくっていくべきだと考えてお

ります。

温泉業者の方にお話を伺ったときに、温泉着というものがもう流通をしておりまして、ほとん

どの温泉ではそれを着用して入浴できることになっているのですが、業者さんいわく、それを見

ている我々、客が、あれは何だと言う方がいらっしゃるようで、業者としては丁寧に説明をする

のですが、お客にしてみれば、そういうものをはいて入浴されるということは、体の隅々まで洗

えていないのじゃないのかなどの疑問を持たれる方もいらっしゃるようです。私たち温泉のユー

ザー、客が、温泉着の認識をしていく必要があるように思われます。

このような様々な課題をきちんと解決、整理して、インバウンドをはじめ、全ての皆様が気持

ちよく温泉を活用できることが観光戦略にもつながるものと考えております。様々な課題があり

ますが、よろしくお願いを申し上げます。

以上で終わります。ありがとうございました。

○鈴木一磨副委員長 荒当委員の質疑並びに質問は、総括質疑に保留された事項を除き、終了い

たしました。
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議事進行の都合により、このまま暫時休憩いたします。

午後４時48分休憩

午後４時50分開議

○鈴木一磨副委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。

経済部所管に関わる質疑並びに質問の続行であります。

畠山みのり君。

○畠山みのり委員 それでは、私からは、道内企業における働きやすい職場づくりということで

伺います。

あらゆる産業で人手が不足しています。今日の議論の中でも人材の確保ということが何度か出

てまいりました。労働者の人生における働くということの価値観というのがだんだん変わってき

ていると皆さんもお感じになっているかと思いますけれども、その中で、選ばれる企業、そし

て、選んでもらって長く働き続けてもらうための条件として、やはり、働きやすい環境づくりと

いうのはとても大切だということで、今回は、イクボスとダイバーシティー推進について伺いま

す。

まず、イクボス宣言ですけれども、昨年11月、ファザーリング全国フォーラムというものが北

海道で開催されました。

フォーラム開催の中心団体でありますファザーリング・ジャパンというところ―このファ

ザーリングという言葉は、父親であることを楽しむということらしいのですけれども、それを合

い言葉に、よい父親ではなく、笑っている父親を増やすために、様々な活動を行っているそうで

す。

鈴木知事は、このフォーラムを機に、道内の八つの経済団体と連携をして、北海道イクボス共

同宣言をされました。その宣言内容は、行政と経済団体が連携して、率先して取り組むことはも

ちろん、企業などへの働きかけを行うことで仕事と家庭を両立しやすい職場環境づくりを推進

し、男女が共に働き、子育てがしやすい北海道の実現に向けて全力で取り組むと宣言されまし

た。

近は、父親がスーツ姿でだっこひもで子どもを保育園に連れていくとか、ベビーカーを押し

ながら歩く姿というのも私はよく目にするようになりました。

過去には、2016年ですが、全国知事会でイクボス宣言というのをしています。このときは、高

橋知事でありました。

イクボスの普及というものには、経済団体との連携がすごく大切だと思いますが、今回、共同

宣言に至った経緯を伺います。

○鈴木一磨副委員長 雇用労政課長兼働き方改革推進室長佐川泰隆君。

○佐川雇用労政課長兼働き方改革推進室長 イクボス共同宣言の経緯についてでありますが、

2016年11月に、全国知事会において47都道府県知事によるイクボス宣言を行ったところでござい
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ますが、男性育休の一層の取得促進を図るためには、育休取得の機運醸成を官民一体となって図

っていくことが重要であることから、道では、育児・介護休業法の改正を踏まえ、昨年、道内経

済８団体に働きかけ、本道で開催されたフォーラムにおいて共同宣言を行ったところでございま

す。

○畠山みのり委員 道の働きかけということですが、イクボスを増やすために道内企業に対して

どのような取組を行ってきたのでしょうか。

○佐川雇用労政課長兼働き方改革推進室長 これまでの取組についてでありますが、道では、育

休取得の機運醸成を図るため、全国フォーラムの開催と北海道イクボス共同宣言以降、道のホー

ムページ等で育休取得等について情報発信するとともに、経済８団体を通じてその参画企業に周

知するほか、育休取得に関心のある労働者の方々や企業の労務担当者向けに、社会保険労務士な

どの専門家を無料で派遣してきたところでございます。

○畠山みのり委員 専門家の派遣ということですが、その研修の講師派遣につきましては、これ

までどのぐらいの企業へ行ってきたのでしょうか、また、それをどう評価されているのでしょう

か、伺います。

○佐川雇用労政課長兼働き方改革推進室長 研修会への講師派遣などについてでありますが、現

在のところ、派遣件数は11件であり、参加人数は延べ681名となっているところでございます。

また、研修会のアンケート結果によりますと、およそ６割から、分かりやすいなどの回答を得

ており、道といたしましては一定の効果があったものと考えてございます。

○畠山みのり委員 参加された方が681名いらっしゃるということですけれども、その方々が周

りにいろいろと話していただけると、このイクボスというものの認知度がじわじわと広がるので

はないかと思います。もっと多くの研修ができれば、さらに笑っている父親が増える、また、そ

れを理解する同僚の方も増えるということなので、この講師派遣をさらに周知していただきたい

と思います。

道では、庁内全体で、育休取得促進プロジェクト―みんなで子育て応援プロジェクトと言

うそうですけれども、これも民間企業と連携して機運の醸成を図っているということですが、こ

のプロジェクトに協力、賛同している企業というのは、現在どのくらいあるのでしょうか。

○佐川雇用労政課長兼働き方改革推進室長 協力・賛同企業についてでありますが、育休取得促

進プロジェクトは、令和２年度当時、道庁内向けのプロジェクトとして着手したものでございま

すが、民間企業との連携も想定し、働き方改革認定企業にお声がけをし、６企業が参画いただい

たところでございます。

○畠山みのり委員 ６企業ということなのですけれども、ちょっと少ないですよね。少ない印象

です。道内の企業数に鑑みますと、もっともっと多くの企業を巻き込んで一緒に取り組んでいく

必要があると思いますけれども、いかがでしょうか。

○佐川雇用労政課長兼働き方改革推進室長 育休取得の取組についてでありますが、育児休業の

取得促進に向けては、企業の協力が不可欠であることから、道では、育児・介護休業法の改正を
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受け、道内経済８団体と連携してイクボス宣言を行うなど、男性育休取得の促進に努めてまいり

ました。

現在、育児休業取得制度を定めている企業は、道が実施している就業環境実態調査によります

と、回答のあった348社中、174社、50％となってございます。

道といたしましては、今後とも、関係団体と連携しながら、セミナーの開催や専門家の派遣な

どにより、企業の働き方改革の取組を支援してまいります。

○畠山みのり委員 働き方改革と言われて数年がたちますけれども、2021年のとある調査により

ますと、これは20代から50代の男性に聞いているのですが、将来、子どもができた場合、20歳か

ら24歳のいわゆるＺ世代の84.6％の方が育休を取得したいと答えているそうです。その上の25歳

から39歳、これはミレニアル世代と言うそうですけれども、この世代でも80.1％の方が育休を取

得したいと答えております。さらに、その上の40歳から59歳でも69.6％、約７割が育休を取得し

たいと答えています。ところが、実際に育休を取った方はと聞くと、15.4％です。そして、なぜ

育休を取らなかったかという問いの中で一番多かった答えが、男性が育休という考えがなかった

ということでした。

しかし、これからはそうではないですよね。知事もイクボス宣言をされています。自分の生活

を大切にしながら働きやすい職場であることが就職先を選ぶ条件の一つにもなり得ます。イクボ

スが増えれば働き方も変わって、働きやすい環境は、生産性の向上、それから企業にとっても優

秀な人材の確保につながると考えます。

道内企業に対して、どのように支援をされていくのか、伺います。

○鈴木一磨副委員長 労働政策局長鶴蒔徹君。

○鶴蒔労働政策局長 道内企業への支援についてでありますが、育休取得の促進に向けては、労

使双方の意識変容を促していくことが重要であることから、道では、国や関係機関と連携し、育

児・介護休業法の事業者への周知啓発や専門家の派遣、市町村等が行う研修会に講師を派遣して

いるほか、今年度は、新たに、男性育休の取得や短時間労働など、働き方改革を促進するセミナ

ーを道内各地で開催することとしており、育児休業の一層の取得促進に努めることとしておりま

す。

また、企業が働き方改革を行うためには、経営の安定を確保することが重要であり、道では、

伴走型の経営相談や専門家派遣により、生産性や収益性の向上に向け、支援を行ってまいりま

す。

以上です。

○畠山みのり委員 すみません。先ほどの調査は2021年のものなので、今はもうちょっと増えて

いるかもしれません。

また、別の調査によりますと、一緒に育児をすると、夫に対する妻の愛情がＶ字回復するとい

う調査データもあります。なので、家庭も仕事も心地よい環境の中で生活ができると。ウェルビ

ーイングに資することですので、イクボスをぜひ進めていただきたいと思います。
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次に、ダイバーシティー推進についてです。

父親の育児参画もしかりなのですが、ダイバーシティーと言われますように、年齢、性自認、

性的指向、国籍、障がいがあるなど、多様な労働者、一個人としての属性、そして、働き方に配

慮する取組は、これまでも行われてきていると思います。

企業にとって、社員一人一人が安心して働くことのできる環境を整えることで、労働者も能力

を発揮することができて、結果的に生産性の向上につながるものであります。

道内企業に対して、道は、北海道ＬＧＢＴフォーラムを2019年より毎年実施されていまして、

性的マイノリティーの支援につながる就業規則の見直し例など、事例を紹介しています。

企業の経営にとって、性的マイノリティーへの取組はこれから欠かせないものだと私は考えま

すが、道内企業を支える経済部としてどのように捉えているのでしょうか、伺います。

○佐川雇用労政課長兼働き方改革推進室長 性的マイノリティーへの取組についてであります

が、国は、経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太の方針2023において、共生・共助社会

づくりに向けて、性的マイノリティーに関する正しい理解や、社会全体が多様性を受け入れる環

境づくりの促進を図るとしてございます。

道といたしましては、性別や性的指向などが異なる多様な人材が意欲的に仕事に取り組める就

業環境を整備することを通じて、その能力を十分に発揮して活躍していただくことにより、企業

収益や企業価値の向上にもつながるものと考えてございます。

○畠山みのり委員 そうなのですよね。企業の収益や価値の向上にもつながるということですけ

れども、道内企業の取組というものはまだまだ少ないのではないかと思います。

性的マイノリティーへの配慮として、就業規則や福利厚生の変更などを実際に行っているの

は、比較的規模の大きな企業という印象を私は持っているのですけれども、北海道はほとんどが

中小企業です。どのくらいの企業が取り組んでいるのか、道では把握されているのでしょうか、

伺います。

○佐川雇用労政課長兼働き方改革推進室長 企業の実態把握についてでありますが、道では、道

内企業の取組状況は把握してございませんが、国が行った全国の企業調査アンケートによります

と、性的マイノリティーに対する配慮や対応を意図した取組を行っている企業は、全体では10.9

％でありますが、従業員数が99人以下の企業を対象に見ると、3.8％であるとの結果が示されて

いるところでございます。

○畠山みのり委員 取組を進めるためには、現状を知っておくということは非常に大切だと思う

のですけれども、経団連が2017年に「ダイバーシティ・インクルージョン社会の実現に向けて」

という提言を発表してから、取り組む企業がぐっと増えたと私は思うのですけれども、こういっ

た調査自体、あまり行われていないということもあるかもしれません。

道で行っている人権配慮企業登録・紹介制度は、現在、登録が19社ということなのですが、例

えば、この制度を広めていくなど、人を大切にする企業、その支援にしっかりと取り組んでいた

だきたいと思います。
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多様な従業員がいる現在、ダイバーシティーの取組の一つである性的マイノリティーへの配慮

は、企業としてもはや必然であると考えます。

先月に施行されたＬＧＢＴ理解増進法では、企業に対しても、雇用する従業員への理解増進に

関して、普及啓発や就業環境の整備など、また、国や地方自治体の理解増進施策に協力すること

が努力義務とされているとのことです。

これから、国からお達しが来るのか来ないのかは分かりませんけれども、道としても、主体的

に、道内企業の持続可能な経営に対する新たな支援として力を入れるべきだと考えますが、所見

を伺います。

○鶴蒔労働政策局長 道内企業への支援についてでありますが、全国を上回るペースで、人口減

少、少子・高齢化が進む中、本道が持続的に発展していくためには、多様な人材が活躍すること

がますます重要と認識しております。

このため、道では、労働問題セミナーの開催や労働相談ホットラインによる相談対応、さらに

は、社会保険労務士といった専門家を道内事業者に派遣して指導助言を行うほか、多様な人材の

活躍に積極的に取り組む企業の認定とその事例を発信するなど、引き続き、誰もが働きやすい就

業環境づくりを支援してまいります。

以上です。

○畠山みのり委員 こういった取組は、資金援助とかではない、持続可能な企業に対する新たな

支援だと思います。そしてまた、知事もイクボス宣言を自らされているということで、知事にも

お考えをお聞きしたいので、お取り計らいをお願いいたします。

以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。

○鈴木一磨副委員長 畠山委員の質疑並びに質問は、総括質疑に保留された事項を除き、終了い

たしました。

真下紀子君。

○真下紀子委員 ゼロカーボン北海道等について、見える化アプリから質問をいたします。

ＣＯ２ 排出量がそもそもどれくらいか分からないということで、私は、見える化を求めてきま

した。

ゼロカーボン推進監は、北海道は全国比で家庭部門からのＣＯ２ 排出量が多いため、脱炭素の

理解促進と実践が必要だと認識を示して、2022年３月の一般質問で、2022年末頃からの運用開始

を目指して、見える化アプリを開発していると答えておりました。

私は、この完成を心待ちにしてきた一人として、まず、進捗状況を伺います。

○鈴木一磨副委員長 地球温暖化対策促進担当課長樋口知己君。

○樋口地球温暖化対策促進担当課長 ＣＯ２ 排出量の見える化アプリについてでございますが、

各家庭のＣＯ２ 排出量を見える化するアプリにつきましては、環境省と連携した取組として北海

道地方環境事務所が作成することとなり、本年３月末に基本機能の作成を終えたところでござい

ます。
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現在、動作上の不具合の有無を確認するため、道職員や市町村職員を対象とする運用テストを

行っておりまして、開発完了に向けて取り組んでいるところでございます。

以上でございます。

○真下紀子委員 つまり未完成ということなのですね。

「北海道ゼロチャレ！家計簿」アプリは、2022年度事業であります。契約額は幾らで、完成時

期を含めて、どのような契約となっていますか。

○樋口地球温暖化対策促進担当課長 アプリの開発についてでございますが、基本的な機能につ

きましては、北海道地方環境事務所において作成しており、運用を担う道では、今年度、アプリ

の開発に携わった事業者と、試行版による運用テストでの不具合への対応や公開後のシステム運

用保守契約を締結しておりまして、契約期間は今年度末の令和６年３月31日、契約額は約270万

円となっているところでございます。

以上でございます。

○真下紀子委員 完全な完成がいつなのかは分からないということなのですけれども、私は、も

うできていると思って、アプリを検索してみたのです。そうしたら、グーグルのプレイストアと

アップルストアにありました。ダウンロードをしてみて、アプリを起動しようとしたのですけれ

ども、立ち上がらない状況でした。これはどうなっているのでしょうか。

○樋口地球温暖化対策促進担当課長 アプリの起動についてでございますが、現在、ストア上で

公開されているアプリは、運用テストのための試行版でございまして、起動に当たりましては、

インストール後に試行テストの対象者に配付したパスワード入力を必要としているところでござ

います。

以上でございます。

○真下紀子委員 パスワードが必要なテスト段階ということなのですけれども、７月５日の段階

で、アンドロイド版はパスワードなしでテストページに入ることが可能となっていました。

こうした信じられない事態を引き起こした開発事業者への監督状況というのはどうなっている

のか、こうしたことが起きることは想定していたのでしょうか。

○樋口地球温暖化対策促進担当課長 試行における不具合への対応についてでございますが、現

在、一般公開に先立ちまして、スマホアプリの作動状況の不具合の有無を確認するため、試行版

について公開をしておりますが、御指摘の件につきましては、事業者の設定により、スマホアプ

リと同時に開発しておりますウェブ版へリンクすることとなっていたため生じた不具合であり、

運用保守管理業者に指摘し、直ちに修正させていただいたところでございます。

以上でございます。

○真下紀子委員 見える化アプリが本来見えてはいけないときに見えてしまって、これが見える

化アプリと言っていいのでしょうかね。

それから、運用時期が大きく遅れていて、今も完成できていないわけで、見える化アプリは見

えないままです。一体、誰に責任があって、これは契約違反にならないのか、伺います。
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○樋口地球温暖化対策促進担当課長 アプリの開発についてでございますが、アプリにつきまし

ては、環境省と連携した取組として北海道地方環境事務所が作成することとなり、当初の想定か

ら遅れましたが、本年３月末に基本機能が完成したところでございます。

本年度は、道において契約を行っておりますが、動作状況の不具合への対応後、速やかに公開

することとしているところでございます。

以上でございます。

○真下紀子委員 当初計画とはちょっと違っていると思うのですよね。

そして、他県でも同様にアプリを運用されているところがありましたけれども、もう既に取組

が終わっています。道の取組は非常に遅れていて、効果の検証どころか、見える化アプリが全く

見えなくなっています。

ゼロカーボン推進局は本気で取り組んでいるのか、そして、チェック体制はどうなっているの

か、お聞きします。

○樋口地球温暖化対策促進担当課長 アプリの運用についてでございますが、アプリにつきまし

ては、現在、その試行版の運用テストを行っておりまして、今後、リリース版を完成させ、道民

の皆様に対しまして、審査終了後、アプリの公開についてお知らせするとともに、市町村等と連

携し、イベント等をはじめとする様々な機会を活用して呼びかけるなど、アプリの利用について

周知してまいります。

以上でございます。

○真下紀子委員 非常に有効なアプリだと思って期待していたものですから、審査完了後、直ち

にお知らせをしていただきたい、そして、多くの方に使っていただきたいと思います。

もう一点気になることが、ほっかいどう応援団会議のサイトを見ますと、見える化アプリのポ

イント還元への協力企業が募集されていました。これは、いつから募集されていて、どれだけ集

まっているのですか。

○樋口地球温暖化対策促進担当課長 アプリ利用に関するインセンティブについてでございます

が、このアプリは、各家庭の電気やガスなど、エネルギー使用量を入力していただき、ＣＯ２ 排

出量を定量的に分かりやすく可視化することによりまして、道民の皆様のＣＯ２ 排出量の削減に

向けた行動変容につなげていくことを目的として開発を行っているところでございます。

開発におきましては、削減に向けた取組意欲が上がるよう、楽しみながら参加してもらう仕組

みの一つとして、アプリのポイント付与も含めて検討しているところでございまして、企業の協

力をお願いするために、ほっかいどう応援団会議のホームページに昨年10月に掲載を行ったもの

でございます。

なお、現時点では協力の申出はいただいていないところでございます。

以上でございます。

○真下紀子委員 これでは、アプリの運用とポイント還元にそごが生じている状態だと言わざる

を得ません。
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ポイント還元を前提にしたアプリ開発とどう整合を取っていくのでしょうか。

○樋口地球温暖化対策促進担当課長 ポイント付与についてでございますが、アプリにはポイン

トを付与する機能についても装備しているところでございまして、今後、参加者の拡大や継続利

用の促進に向けまして、ポイント付与サービスを展開している事業者との連携を検討してまいる

考えでございます。

以上でございます。

○真下紀子委員 結局、ポイント付与機能の装備が前提のアプリをつくっておいて、ポイントの

提供がないと。これで本当に完成できるのかどうか、延々と見える化アプリが見えないままで進

んでいくのじゃないかと思うのですけれども、どうですか。

○樋口地球温暖化対策促進担当課長 ポイントの付与についてでございますが、アプリにはポイ

ント付与の機能についても整備したところでございますが、まずは、広く道民の皆様に知ってい

ただき、使っていただくことが重要と考えておりまして、現在、運用テストなど、開発完了に向

け、取り組んでいるところでございます。

今後、インセンティブの付与によりまして、参加者の拡大や継続した利用を促進するため、ポ

イント付与サービスを展開している事業者との連携について検討してまいります。

以上でございます。

○真下紀子委員 応援団会議に頼っていていいのかどうか、非常に疑念を覚えます。

それで、ゼロカーボン北海道に関しては、勇ましく組織機構まで変えたわけですけれども、ア

プリ一つ運用できていないという状況が明らかになりました。今後の見通しを示してください。

○樋口地球温暖化対策促進担当課長 見える化アプリについてでございますが、開発中のアプリ

は、現在、動作上の不具合の有無を確認するための運用テストを行っておりまして、準備ができ

次第、公開することとしており、公開後は、道民の皆様に対し、アプリの公開についてお知らせ

するとともに、市町村等と連携し、イベント等をはじめとする様々な機会を活用して呼びかける

など、アプリの利用について周知してまいります。

以上でございます。

○真下紀子委員 頑張ってもらうしかないので、頑張ってください。

また、「ゼロカーボン北海道チャレンジ！」として行動指針が示されておりますけれども、こ

の行動変化がもたらす温室効果ガスの削減効果というのは、数量的によく分かるように示されて

いません。

具体的にどう実感できるのか、具体的効果を数値で示すことで効果を見える化し、道民の行動

による削減目標を持って取り組む必要があると思うのですけれども、どうですか。

○樋口地球温暖化対策促進担当課長 効果の見える化についてでございますが、「ゼロカーボン

北海道チャレンジ！」は、ゼロカーボン北海道の実現に向けて、道民の皆様や事業者の方々とと

もに、脱炭素に向けたライフスタイル、ビジネススタイルの転換につながる取組を実践していこ

うとするものでございまして、プラスチックごみの削減や家電の買換え時に省エネ家電を選ぶこ
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となど、できることから取り組んでいただきたいと考えておるところでございます。

このため、冷蔵庫の設定温度を季節に合わせて変更することや紙の使用量の削減などの行動に

よるＣＯ２ 削減効果を記載し、行動による変化について道のホームページで示しているところで

ございます。

以上でございます。

○真下紀子委員 道のホームページも非常に分かりにくいのですよね。

それで、例えば、冷蔵庫の設定温度、エアコンの設定温度をどのくらい変更したことで、どれ

だけ排出削減効果に貢献できたのか、ペットボトル１本を買わずに代替した場合、どういうふう

に貢献できたのか、そうしたことが積み重なってインセンティブになっていくような工夫という

のが必要じゃないでしょうか、いかがですか。

○樋口地球温暖化対策促進担当課長 削減効果の見える化についてでございますが、現在開発中

のアプリには、御利用いただいている方々に脱炭素に関する情報をお知らせする機能を備えてい

ることから、この機能を活用して、テレビ画面の明るさを調節した場合や暖房温度を下げた場合

などのＣＯ２ 削減効果について分かりやすく提供してまいります。

○真下紀子委員 そのことについても期待していますので、期待に応えていただきたいと思いま

す。

産業部門については、排出削減目標をどう定め、どのように推進体制を組むのか、また、生産

段階での温室効果ガス排出量についてはどう評価するのか、お伺いします。

○鈴木一磨副委員長 ゼロカーボン推進担当課長山内優一君。

○山内ゼロカーボン推進担当課長 産業部門の排出量削減などについてでありますが、ゼロカー

ボン北海道推進計画では、道全体の温室効果ガス排出量の削減目標のほかに、産業、家庭などの

部門別のＣＯ２ 削減目標も定めており、省エネ・新エネ促進行動計画における新エネ導入量や部

門別に設定した省エネの目標値から削減率などを算出し、生産段階を含む産業部門の削減目標を

2030年度に2013年度比31％削減としております。

道では、事業者の排出量を見える化する仕組みの構築や工場などの脱炭素化の取組事例集の活

用の呼びかけのほか、産業、経済、金融の関係団体などから構成されるゼロカーボン北海道推進

協議会で意識の共有を図るなどして、産業部門の排出量削減に取り組んでおり、 新の2020年度

の排出量の推定値では、2013年度比28.7％減となっております。

以上です。

○真下紀子委員 それでは、この排出量を見える化する仕組みの構築なのですけれども、これは

誰がいつまでに構築するのですか。

○鈴木一磨副委員長 地球温暖化対策課長鏡法裕君。

○鏡地球温暖化対策課長 排出量の見える化についてでございますが、道では、条例に基づく排

出量報告制度における報告データの有効活用に向けて、これまでの報告書ごとのＰＤＦによる公

表を改めまして、事業者ごとのデータを分かりやすく見える化するほか、業種や規模別などに区
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分したデータを分かりやすく取りまとめるとともに、他社との比較など、二次的な利用が容易と

なりますオープンデータ化を含めた仕組みの構築に向けて取り組んでいるところでございます。

今年度は、報告書等の提出期限が10月１日となっており、今年度いただくデータから新たな仕

組みによる公表が可能となるよう進めてまいります。

以上です。

○真下紀子委員 分かりました。

それから、東日本大震災やブラックアウトなどを経て、省エネ、節電の取組が進んだにもかか

わらず、元に戻りつつあるなという印象があります。

温室効果ガスによる気候変動が非可逆的にならないように、他人ごとでなく、考えていく機運

をどう高めていくのかを考えなければならないと思います。

社会として、自分が関わる分野でどう取り組むのか、一緒に考える社会にしていく必要がある

と考えるのですけれども、いかがでしょうか。

○樋口地球温暖化対策促進担当課長 ゼロカーボン北海道の取組についてでございますが、ゼロ

カーボン北海道の実現に向けては、全ての関係者の自主的かつ積極的な参加及び密接な連携の

下、取組を進めていくことが重要でございます。

道といたしましては、「ゼロカーボン北海道チャレンジ！」の取組や見える化アプリへの参加

を通じて、道民の皆様や事業者の方々に脱炭素化への理解を深めていただくなど、一層の機運醸

成に努めてまいります。

以上でございます。

○真下紀子委員 北海道は自然・再生可能エネルギーの宝庫と言いますけれども、過剰な開発は

自然と共存していけません。

既に、山形県、宮城県、奈良県など、七つの県が、太陽光など再生可能エネルギー発電の規制

条例を制定し、災害防止、森林環境や水源の保護、住民説明会の開催など、環境との共存を可能

にする指針を示していると、一般質問で丸山議員が指摘しております。

しかし、鈴木知事は、再エネの導入に関し、地域の理解を得て、環境に十分配慮しながら事業

を進めることが重要と述べるだけであります。

開発ありきで後手後手とならない対応が必要ではないかと考えますけれども、抑止力といいま

すか、その点についてはどのようになっているのでしょうか。

○鈴木一磨副委員長 経済部ゼロカーボン推進監今井太志君。

○今井経済部ゼロカーボン推進監 再生可能エネルギーの導入に関してでございますが、道で

は、再エネ事業が、地域の自然環境や産業、景観との調和を図り、適切に実施されますよう、事

業者に対して、法令や条例によります環境アセスメントに加え、北海道景観条例では一定の規模

を超える工作物に届出を義務づけております。

また、国のガイドラインに基づき、環境保全や地域とのコミュニケーションを求めますととも

に、国に対して、住民の意向が反映された上で事業が実施されるよう、ガイドラインのさらなる
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充実を要望しているところでございます。

加えまして、現在、北海道環境審議会におきまして、地球温暖化対策推進法に基づき、市町村

が再エネを導入する促進区域の設定に当たり、促進区域から除外すべき区域や環境保全の観点で

配慮すべき事項について御審議いただいております。

道といたしましては、こうした制度や取組を通じて、環境に十分配慮しながら再生可能エネル

ギーが導入されるよう、国や地域と連携して取り組んでまいります。

○真下紀子委員 知事答弁とは違って、促進区域から除外すべき区域や環境保全の観点で配慮す

べき事項も検討しているということなのですけれども、やはり、住民合意なしに進めないように

ということは十分入れ込んでいただきたいというふうに思います。

それから、道民の暮らしと経済を支えるために、電力などのエネルギーの自給とともに、経済

効率性というものが重視されるべきだと考えております。

そこで、道が目指すゼロカーボン北海道において、必要な電源、多様なエネルギー源として原

発を想定しているのか、お聞きしたいところですけれども、予断を持って答えないということで

しょうから、今日は、その経済効率性についてお聞きをしておきます。

原発についてなのですけれども、泊原発が停止してから10年以上を経ています。全停止後から

これまでの維持管理等に該当する原子力発電費は7292億円に上っていると思いますけれども、こ

の数字が間違いないかどうか、まず確認します。

○鈴木一磨副委員長 エネルギー政策担当課長篠原裕史君。

○篠原エネルギー政策担当課長 ただいま御指摘のございました、全停止後からこれまでの維持

管理費用7292億円につきましては、そのとおりでございます。

○真下紀子委員 結局、どんどんどんどん積み上がっているのですよね。本当に非効率な電源が

原発だと言わざるを得ません。それだけではなく、非常に危険です。原発は、全電源喪失を回避

できず、メルトダウンを引き起こす危険性があるだけではなく、ウクライナの侵略でも明らかな

ように、軍事的標的としても否定できない状況になっています。

経済効率性の観点からも検証する必要があるわけですけれども、泊原発は、ただただ冷却しな

ければならないもので、つまり、地球を暖め続けているわけです。さらに、使用後は、10万年も

先まで巨大な核ごみ施設を造って管理が必要となっています。今後の津波対策や地震対策、廃炉

費用等、稼働に必要な費用をどう見込んで料金に反映させようとしているのか。

北電は、泊原発が稼働し始めると電気料金が引き下げられるとおっしゃっているのですけれど

も、この根拠はあるのか、僅か数十年の利用に対して費用対効果が高いと言えるのか、具体的に

こうしたことについてお示しいただきたいと思います。

○篠原エネルギー政策担当課長 原発の費用などについてでございますが、北電によれば、地震

や津波の安全対策に係る費用は、2011年度から2022年度まで2222億円であり、今後要する費用に

つきましては、現在、規制委員会におきまして審査が継続中でありますため、未定であるとして

おり、廃炉に対する費用は、泊発電所１号機から３号機合計で約1496億円であるとのことでござ
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います。

廃炉に対する費用につきましては、現行の電気料金に既に反映済みであり、安全対策に係る費

用につきましては、再稼働後に電気料金として反映することとしております。

また、泊発電所は、燃料供給や長期的な価格が安定しており、再稼働後は、火力発電所の燃料

費削減につながるため、安全対策に係る費用を加味した上で、適正な料金水準で値下げしたいと

しております。

○真下紀子委員 値下げしたいと言っているのですけれども、安全対策として、新しい基準地震

動の変更に伴う安全対策費も、それから、新防潮堤の費用についても未定なわけですよね。何で

これで引き下げられると言えるのですか。

○篠原エネルギー政策担当課長 電気料金についてでございますが、北電によれば、地震や津波

の安全対策に係る費用は、今後につきましては、現在、規制委員会におきまして審査が継続中で

ありますため、未定であるとしております。

また、泊発電所は、燃料供給や長期的な価格が安定しており、再稼働後は、火力発電所の燃料

費削減につながるため、安全対策に係る費用を加味した上で、適正な料金水準で値下げしたいと

しております。

○真下紀子委員 北電の言い分をうのみにしていては駄目だと思いますよ。経済効率性について

しっかりとチェックしなければならないと思います。

次に、一般質問においてゼロカーボン北海道推進基金の問題点をただしました。

知事は、100億円という基金の規模にあまりにこだわっておりまして、100億円の基金規模とす

ることで、省エネ・新エネ促進行動計画に掲げる新エネ導入量目標値の達成を含め、道が取り組

むゼロカーボン北海道に資する取組がどれだけ促進され、どれだけの効果がもたらされると見込

んでいるのか、伺います。

○鈴木一磨副委員長 ゼロカーボン推進局長髙山圭一君。

○髙山ゼロカーボン推進局長 基金事業についてでありますが、道では、2030年度までの48％削

減に向けまして、ゼロカーボン北海道推進計画において、産業、家庭、運輸など、各分野ごとに

2025年度の削減の目安を提示するとともに、省エネ・新エネ促進行動計画におきまして、発電設

備容量などの新エネ導入量の目標値を掲げているところでございます。

道といたしましては、新たに設置する基金を財源として活用し、家庭や事業者のＣＯ２ 排出量

の見える化による行動変容の促進や、省エネ住宅の取得、改修などや太陽光パネルの導入支援を

行うほか、地域が主体となった新エネの導入や地域で地産地消できる分散型エネルギーシステム

の構築支援などにより、両計画が着実に推進されるよう、道民の皆様や事業者の方々と一体とな

って取組を進めてまいります。

○真下紀子委員 先ほど来の議論でも明らかになっていますけれども、省エネ・新エネ促進行動

計画とゼロカーボン北海道推進計画による削減効果、削減をどうするのかということ、基金の使

い方、その効果、そして、やれるだけやったということで終わらせないようにするためにどうす
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るのかということについて、全く納得がいく説明ではございません。

それと、もう一つ、原発に戻るのですけれども、道が目指すゼロカーボン北海道において、泊

原発の発電はゼロカーボンに含まれるのか、ゼロカーボン北海道推進基金から、泊原発をはじ

め、原発関連の支出はあり得るのかどうか、伺います。

○鈴木一磨副委員長 ゼロカーボン戦略課長三ツ木寛史君。

○三ツ木ゼロカーボン戦略課長 基金事業についてでありますが、本年度、基金を充当した事業

の中には、北海道電力の泊発電所をはじめ、原発に関連した事業は含まれておりません。

○真下紀子委員 それは承知しています。今後、あり得るのかと伺っているのです。

答えられないようなので、知事にもお伺いしなければならないと思います。

今も九州で大洪水が起きていますけれども、ゼロカーボンなどという言葉に踊らされず、地球

規模での気候変動の影響をどう止めるのか、これが一番の目標であるはずです。

北海道は、狭い地域ながらも貢献度が高い地域として、はっきりとその効果を検証しながら、

道民と共に先進的に取り組んでいきたい。

ゼロカーボン推進監は、地に足をつけて着実に進める決意を持って取り組んでいけるのかどう

か、伺います。

○今井経済部ゼロカーボン推進監 ゼロカーボン北海道に向けた決意についてでございますが、

2050年までにゼロカーボン北海道を実現することは、世界的な気候変動問題に北海道も貢献する

ことはもとより、これからの北海道の各地域を持続可能で活力あるものとしていくためにも必要

な取組と考えており、先般改正した条例の下、環境と経済、地域社会の統合的発展を目指して取

り組んでまいります。

その推進に当たりましては、道民の皆様や事業者の方々、市町村などの皆様とその意義を共有

し、誰もが主体的に、そして互いに連携して、目標の達成に向けた取組を一つ一つ積み重ねてい

くことが全ての基本と認識しておりまして、道といたしましても、全庁一丸となって、2030年度

までに48％削減、その先のゼロカーボン達成に向け、取り組んでまいりたいと考えてございま

す。

○真下紀子委員 決意は分かりました。しかし、具体的にはそれが担保されるのかどうかが全く

分かりませんので、知事に直接お伺いしたいと思います。委員長においてはお取り計らいをお願

いいたします。

次に、半導体関連産業の振興等についてです。

知事は、一般質問で、ラピダス社支援を決断した根拠について、ラピダス社の壮大なチャレン

ジに共感を覚え、世界 先端・ 高水準の半導体を北海道から世界に届け、本道全体の経済活性

化と持続的発展につなげるためと答弁しましたが、全く根拠になっていません。

2022年11月11日、次世代半導体の製造基盤の確立に向けた国の研究開発プロジェクトに採択を

されたわけですけれども、僅かな期間で道は支援を決定しています。

しかし、ラピダス社の事業計画や本道へのメリット、デメリットなどをどう分析して、こんな
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支援を決定したのでしょうか。

○鈴木一磨副委員長 次世代半導体戦略室参事田村耕志君。

○田村次世代半導体戦略室参事 ラピダス社への支援についてでございますが、次世代半導体

は、量子、ＡＩなどを含む様々な分野でイノベーションをもたらし、我が国のカーボンニュート

ラル、さらには、経済安全保障の鍵となる極めて重要な中核技術であり、その設計と基盤技術を

確立することが国の2022年の骨太の方針に位置づけられていたものと承知しております。

こうした国の方針に加え、世界 先端・ 高水準の半導体を北海道から世界に届け、本道全体

の経済活性化と持続的発展につなげるため、このプロジェクトの実現に向け、必要な支援を行う

こととしたものでございます。

○真下紀子委員 結局、国の方針に従っていることと、期待を込めて進めようとしているという

ことですね。

それで、国の方針も失敗することがありますよね。過去に政府が主導して設立したエルピーダ

メモリがＤＲＡＭの国内唯一の専業メーカーとなっていました。しかし、業績悪化によって、約

300億円の公的資金が投入された挙げ句、約4480億円の負債を抱えて2012年に経営破綻していま

す。

道は、過去の国主導で行われたこのエルピーダメモリの失敗例から何を学んだのですか。

○田村次世代半導体戦略室参事 国の半導体政策についてでありますが、国では、我が国の半導

体産業の競争力低下の原因として、日の丸自前主義ともいうべき国内再編に注力し、国際連携を

推進できなかったことや、研究開発に当たり、国際連携の視点が不足し、官民を挙げて十分な研

究開発費を確保できなかったことなどを挙げております。

経済社会のデジタル化が進展する中、我が国のカーボンニュートラルや経済安全保障など、様

々な分野におけるイノベーションの鍵となる極めて重要な中核技術である次世代半導体は、本年

６月に改定された「半導体・デジタル産業戦略」では、その技術と製造拠点を確立することが明

記されており、道として、引き続き、国の政策動向を注視してまいります。

○真下紀子委員 国の方針に追随するという答弁に終始していますけれども、独自に検証をしな

いのは非常にリスキーな姿勢ではないですか、いかがですか。

○田村次世代半導体戦略室参事 国の半導体政策についてでありますが、本年６月に改定された

「半導体・デジタル産業戦略」では、その技術と製造拠点を確立することが明記されており、道

として、引き続き、国の政策動向や関連産業の動向等を注視してまいります。

○真下紀子委員 私も注視していきたいと思うのです。

そこでお伺いしますけれども、ロジック半導体のサイズ別シェアにおいて、我が国は、40ナノ

メートルでは世界において18％のシェアを担っています。しかし、32ナノメートル以下ではシェ

アを担っていません。ゼロです。このことが経産省の資料からも明らかになっています。

ラピダス社が生産を目指す次世代半導体２ナノメートルを我が国で生産できたと仮定して、国

内における流通、使用がどのように行われるのか、お聞きします。
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○田村次世代半導体戦略室参事 次世代半導体の流通等についてでございますが、半導体市場

は、デジタル革命の進展に伴い、今後も右肩上がりで成長することが見込まれる中、次世代半導

体は、量子、ＡＩを含む様々な分野でイノベーションをもたらすことが期待されており、国にお

いて、今後、新たな用途の創出に取り組むこととしているものと承知しております。

○真下紀子委員 期待は私もします。しかし、新たな用途の創出に取り組むという国の姿勢につ

いて、この新たな用途について、製品化についてもですけれども、現時点で示すべきものはない

ということですか。

○田村次世代半導体戦略室参事 次世代半導体についてでありますが、次世代半導体は、量子、

ＡＩを含む様々な分野でイノベーションをもたらすことが期待されており、また、新たな用途と

して、データセンターや自動運転のほか、スマートファクトリーなどが想定されているものと承

知しております。

○真下紀子委員 ２ナノメートルにもう本当に飛躍的に技術が進化して、今考えられているもの

しかないというのはおかしいのじゃないですか。本当はもっともっと飛躍的に技術革新をした上

で、スパコンの問題とか、様々な問題に適用できるという具体的な展望があるならまだしも、今

やっている技術がただできると言っているだけじゃないですか。それではとても道民を納得させ

ることにはならないというふうに思います。

我が国の半導体部素材、半導体製造装置について、日本は、世界的にも非常に存在感を発揮し

ています。これを支えているのが多くの下請の中小企業や町工場であって、国においても、半導

体製造拠点を整備することで、関連産業の集積、エコシステムの形成を目指すとしています。

ラピダス社進出に当たって、下請の中小企業を集積することが国の目指す方向だということに

なっていますけれども、道は、ラピダス社を中核としたエコシステムの形成を具体的にどう進め

ようとしているのですか。

○鈴木一磨副委員長 次世代半導体戦略室長青山大介君。

○青山次世代半導体戦略室長 拠点の形成についてでございますが、道としては、ラピダス社の

立地を契機として、本道の半導体関連産業の振興を着実に進めていくため、今後の取組の指針と

なる仮称・北海道半導体産業振興ビジョンを年度内に取りまとめ、このビジョンの下、産学官が

緊密に連携し、道内企業の参入促進や関連企業の集積など、各般の施策を戦略的に推進してまい

ります。

○真下紀子委員 ビジョンはこれからということなのですけれども、私は、一般論を聞いている

のじゃなくて、エコシステムの形成を具体的にどうやって進めていくのかを聞いているわけです

から、お答えください。

○青山次世代半導体戦略室長 拠点の形成についてでございますが、道としては、ラピダス社の

立地を契機として、製造、研究、人材育成等が一体となった複合拠点の実現を目指し、６月２日

に設立されました北海道半導体人材育成等協議会に参画し、半導体関連産業の取引活性化などの

取組に積極的に貢献するほか、今後策定するビジョンの下、本道全体の経済活性化につながるよ
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う各般の施策を戦略的に推進してまいります。

○真下紀子委員 ２ナノメートルの技術革新と道の取組というのは、スピードについてもそうで

すけれども、非常に乖離があるように思います。

ラピダス社の幹部は、工場立地について、地場の企業さんに御協力願いたいという一方で、半

導体の前工程の施工実績のあるパートナーに関わっていただきたいと述べて、実績が条件になっ

ているわけですよね。工場建設の段階ですら道内企業の関わりが難しいということになるのな

ら、生産ラインが稼働した際、どれだけ地元の中小企業が関わるのか、大きな不安が残るわけで

す。

半導体産業は、下請の中小企業や町工場の支えによって成り立っていることは先ほども述べま

したけれども、製造装置や素材産業も空洞化リスクを抱えていることを政府も認めています。

そうした中で、ラピダス効果を全道に波及させると道はおっしゃいますけれども、中小企業へ

の技術支援や資金面での支援など、国と一体となって、本道の中小企業と一体に進める必要があ

ると考えるのですけれども、これはできるのでしょうか、いかがですか。

○田村次世代半導体戦略室参事 中小企業への支援等についてでありますが、道としては、この

たびのラピダス社の立地を契機として、半導体の製造、研究、人材育成等が一体となった複合拠

点を実現し、本道全体の経済活性化と持続的発展につなげたいと考えており、そのためには、国

をはじめ、関係機関と連携し、道内の中小企業の半導体関連企業との取引拡大や参入促進を支援

していくことが重要と認識しております。

○真下紀子委員 私は心配しているのですけれども、巨大なラピダス社と道内中小企業が対等な

立場で本当に契約できるのでしょうか。下請に不利にならないように、道は、どう支援していく

のですか。

○田村次世代半導体戦略室参事 中小企業への支援等についてでございますが、道としては、市

町村や産業支援機関と連携し、中小企業が取り組む技術開発やマーケティングの補助、工業試験

場による生産管理・品質管理研修などに取り組むとともに、今後策定するビジョンの下、半導体

関連産業への道内企業の参入促進や取引拡大を支援してまいります。

○真下紀子委員 全く現実的な対応だというふうに伝わってこないのですよ。一生懸命説明され

ていますよ。それは分かります。しかし、現実的に本当にこれが可能なのか、今の説明からは伝

わってこないのです。私が素人だからかもしれませんけれども、一般道民も多分同じ気持ちでい

るのだというふうに思います。

それで、次に、基金の問題なのですけれども、今定例会に提案されているゼロカーボン北海道

推進基金を活用した今年度の執行予定事業のうち、次世代半導体産業集積促進事業への支出が予

定をされていると承知しております。

ゼロカーボン北海道推進基金からの支出額と、支出する理由についてお示しください。

○田村次世代半導体戦略室参事 ゼロカーボン基金からの拠出についてでありますが、今後、デ

ジタル化の進展により、データ使用量や電力需要の増加が見込まれる中、２ナノメートルの次世
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代半導体は、現在、先進的とされる７ナノメートルの半導体に比べまして、性能が同じ場合で

は、75％のエネルギー効率向上が達成されるとのデータがＩＢＭ社により示されているものと承

知しております。

低消費電力の次世代半導体を北海道から世界に届け、暮らしや経済の様々な場面において利用

が拡大することにより、ゼロカーボン北海道にも貢献することから、基金を活用することとした

ものでございます。

なお、次世代半導体産業集積促進事業費１億2099万円のうち、１億751万円について基金を財

源としております。

○真下紀子委員 先ほどのゼロカーボン基金のところの質問で明らかになったように、ゼロカー

ボン北海道推進計画及び省エネ・新エネ促進行動計画にそれぞれ目標が掲げられて、この着実な

推進を図っていくのが基金の目的じゃないでしょうか。ラピダスの参入の余地はないと思いま

す。

風が吹けばおけ屋がもうかるような仕組みで、半導体が、ＣＯ２ 削減、ゼロカーボンに資する

のだというような議論は成り立たないと思いますし、そもそも投資力のある巨大民間企業に、道

民の予算を削って本当に厳しい道財政から支出する理由もないと思うのですよね。これは後づけ

の理由じゃないかと思うのですけれども、いかがですか。

○田村次世代半導体戦略室参事 ゼロカーボン基金からの拠出についてでありますが、ゼロカー

ボン北海道推進計画では、脱炭素ビジネスの創出などの革新的なイノベーションによる創造、グ

リーンとデジタルの一体的な推進などを定めており、次世代半導体は、こうした取組に位置づけ

られるものと考えております。

また、将来、北海道から世界に届けるであろう低消費電力の次世代半導体が暮らしや経済の様

々な場面において利用が拡大することにより、ゼロカーボン北海道に貢献することから、基金を

活用することとしたものでございます。

○真下紀子委員 ５兆円の投資を呼び込むという有望な事業に対して、なぜ、北海道がお金を出

さなきゃならないのでしょうか。それだけ有望な事業であれば、どんどんと投資が集まってき

て、北海道の微々たる基金を使うなんていうことは本来あってはならないことだと私は思いま

す。これは本当に納得できません。

それで、半導体を開発することでゼロカーボンに資するという答弁を繰り返されていますけれ

ども、半導体を生産する工場生産ラインからも、大量のエネルギーを使って、ＣＯ２ が発生する

ことにつながりかねません。

省エネ製品の生産と半導体生産に伴うＣＯ２ の排出量をどう比較検討して、ゼロカーボンに資

すると判断したのですか。

○田村次世代半導体戦略室参事 次世代半導体の必要性についてでありますが、ラピダス社で

は、半導体を製造する工場について、再生可能エネルギーによるゼロカーボン化を進める必要が

あるとの認識を示しており、また、今後、ＡＩや量子など、デジタル化の進展に伴い、電力消費
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量が急増することが見込まれる中、メード・イン・北海道の低消費電力の次世代半導体が広く普

及することにより、ゼロカーボンに貢献できるものと考えております。

○真下紀子委員 今、くしくも答弁されたのですけれども、デジタル化の進展に伴って電力消費

量が増大しますよね。そして、半導体が２ナノメートルの技術革新をすれば、どんどんとデジタ

ル化が進んで、さらに消費電力が増えていくわけです。そのときに本当にＣＯ２ 削減と両立でき

るのかどうか、そうしたことが非常に疑問に思うところです。

それで、２ナノメートルの半導体を使用した製品が国内生産できる現状にない中で―今は

できないですよね、当然ね。ゼロカーボン北海道推進基金から次世代半導体産業集積促進事業へ

の支出というのは、将来的な可能性を前提にしたものにすぎず、見通しが不透明なものになって

います。そこに基金を拠出するということは、私は見直すべきではないかと考えますけれども、

いかがですか。

○田村次世代半導体戦略室参事 基金からの拠出についてでありますが、国は、本年６月に改定

された「半導体・デジタル産業戦略」において、産業競争力や経済安全保障、さらには、ＤＸ、

ＧＸの実現の鍵となる次世代半導体技術とその製造拠点を確立することとしております。

こうした国の方針を踏まえつつ、このたびのラピダス社の立地を契機として、本道の半導体関

連産業の振興を着実に進めていくため、低消費電力の次世代半導体製造拠点の整備に向けた支援

や、関連産業の集積を図るために必要な所要の予算を本定例会に提案させていただいたところで

ございます。

○真下紀子委員 中長期の期待を繰り返されているだけで、現実にどうなのか、それから、半導

体が次世代型に変わったときに、どれだけデジタル化が進んで、ＣＯ２ 排出量との関係がどうな

っていくのかということは、全く具体的には示されていませんよね。この中長期の期待以外に、

何か基金を出す根拠はあるのでしょうか。

お答えになれないと思いますので、知事に直接伺わなければならないというふうに思います。

それから、鈴木知事は、ラピダスを一緒に挑戦していくパートナーと持ち上げています。だか

ら、鈴木知事が自分で投資するのなら全然構わないのですよ。しかし、道民の税金を使って、次

世代半導体の促進事業に対して基金を投入するというのは、私はやっぱり納得がいかないです。

前例のないプロジェクトに参加するという高揚感に非常に満ちているわけですけれども、道民

に対して語るべき具体的事実についての説明があまりにも乏しい。全てがラピダスありきで進め

られているということはあってはならないわけですけれども、実際にはそうなっているというふ

うに感じます。

多額の税金と道職員まで動員して事業を行おうとする割には、事実に基づく客観的説明が不足

しています。根拠も不明確な事業に予算を投入することは、道民への説明がつかないと考えま

す。

知事の言う、ラピダス効果を全道にとは、現状とあまりに乖離しておりますし、今回指摘した

事項を含め、支援に見合う事業なのかを改めて検証して、より実効性のある対策として提言して
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いく必要があるのじゃないでしょうか、いかがですか。

○青山次世代半導体戦略室長 事業効果等についてでございますが、次世代半導体は、量子、Ａ

Ｉなどを含む様々な分野でイノベーションをもたらし、我が国のカーボンニュートラル、さらに

は、経済安全保障の鍵となる極めて重要な中核技術であり、その設計と基盤技術を確立すること

が国の2022年の骨太の方針に位置づけられていたものと承知してございます。

こうした国の方針に加え、世界 先端・ 高水準の半導体を北海道から世界に届け、本道全体

の経済活性化と持続的発展につなげるため、このプロジェクトの実現に向け、必要な支援を行う

こととしたところでございます。

今後、仮称・北海道半導体産業振興ビジョンを年度内に取りまとめ、このビジョンの下、産学

官が緊密に連携し、各般の施策を戦略的に推進することにより、本道全体の経済活性化と持続的

発展につなげてまいります。

○真下紀子委員 国際連携ということで、ＩＢＭの技術がラピダスにしっかりと来るということ

が前提で、この事業は成立するわけですよね。そのことについても大丈夫なのかという疑問もあ

りますし、全道に波及効果があると何回も言っていますけれども、全道にどう波及効果があるの

かということは全く示されていません。

結局、根拠は国家プロジェクトだということと期待だけだということで、これでは全く納得で

きませんので、この半導体関連産業の振興等についても知事に質問したいと思いますので、委員

長のお取り計らいをお願いいたします。

後に、就職氷河期世代の就職支援等について伺います。

未来を担う人づくりに関し、就職氷河期世代就業支援事業として773万7000円が計上されてい

ます。

概要説明では、様々なニーズや課題に対し、面談、相談に取り組むとありますけれども、ま

ず、就職氷河期世代のニーズや課題、就業状況をどう把握して分析しているのか、伺います。

○鈴木一磨副委員長 就業担当課長赤川遼君。

○赤川就業担当課長 就職氷河期世代のニーズや課題、就業状況についてでありますが、道で

は、これまで、ジョブカフェにおいて就職氷河期世代専門の窓口を設けるなどの支援に取り組ん

でおり、令和２年度から４年度までの３年間で延べ4770人のカウンセリングを行い、893人の就

職に結びついたところでございます。

ジョブカフェ等を利用した求職者へのカウンセリング等では、就労に関して自信がない、不採

用になって傷つきたくない、 初の一歩が踏み出せないなどの声が寄せられておりまして、ま

た、自分が対象に含まれていないのではないかといった疑念から、合同企業説明会等への参加を

見送る方もいらっしゃいました。

そのため、今年度、新たに、就職氷河期世代の方々を対象としまして、道内６地域での個別出

張相談や企業相談会を実施するとともに、専門の相談員が各地域に赴き、直接カウンセリング等

を行うアウトリーチ支援に取り組むこととしたものでございます。
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○真下紀子委員 これだけ苦しんでいる道民がいるわけですよね。そこに対する支援事業を行う

ということなのに、773万7000円なのですよね。ラピダス関連事業については、半導体のほうに

１億円以上を出すと言うのですけれども、本当にそれでいいのかと非常に強く感じたものです。

この事業の対象というのは、どのくらいと見込んで取り組むのか、伺います。

○赤川就業担当課長 事業の対象人数についてでございますが、ジョブカフェにおいて、令和２

年度から取り組んでいる就職氷河期世代向けの専門窓口によるカウンセリングや、企業相談会の

実施により得られた実績等を踏まえまして、相談窓口において対応した就職氷河期世代の就業者

数を158人、企業相談会への参加者数を126人、相談窓口における就職氷河期世代のカウンセリン

グ数を660人として、ＫＰＩを設定しております。

○真下紀子委員 非常に細かい算定の上で事業設計されているのですよね。

それで、対象となる方は、失業手当を受けながら求職している場合だけではなくて、時間給で

働く非正規雇用の場合などは、面談や相談、カウンセリングに通う経済的・時間的余裕がないこ

とが多いと考えられます。

とにかく就職しなければということで、結果的に不本意な再就職を繰り返して、短期間で離職

するという悪循環、こういう方も少なくないわけです。

こうした課題を踏まえて、ハローワークでは、資格を取得する際に、教育訓練給付制度を利用

して、一定の条件を満たせば資格取得にかかった費用について補助が受けられる仕組みがありま

す。ところが、道の支援事業にはこうした支援がありません。なぜなのでしょうか。対象者はど

ういった生活状況だと想定をしているのか、伺います。

○赤川就業担当課長 対象者の生活保障についてでございますが、就職氷河期世代の方々は、希

望する就職ができず、不本意ながら不安定な仕事に就いている方、あるいは、無業の状態にある

方など、様々な課題に直面した方々が多く含まれており、正規雇用の方に比べ、経済的に苦しい

状況にある方もいるものと認識しております。

道では、ジョブカフェにおいてきめ細かなカウンセリングを実施し、資格取得等に当たって経

済的な支援を必要とされている場合には、ハローワークと連携し、国の教育訓練給付制度や求職

者支援制度を積極的に活用するように促すなど、一人一人のニーズや状況に応じた丁寧な支援を

行っております。

○真下紀子委員 本当に一人一人抱えている困難は様々なのですよね。そうしたことが分からな

いで事業をしても駄目なので、そこに十分配慮した事業を行っているということなのですね。

それで、失業手当を受給できない雇用条件の方や、 低賃金で生計費が賄えずに、蓄えがない

ために転職もできなくなる、それだけじゃなくて、今、給料の前借りサービスというのもあるの

ですけれども、そうした中の一つには、給料ファクタリング―給料をもらう権利を業者が買

い取って、後日、手数料を加えた金を払わせるという新手のヤミ金被害が、北海道でも相談が出

てきています。年利換算で1000％に上る高金利となるというリスクが高まっているわけです。

就職氷河期世代就業支援事業と銘打って本気で取り組むということであるなら、生活保障への
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助成金や、無料あるいは助成金をつけた資格取得講習などが必要ではないかと考えるのですけれ

ども、いかがですか。

○赤川就業担当課長 費用補助の必要性についてでございますが、道では、令和２年７月より、

北海道労働局とともに関係機関や団体で構成する就職氷河期世代活躍支援プラットフォームを設

置し、様々な課題を有する就職氷河期世代の支援に一体となって取り組んできたところでござい

ます。

例えば、就職氷河期世代の方々のカウンセリングを行う中で、生活資金等についてのお悩みを

お聞きした際には、生活福祉資金や勤労者福祉資金などの支援制度を紹介したり、あるいは、資

格取得に関する経済的なお悩みをお聞きした際には、国の教育訓練給付制度や求職者支援制度を

紹介するなど、各種支援機関や道の窓口との連携を図っているところでございます。

また、今回の就職氷河期世代就業支援事業におきましては、各地域に赴き、支援対象者に直接

相談支援を行うこととしておりまして、こうした取組を通じ、就職氷河期世代の方一人一人のニ

ーズや状況に応じ、より丁寧な支援を行ってまいります。

○真下紀子委員 道民は、様々な困難の中で生活していますよね。そうした中で、私は、こんな

に丁寧に対応している事業だとは、はっきり申し上げて、思っていなかったのです。非常に具体

的に個々人の様々な困難に寄り添って、そして事業を展開しているということで、本当に貴重な

事業だなというふうに考えを改めたところです。

就職氷河期世代は、確かに、面接や就業に対する考え方などに対して、少なくない期間、その

ノウハウを学ぶことができずに、求職に臨むことが難しい方も多いと考えます。自分に適した職

業と出会うことが困難だった期間が長引くことで、就業意欲とともに、自己肯定感の低下につな

がっている方もいらっしゃいます。

面談、カウンセリングは、そうした状況を踏まえて、自己責任を押しつけるのではなく、就職

まで長期化する方も多い中で、寄り添う支援となり得るのか、どう取り組むのか、お聞きしま

す。

○赤川就業担当課長 支援姿勢についてでございますが、就職氷河期世代の方々については、こ

れまで、不安定な就労を繰り返し、自己評価が低い傾向にあることや、具体的な行動を起こせず

にいらっしゃるなど、抱えている課題が個別的かつ多様であることから、個々のニーズに応じた

支援が必要と認識しております。

道といたしましては、道内６地域での個別出張相談や企業相談会の実施とともに、専門の相談

員が各地域に赴き、直接カウンセリング等を行うアウトリーチ支援に取り組むなど、就職氷河期

世代の方々に寄り添い、個々の状況やニーズに応じて、きめ細かな支援サービスの提供に努めな

がら、就労の促進を図ってまいります。

○真下紀子委員 就労の促進を図っていく上で、北海道は、非正規雇用が非常に多いので、 低

賃金に張りついている方がたくさんいらっしゃるわけですよね。

そこで、私たち共産党道議団として、６月12日に、北海道労働局と、 低賃金審議会に対して
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要請を行ってきました。

地域別 低賃金制度によりまして、この20年間を見ますと、東京との格差が71円から152円と

２倍に拡大しています。１日８時間、月20日働いて、年間15万円以上も賃金が少ないということ

になります。北海道から都市部への人口流出、特に女性の流出が加速している要因とも考えられ

ます。

低賃金の地域間格差の影響について、道はどのように考えているのか。地域格差を解消して

いくことは喫緊の課題ではないかと考えますけれども、いかがですか。

○鈴木一磨副委員長 雇用労政課長兼働き方改革推進室長佐川泰隆君。

○佐川雇用労政課長兼働き方改革推進室長 低賃金の地域間格差についてでありますが、地域

別 低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払い能力を考慮

して定めなければならないとされており、地域の経済状況や雇用動向、賃金の引上げに伴う企業

への影響、生活保護に係る施策との整合性などを総合的に勘案し、慎重な検討の結果を踏まえ、

決定されているものと承知してございます。

都市部の賃金が割高であることが人口流出等の一因の可能性もあり、道としては、伴走型の経

営相談や専門家派遣による生産性と収益性の向上に向けた支援を行うなど、企業が賃上げをしや

すい環境の整備が必要と認識してございます。

○真下紀子委員 今の地域別 低賃金制度の中では、そう答えざるを得ないかもしれませんけれ

ども、国のほうも、この地域間格差ということを問題視して、ランクといいますか、今度、３段

階に減らしましたよね。だから、やっぱり、地域間格差をなくしていくという方向で進むことは

どうしても必要だというふうに考えるわけです。

そもそも、北海道の 低賃金の920円では、自立して生活できる水準の生計費は賄えないわけ

です。住居費、医療費、税金、社会保険などの納付を考えますと、実質的には生活保護水準との

逆転が指摘をされています。

非正規雇用の多い本道ではなおのこと、 低賃金で働いて、家賃を払い、光熱費や携帯代のほ

か、暖房費も払うのです。これで本当に自立した生活が行えて、健康で文化的な生活を維持でき

る水準だとお考えになっていらっしゃるのでしょうか。

○佐川雇用労政課長兼働き方改革推進室長 低賃金についてでありますが、地域別 低賃金

は、労働者が健康で文化的な 低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との

整合性に配慮されているものと承知してございます。

○真下紀子委員 原則的にはそう言うかもしれませんけれども、実際はそうではないわけです

し、昔のように、扶養の範囲内で働いている補助的な仕事として 低賃金が適用されるというこ

とであれば、生活は可能かもしれません。しかし、今の社会の中では、自立した生計費を維持す

るために 低賃金で働いている方がたくさんいらっしゃるわけですよね。そういう人たちが本当

に生きていくために、この 低賃金というのは、格差もなくし、抜本的な引上げが必要だという

ふうに考えます。
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さて、賃金を引き上げる側ですね。本道の企業は、ほとんどが中小企業であります。物価高騰

や電気料金引上げの中で、経営に大変苦心されているとは思いますけれども、そうした中でも賃

金を引き上げる方向になっているということが報道されております。

しかし、生計費を賄うまでに必要とされる1500円にまで引き上げるには程遠く、中小企業への

支援というのは不可欠なわけです。

国の中小企業予算も非常に少ない中で、こうした中小企業への支援というものの必要性につい

て、道の認識を伺うとともに、 低賃金引上げに向けてどのように取り組むのか、お伺いしま

す。

○佐川雇用労政課長兼働き方改革推進室長 賃金引上げに対する中小企業への支援についてです

が、北海道の 低賃金は、地域の経済状況などを総合的に勘案した地方 低賃金審議会の答申を

踏まえ、北海道労働局長が決定するものとなってございます。

道といたしましては、北海道労働局と連携した周知を行い、 低賃金が確実に遵守されるよう

努めるとともに、中小・小規模事業者に対し、新事業展開や販路拡大への支援において賃上げに

取り組む事業者を優遇するほか、伴走型の経営相談や専門家派遣による生産性と収益性の向上に

向けた支援を行うとともに、働く方々の処遇改善に取り組む企業に専門家を派遣するなど、道内

事業者が賃上げをしやすい環境の整備につなげてまいります。

○真下紀子委員 それだけでは中小企業の体力はもたないのですよ。そして、そのことは、皆さ

んが重々知っているように、今までの道の支援が現実に賃上げに結びついてきていないわけで

す。現実には賃上げできない状況があって、そこでお互いに苦しんでいるわけですよ、中小企業

のほうも、働いている人たちも。だから、今必要なのは、なぜ中小企業が賃上げできないのか、

こうすれば賃上げできるのだというような支援が、どういうふうに必要なのかということをよく

把握して、国に対策を求めるとともに、道としても実施していかないと、これは、北海道の消費

の力がどんどん落ちていくわけですから、安い労働力で働かされるわけですから、そんなことは

早急に改善を図るべきだということを今回は指摘しておきます。

次に、概要説明の中では、44歳までの求人が多いということだったのですが、40代だと分かる

と面接を断られるなど、暗黙の年齢差別が実際にはあるとお聞きをしました。

ジェンダーバイアスがかかった日本社会で、女性のライフスタイルとして、結婚、出産を経

て、あるいは、離婚後の女性の就職の困難さが多々あります。

年齢差別をなくす、また、ジェンダー平等への理解促進など、事業者側にも働き方の意識改革

が必要ではないかと考えております。

同時に、正規雇用に向けたインセンティブとして事業者に支援するなど、この両面の対策が必

要ではないかと考えますけれども、いかがですか。

○鈴木一磨副委員長 労働政策局長鶴蒔徹君。

○鶴蒔労働政策局長 ジェンダーなどへの対応についてでありますが、年齢や性別による差別の

ない雇用を実現するためには、受皿となる企業の協力や働きやすい環境整備を進めることが重要
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でございます。

このため、道では、国や関係機関と連携しながら、ハローワークと共に就職氷河期世代を対象

とした求人確保に取り組むほか、労働時間の短縮や育児休業制度等の充実、テレワークやフレッ

クスタイム制などの働き方改革を促すとともに、非正規労働者の正規化に向けまして、助成金な

どの活用について、専門家によるアドバイスを行うなど、様々な取組により事業者を支援してお

ります。

以上です。

○真下紀子委員 やっぱり、これでは不十分ですね。これだけの対策では全く不十分だというふ

うに思います。北海道が、経済の分野で、全国都道府県別でも、ジェンダー平等指数が非常に低

いということの表れが、この道庁の姿勢にも表れているのじゃないかなと思うのです。説明は分

かりますよ。しかし、実際にはそうなっていない現状がありますよね。そこをどう変えていくか

というところまで掘り下げて対策を取っていかない限り、これは改善されていかないというふう

に考えます。

人材不足が、今、あらゆる分野で深刻となっています。原因は、人口減少だけではなくて、日

本の経済界が、利益 優先で、安上がりの労働力あるいは雇用の調整弁として非正規雇用を増や

してきた影響は否定できません。

就業支援に対する道の事業の有効性というのが、本当に今問われています。就職氷河期世代を

対象とする本事業については、先ほど申し上げましたけれども、不十分さはあるものの、取組は

評価をしております。

就業ニーズ、課題に対応する支援の在り方を一層検討して、さらに有効な就職支援策に発展さ

せることを提案するものですけれども、部長の見解を伺います。

○鈴木一磨副委員長 経済部長中島俊明君。

○中島経済部長 ニーズや課題に対応する支援の在り方についてでありますが、就職氷河期世代

の方々には、不安定な就労や無業の方など、様々な課題を抱えている方が多く、そうした方々に

個々の能力を生かして活躍していただけるように支援することが重要でございます。

道では、これまで、北海道労働局とともに関係機関や団体で構成する北海道就職氷河期世代活

躍支援プラットフォームを設置いたしまして、支援に取り組んできました一方、コロナ禍の影響

等により、今もなお様々な事情を抱えて支援を必要とされている方がいると認識しております。

今般、国においても、令和５年度からの２年間を第２ステージと位置づけ、引き続き、就職氷

河期世代支援に取り組むこととしており、道といたしましては、そうした国の方針も踏まえ、プ

ラットフォーム等を通じて、国や関係機関と緊密な連携を図り、就職氷河期世代の方々がその能

力を十分に生かして活躍していただけるよう、一層の支援に取り組んでまいります。

以上でございます。

○真下紀子委員 今回の事業は、就職氷河期世代を対象にした事業ですけれども、北海道の多く

の働く人たちが低賃金の中で非常に苦しい生活を迫られています。



【第２分科会 ７月10日 第３号】

この就職氷河期世代の事業費は773万7000円ですよね。それから、先ほどのアプリの開発は270

万円ですよ。そういうふうにして、道財政は、工面をしながら、本当に数百万円、数十万円とい

う予算を獲得して、道民のためにどういう事業をしようかということを考えているわけです。

そのときに、５兆円の投資が呼び込めるのだという触れ込みの巨大企業のラピダス関連の事業

に対して、道民の税金を１億円以上にもわたって投入するということが、本当に行政の仕事かな

というふうに考えるわけですよ。行政の第一の仕事は、住民福祉の増進ですよね。それを本当に

進めていくのか。投資だとか、中長期の将来への期待だとか、国のプロジェクトだとかと言っ

て、どんどんと税金をつぎ込むようなやり方というのは、やっぱり、見直していただきたいとい

うふうに思います。

今回の就職氷河期世代の就職支援については、知事総括質疑に上げませんけれども、本当に行

政の仕事は何なのかということをいま一度考えていただいて、業務に当たっていただきたいとい

うことを申し上げて、私からの質問を終わります。

委員長、ありがとうございました。

○鈴木一磨副委員長 真下委員の質疑並びに質問は、総括質疑に保留された事項を除き、終了い

たしました。

以上で通告の質疑並びに質問は終わりました。

総括質疑に保留された事項については本委員会において質疑を行うこととし、これをもって、

経済部及び労働委員会所管に関わる質疑並びに質問は終結と認めます。

お諮りいたします。

本日の議事はこの程度にとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木一磨副委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。

７月11日の分科会は午前10時から開きます。

本日は、これをもって散会いたします。

午後６時19分散会
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